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１．概要

 本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第 14 条  安全機能を有す

る施設」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべ

き事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

 整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添

付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。 

２．本資料の構成

 「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可  本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示

す。  
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別紙 
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ＭＯＸ燃料加工施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年９月17日　R２

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１－１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 9/3 1
第2章　個別項目　成形施設等に関する資料の追加による資料No.の変更。中表紙及
び資料中のNo.は、本資料の次回提出時に反映。

別紙１－２ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較（第2章　個別項目　成形施設等） 9/17 0
新規追加。貯蔵施設、廃棄施設、放射線管理施設、火災防護施設、照明設備、所内電源設備
（非常用電源）、通信連絡設備、溢水防護設備及び重大事故等対処施設は、各条文にて展開
するため本資料から除く。

別紙２－１ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 9/3 0
第2章　個別項目　成形施設等に関する資料の追加による資料No.の変更。中表紙及
び資料中のNo.は、本資料の次回提出時に反映。

別紙２－２
基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（第2章　個別項目　成
形施設等）

9/17 0
新規追加。貯蔵施設、廃棄施設、放射線管理施設、火災防護施設、照明設備、所内電源設備
（非常用電源）、通信連絡設備、溢水防護設備及び重大事故等対処施設は、各条文にて展開
するため本資料から除く。

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 9/3 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 9/3 0
※当該条文については、詳細設計を示す設備が第2回申請以降の申請対象となるた
め、その際に具体的な添付書類の比較を実施する（今回は対象なし）。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 9/3 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既工認等との紐づけ 9/3 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

安有00-02　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（安有）】

別紙
備考

(1/1)
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令和３年９月 17日 Ｒ０ 

別紙１－２ 

基本設計方針の許可整合性、発電炉

との比較 

（第 2章 個別項目 成形施設等） 
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別紙 1-2① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十四条 （安全機能を有する施設（第 2章 個別項目 成形施設等））（1 / 84） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
（安全機能を有する施設） 

第十四条 

安全機能を有する施設は，通常時及び設計基

準事故時に想定される全ての環境条件におい

て，その安全機能を発揮することができるよ

うに設置されたものでなければならない。 

２  安全機能を有する施設は，当該安全機能

を有する施設の安全機能を確認するための検

査又は試験及び当該安全機能を健全に維持す

るための保守又は修理ができるように設置さ

れたものでなければならない。 

３  安全機能を有する施設に属する設備であ

って，クレーンその他の機器又は配管の損壊

に伴う飛散物により損傷を受け，加工施設の

安全性を損なうことが想定されるものは，防

護措置その他の適切な措置が講じられたもの

でなければならない。 

４  安全機能を有する施設は，他の原子力施

設と共用し，又は安全機能を有する施設に属

する設備を一の加工施設において共用する場

合には，加工施設の安全性が損なわれないよ

うに設置されたものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三．加工施設の位置，構造及び設備並びに加

工の方法 

イ．加工施設の位置 

(ロ) 敷地内における主要な加工施設の位置 

ＭＯＸ燃料加工施設は，標高約 50ｍから

約 55ｍ及び海岸からの距離約４km から約

５km の地点に位置している。 

ＭＯＸ燃料加工施設の主要な建物は，燃

料加工建屋並びに再処理施設を共用する緊

急時対策建屋，第１保管庫・貯水所及び第

２保管庫・貯水所である。 

燃料加工建屋は，敷地の西側部分を標高

約 55ｍに整地造成して，設置する。 

敷地中央から南西寄りに燃料加工建屋を

設置し，その北東側に緊急時対策建屋及び

第１保管庫・貯水所を，東側に第２保管

庫・貯水所を設置する。 

上記の他に，ＭＯＸ燃料加工施設には，

エネルギー管理建屋，再処理施設と共用す

るＭＯＸ燃料加工施設の貯蔵容器搬送用洞

道及び再処理施設を共用する第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋の第２低レベル廃棄物貯蔵

系，低レベル廃液処理建屋，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ，第１非常用ディーゼル発電機

の重油タンクがある。 

また，重大事故等の対処において再処理

施設を共用する使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，開閉所，制御建屋，非常用電源建屋，

低レベル廃棄物処理建屋，ユーティリティ

建屋及び第２ユーティリティ建屋がある。 

燃料加工建屋は，地下階において，その

北側に隣接する形で設置される再処理施設

のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋と貯蔵容器搬送用洞道を介して接続す

る。 

再処理施設の海洋放出管は，低レベル廃

液処理建屋から導かれ，概ね運搬専用道路

に沿い，汀線部から沖合約３km まで敷設す

る。 他□1  

加工施設一般配置概要図を第２図に示

す。 他□5  

 

 

 

 

 

 

ロ．施設配置 

(イ) 概要 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の主要な建物は，燃

料加工建屋，緊急時対策建屋，第１保管

庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所であ

る。 

ＭＯＸ燃料加工施設の敷地内配置図を添

５第 33 図に示す。 

燃料加工建屋は，施設周辺の斜面の崩壊

等の影響を受けないように敷地西側部分を

標高約 55ｍに整地造成して，設置する。 

敷地中央から南西寄りに燃料加工建屋を

設置し，その北東側に再処理施設の緊急時

対策建屋及び第１保管庫・貯水所を，東側

に再処理施設の第２保管庫・貯水所を設置

する。 

 

(ロ) 設計方針 

(１) 平常時における周辺監視区域外での線量

が「原子炉等規制法」に基づき定められてい

る線量限度を超えないようにするとともに，

設計基準事故時における敷地境界外での線量

が事業許可基準規則を満足するような配置と

する。 

(２) 主要な建物は，安定な地盤に支持させ

る。 

(３) 建物には，その位置を明確，かつ，恒久

的に表示することにより容易に識別できる安

全避難通路を設ける設計とする。 

(ハ) 主要な建物 

燃料加工建屋は，敷地境界までの最短距離が

約 450ｍ（南南西方向）の位置に配置する。 

主要な建物は，安定な地盤である鷹架層で直

接支持するか，又は安定な地盤上に打設する

コンクリート等を介して支持する。 

主要な建物には，人の立ち入る区域から出口

までの通路，階段及び踊り場を安全避難通路

として設定し，その位置を明確かつ恒久的に

表示することにより容易に識別できる設計と

する。 他◇1  

また，主要な建物の構造を以下に示す。 他

◇2  

 

 

発電炉の基本設計方針

については，当該条文

の比較対象となる基本

設計方針がないため記

載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 
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別紙 1-2① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十四条 （安全機能を有する施設（第 2章 個別項目 成形施設等））（2 / 84） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
第 2章 個別項目 

1.成形施設

成形施設は，原料粉末受入工程，粉末調整工

程及びペレット加工工程で構成し，燃料加工

建屋に収納する設計とする。 

燃料加工建屋の主要構造は，地上２階，地下

３階の耐火建築物であり，堅固な基礎盤上に

設置する設計とする。 

また，燃料加工建屋の屋根，壁等は，漏水の

おそれのない構造とする。 

貯蔵容器搬送用洞道は，燃料加工建屋と地下

３階中２階において，エキスパンションジョ

イントにより接続する設計とする。

貯蔵容器搬送用洞道は，再処理施設のウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋とエキ

スパンションジョイントにより接続する設計

とする。その他-成-① 

再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との接続

に伴い，貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建

屋の一部は，負圧管理の境界として再処理施

設と共用する。共用の範囲には，再処理施設

のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

と貯蔵容器搬送用洞道との境界に設置する扉

（以下「再処理施設境界の扉」という。）及

び貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境

界に設置する扉（以下「加工施設境界の扉」

という。）を含む。貯蔵容器搬送用洞道は，

ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉開放時には，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設の気体廃棄物の廃棄設備に

より負圧に維持する設計とし，再処理施設境

界の扉開放時には，再処理施設の気体廃棄物

の廃棄施設により貯蔵容器搬送用洞道を負圧

に維持する設計とすること，また，ＭＯＸ燃

料加工施設境界の扉及び再処理施設境界の扉

は，同時に開放しない設計とすることで，共

用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損

なわない設計とする。 その他-共-①1 

(ハ) 成形施設

(１) 施設の種類

成形施設は，原料粉末受入工程，粉末調

整工程及びペレット加工工程で構成し，燃

料加工建屋に収納する。 

燃料加工建屋の主要構造は，地上２階，

地下３階の鉄筋コンクリート造で，建築面

積約 8000ｍ2の 他□2 耐火建築物である。 

また，燃料加工建屋の屋根，壁等は，漏

水のおそれのない構造とする。 

燃料加工建屋は，再処理施設からウラ

ン・プルトニウム混合酸化物を収納する混

合酸化物貯蔵容器を受け入れるため， 他

□3地下３階中２階において貯蔵容器搬送用

洞道を介して再処理施設のウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵建屋とエキスパンシ

ョンジョイントにより接続する。その他-成

-①

このため，再処理施設のウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞

道との接続に伴い，貯蔵容器搬送用洞道及び

燃料加工建屋の一部は，負圧管理の境界とし

て再処理施設と共用する。 

共用の範囲には，再処理施設のウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送

用洞道との境界に設置する扉（以下「再処理

施設境界の扉」という。）及び貯蔵容器搬送

用洞道と燃料加工建屋との境界に設置する扉

（以下「加工施設境界の扉」という。）を含

む。貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の

一部は，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の

安全性を損なわない設計とする。 その他-共

-①1

また，洞道搬送台車は，再処理施設と共用す

る。洞道搬送台車は，共用によってＭＯＸ燃

料加工施設の安全性を損なわない設計とす

る。 その他-共-①2 

燃料加工建屋の主要な設備・機器の配置

図を第５図に示し，燃料加工建屋部屋配置

概要図を第６図に示す。 他□4  

(１) 燃料加工建屋

燃料加工建屋は，成形施設，被覆施設，組立

施設，核燃料物質の貯蔵施設，放射性廃棄物

の廃棄施設等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２

階（地上高さ約 23ｍ），地下３階，平面が約

87ｍ（南北方向）×約 88ｍ（東西方向）の建

物であり， 他◇3 堅固な基礎版上に設置す

る。 

燃料加工建屋は，再処理施設からウラン・プ

ルトニウム混合酸化物を収納する混合酸化物

貯蔵容器を受け入れるため，地下３階中２階

において貯蔵容器搬送用洞道を介して再処理

施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋と接続する。その他-成-① 

このため，再処理施設のウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道

との接続に伴い，貯蔵容器搬送用洞道及び燃

料加工建屋の一部は，負圧管理の境界として

再処理施設と共用する。

共用の範囲には，再処理施設境界の扉及びＭ

ＯＸ燃料加工施設境界の扉を含む。 他◇21

 

 

燃料加工建屋機器配置図を添５第 34 図に示

す。 他◇2  

(ハ) 主要な建物

(２) 緊急時対策建屋

再処理施設の緊急時対策建屋は，緊急時対策

所を設置し，緊急時対策建屋情報把握設備等

を収納する。

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨

鉄筋コンクリート造）で，地上１階（一部地

上２階建て）（地上高さ約 17ｍ），地下１

その他-共-①2(P5へ) 

その他-共-①1(P73か

ら) 

【「等」の解説】 

「壁等」の指す内容は許可に

おける記載と同様であり、列

挙した場合に煩雑となるため

許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点等】 

エキスパンションジョイント

は，貯蔵容器搬送用洞道の設

計のため，その旨となるよう

主語を変更した。

【許可からの変更点等】 

記載の適正化。(以下同じ) 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化。 
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階，平面が約 60ｍ（南北方向）×約 79ｍ（東

西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。 

緊急時対策所は，再処理施設と共用する。 

緊急時対策建屋機器配置図を添５第 35 図に

示す。 他◇7  

(３) 第１保管庫・貯水所 

再処理施設の第１保管庫・貯水所は，その他

加工設備の附属施設の水供給設備の第１貯水

槽を設置する。また，保管エリアを有する。 

第１保管庫・貯水所は，再処理施設と共用す

る。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２

階（地上高さ約 16ｍ，地下に第１貯水槽を収

納する），平面が約 52ｍ（南北方向）×約

113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎

版上に設置する。 

第１保管庫・貯水所機器配置図を添５第 36 

図に示す。 

(４) 第２保管庫・貯水所 

再処理施設の第２保管庫・貯水所は，その他

加工設備の附属施設の水供給設備の第２貯水

槽を設置する。また，保管エリアを有する。 

第２保管庫・貯水所は，再処理施設と共用す

る。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２

階（地上高さ約 16ｍ，地下に第２貯水槽を収

納する），平面が約 52ｍ（南北方向）×約

113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎

版上に設置する。 

第２保管庫・貯水所機器配置図を添５第 37 

図に示す。 他◇8  

(ニ) 評価 

(１) 主要な建物は，敷地境界から十分離隔し

た配置としており，「添付書類六」に示すよ

うに，平常時における周辺監視区域外での線

量が「原子炉等規制法」に定められた線量限

度を超えないとともに，「添付書類七」に示

すように，設計基準事故時における敷地境界

外での線量が事業許可基準規則を満足する配

置としている。 他◇23  

(２) 主要な建物は，安定な地盤に支持させる

設計としている。 他◇5  

(３) 建物は，その位置を明確，かつ，恒久的

に表示することにより容易に識別できる安全

避難通路を有する設計としている。 他◇6  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 

成形施設は，原料ＭＯＸ粉末又は原料ウ

ラン粉末を受け入れ，所定の粉末調整，圧

縮成形，焼結，研削及び検査を行い，製品

ペレットに加工することができる設計とす

る。また，各工程から発生する規格外品等

のスクラップ処理も併せて行うことができ

る設計とする。

原料粉末受入工程は，制御第１室にて施

設の状態監視，運転操作及び工程停止操作

を行うことができる設計とする。 

粉末調整工程は，制御第１室，制御第４

室及び現場監視第１室にて施設の状態監

視，運転操作及び工程停止操作を行うこと

ができる設計とする。 

ペレット加工工程は，制御第１室，制御

第３室及び現場監視第２室にて施設の状態

監視，運転操作及び工程停止操作を行うこ

とができる設計とする。 

その他-成-① 

1.1 原料粉末受入工程 

1.1.1 原料粉末受入工程の構成 

原料粉末受入工程は，ウランとプルトニウ

ムの質量混合比が１対１である原料ＭＯＸ粉

末を混合酸化物貯蔵容器に収納した状態で，

再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋から貯蔵容器搬送用洞道を通じて

燃料加工建屋に受け入れる設計とする。

原料ＭＯＸ粉末取出し後の混合酸化物貯蔵

容器は，貯蔵容器搬送用洞道を通じて再処理

施設へ返却する設計とする。なお，原料ウラ

ン粉末は，外部から受け入れる。

その他-成-②

成形施設は，原料ＭＯＸ粉末又は原料ウ

ラン粉末を受け入れ，所定の粉末調整，圧

縮成形，焼結，研削及び検査を行い，製品

ペレットとする施設である。また，各工程

から発生する規格外品等のスクラップ処理

も併せて行う。 

原料粉末受入工程は，制御第１室にて施

設の状態監視，運転操作及び工程停止操作

を行える設計とする。 

粉末調整工程は，制御第１室，制御第４

室及び現場監視第１室にて施設の状態監

視，運転操作及び工程停止操作を行える設

計とする。 

ペレット加工工程は，制御第１室，制御

第３室及び現場監視第２室にて施設の状態

監視，運転操作及び工程停止操作を行える

設計とする。 

その他-成-① 

(２) 主要な設備及び機器の種類及び個数

① 原料粉末受入工程

ハ．加工設備本体

(イ) 成形施設

(１) 原料粉末受入工程

① 概要

原料粉末受入工程では，ウランとプルト

ニウムの質量混合比が１対１である原料Ｍ

ＯＸ粉末を混合酸化物貯蔵容器に収納した

状態で，再処理施設のウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋から貯蔵容器搬送用

洞道を通して燃料加工建屋に受け入れる。 

原料ＭＯＸ粉末取出し後の混合酸化物貯

蔵容器は，貯蔵容器搬送用洞道を通して再

処理施設へ返却する。なお，原料ウラン粉

末は，外部から受け入れる。 

その他-成-② 

② 設計方針

ａ．臨界安全

原料粉末受入工程の臨界安全管理を要す

る機器は，技術的にみて想定されるいかな

る場合でも，単一ユニットとして臨界を防

止できる設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置す

ることにより，複数ユニットとして臨界を

防止できる設計とする。 他◇9  

ｂ．落下防止等 

原料粉末受入工程の洞道搬送台車等の搬

送機器は，逸走防止，落下防止又は転倒防

止のための機構を設ける設計とする。 他

◇10

ｃ．閉じ込め 

原料粉末受入工程の放射性物質を内包す

【「等」の解説】 

「規格外品等」の指す内容は

許可における記載と同様であ

り、列挙した場合に煩雑とな

るため許可の記載を用いた。

（以下同じ） 
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1.1.2．主要設備の系統構成 

原料粉末受入工程は，貯蔵容器受入設備，ウ

ラン受入設備及び原料粉末受払設備で構成す

る。また，グローブボックス負圧・温度監視

設備を設置する設計とする。

(1) 貯蔵容器受入設備

貯蔵容器受入設備は，混合酸化物貯蔵容器を

再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋から貯蔵容器搬送用洞道を通じて

燃料加工建屋へ受け入れ，原料粉末受払設備

へ払い出し，貯蔵容器搬送用洞道を通じて原

料ＭＯＸ粉末を取り出した後の混合酸化物貯

蔵容器を再処理施設へ返却する設計とする。

貯蔵容器受入設備は，洞道搬送台車，受渡天

井クレーン，受渡ピット，保管室クレーン及

び貯蔵容器検査装置で構成する。

洞道搬送台車は，再処理施設と共用する。

共用の範囲には，洞道搬送台車の運転に必要

な再処理施設の貯蔵容器台車からの信号並び

に再処理施設の貯蔵容器台車の運転に必要な

洞道搬送台車からの信号を含む。洞道搬送台

車は，共用による設備の仕様，臨界安全設

計，遮蔽設計及び閉じ込めの機能に変更がな

いこと並びに衝突防止のインターロックを設

ける設計とすることからＭＯＸ燃料加工施設

の安全性を損なわない設計とする。 その他-

共-①2 

(2) ウラン受入設備

ウラン受入設備は，ＭＯＸ燃料加工施設外か

ら入出庫室を経由して受け入れたウラン粉末

る設備は，漏えいしにくい構造とするとと

もに，万一放射性物質が漏えいした場合に

も工程室及び燃料加工建屋内に保持する設

計とする。 他◇11  

ｄ．火災及び爆発の防止 

原料粉末受入工程の設備は，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用する設計とす

る。 他◇12  

ｅ．共用 

洞道搬送台車及び洞道搬送台車の運転に必要

な再処理施設の貯蔵容器台車からの信号並び

に再処理施設の貯蔵容器台車の運転に必要な

洞道搬送台車からの信号を，再処理施設と共

用する。洞道搬送台車は，共用によってＭＯ

Ｘ燃料加工施設の安全性を損なわない設計と

する。 その他-共-①2 

③ 主要設備の仕様

原料粉末受入工程は，貯蔵容器受入設備，ウ

ラン受入設備及び原料粉末受払設備で構成す

る。また，グローブボックス負圧・温度監視

設備を設ける。 

原料粉末受入工程の主要設備の仕様を⑥に示

す。 

④ 系統構成及び主要設備

ａ．貯蔵容器受入設備

貯蔵容器受入設備は，混合酸化物貯蔵容器を

再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋から貯蔵容器搬送用洞道を通じて

燃料加工建屋へ受け入れ，原料粉末受払設備

へ払い出し，貯蔵容器搬送用洞道を通じて原

料ＭＯＸ粉末を取り出した後の混合酸化物貯

蔵容器を再処理施設へ返却する。 

ｂ．ウラン受入設備 

ウラン受入設備は，ＭＯＸ燃料加工施設外か

ら入出庫室を経由して受け入れたウラン粉末

その他-共-①2(P2から) 
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缶輸送容器から原料ウラン粉末入りのウラン

粉末缶を取り出し，ウラン貯蔵設備へ払い出

す設計とする。また，ウラン貯蔵設備から受

け入れたウラン粉末缶を原料粉末受払設備へ

払い出す設計とする。さらに，ウラン粉末缶

に収納したウラン合金ボールをウラン貯蔵設

備へ払い出し，粉末調整工程の一次混合設備

の一次混合装置，スクラップ処理設備の回収

粉末微粉砕装置又は小規模試験設備の小規模

粉末混合装置へ払い出す設計とする。 

ウラン受入設備は，ウラン粉末缶受払移載

装置及びウラン粉末缶受払搬送装置で構成す

る。 

 

(3) 原料粉末受払設備 

原料粉末受払設備は，混合酸化物貯蔵容器を

貯蔵容器受入設備から受け入れ，原料ＭＯＸ

粉末缶取出設備へ払い出し，粉末缶を取り出

した後の混合酸化物貯蔵容器を貯蔵容器受入

設備へ払い出す設計とする。 

また，ウラン受入設備から受け入れたウラン

粉末缶を開缶し，原料ウラン粉末を取り出

し，一次混合設備又は二次混合設備へ原料ウ

ラン粉末を払い出す設計とする。 

原料粉末受払設備は，外蓋着脱装置オープ

ンポートボックス，外蓋着脱装置，貯蔵容器

受払装置オープンポートボックス，貯蔵容器

受払装置，ウラン粉末払出装置オープンポー

トボックス及びウラン粉末払出装置で構成す

る。 

 

(4) グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備は，安

全上重要な施設以外のグローブボックス内及

びオープンポートボックス内の火災を感知し

警報を発する設計とする。また，安全上重要

な施設以外のグローブボックス内の消火のた

め，消火設備のグローブボックス消火装置に

信号を発する設計とする。 

また，グローブボックスの負圧を検知し，グ

ローブボックスの負圧に異常がある場合に警

報を発する設計とする。 

グローブボックス負圧・温度監視設備は，

各グローブボックスに設置する設計とする。 

その他-成-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

缶輸送容器から原料ウラン粉末入りのウラン

粉末缶を取り出し，ウラン貯蔵設備へ払い出

す。また，ウラン貯蔵設備から受け入れたウ

ラン粉末缶を原料粉末受払設備へ払い出す。

さらに，ウラン粉末缶に収納したウラン合金

ボールをウラン貯蔵設備へ払い出し，粉末調

整工程の一次混合設備の一次混合装置，スク

ラップ処理設備の回収粉末微粉砕装置又は小

規模試験設備の小規模粉末混合装置へ払い出

す。 

 

 

 

 

ｃ．原料粉末受払設備 

原料粉末受払設備は，混合酸化物貯蔵容器を

貯蔵容器受入設備から受け入れ，原料ＭＯＸ

粉末缶取出設備へ払い出し，粉末缶を取り出

した後の混合酸化物貯蔵容器を貯蔵容器受入

設備へ払い出す。 

また，ウラン受入設備から受け入れたウラン

粉末缶を開缶し，原料ウラン粉末を取り出

し，一次混合設備又は二次混合設備へ原料ウ

ラン粉末を払い出す。 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備は，安

全上重要な施設以外のグローブボックス内及

びオープンポートボックス内の火災を感知し

警報を発する設計とする。また，安全上重要

な施設以外のグローブボックス内の消火のた

め，消火設備のグローブボックス消火装置に

信号を発する設計とする。 

また，グローブボックスの負圧を検知し，グ

ローブボックスの負圧に異常がある場合に警

報を発する設計とする。 

その他-成-② 

 

 

 

⑤ 評価 

ａ．臨界安全 

原料粉末受入工程の臨界安全管理を要する機

器は，技術的にみて想定されるいかなる場合

でも添５第５表に示す取扱単位又は形態，管

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-成-②(P7～9か

ら) 
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ａ．貯蔵容器受入設備 

(ａ) 洞道搬送台車 その他-成-②（再処理施

設と共用） 

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第１室，貯蔵容器搬送用洞道

及び再処理施設のウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵建屋 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｂ) 受渡天井クレーン その他-成-② 

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第１室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｃ) 受渡ピット その他-成-② 

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第１室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｄ) 保管室クレーン その他-成-② 

理方法，核的制限値及び誤搬入防止機構によ

り，単一ユニットとして臨界を防止できる。 

また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防止で

きる。 他◇9  

ｂ．落下防止等 

原料粉末受入工程の洞道搬送台車等の搬

送機器は，積載物の転倒及び逸走を防止す

る機構を設けることなどにより，逸走防止

又は落下防止ができる。 他◇10  

ｃ．閉じ込め 

原料粉末受入工程の放射性物質を内包す

る設備は，漏えいしにくい構造とするとと

もに，万一放射性物質が漏えいした場合に

も工程室及び燃料加工建屋内に保持でき

る。 他◇11  

ｄ．火災及び爆発の防止 

原料粉末受入工程の設備は，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用すること

により，火災を防止することができる。 

他◇12  

ｅ．共用 

洞道搬送台車は，共用による設備の仕

様，臨界安全設計，遮蔽設計及び閉じ込め

の機能に変更がないこと並びに衝突防止の

インターロックを設ける設計とすることか

ら，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安

全性を損なわない。 他◇17  

 

 

⑥ 原料粉末受入工程の主要設備の仕様 

ａ．貯蔵容器受入設備 

(ａ) 洞道搬送台車 他◇21 （再処理施設と共

用） 

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第１室，貯蔵容器搬送用洞道及

び再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵建屋 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｂ) 受渡天井クレーン 他◇21  

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第１室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｃ) 受渡ピット 他◇21  

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第１室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｄ) 保管室クレーン 他◇21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-成-②(P5,6へ) 
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ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第１室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｅ) 貯蔵容器検査装置 その他-成-② 

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第２室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

ｂ．ウラン受入設備 

(ａ) ウラン粉末缶受払移載装置 その他-成-

② 

ⅰ．設置場所 

ウラン貯蔵室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｂ) ウラン粉末缶受払搬送装置 その他-成-

② 

ⅰ．設置場所 

ウラン貯蔵室及びウラン粉末準備室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

ｃ．原料粉末受払設備 

(ａ) 外蓋着脱装置オープンポートボックス 

その他-成-② 

ⅰ．設置場所 

原料受払室 

ⅱ．個数 

１基 他□2  

(ｂ) 外蓋着脱装置 その他-成-② 

ⅰ．設置場所 

原料受払室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｃ) 貯蔵容器受払装置オープンポートボック

ス その他-成-② 

ⅰ．設置場所 

原料受払室 

ⅱ．個数 

１基 他□2  

(ｄ) 貯蔵容器受払装置 その他-成-② 

ⅰ．設置場所 

原料受払室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｅ) ウラン粉末払出装置オープンポートボッ

クス その他-成-② 

ⅰ．設置場所 

ウラン粉末準備室 

ⅱ．個数 

１基 他□2  

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第１室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｅ) 貯蔵容器検査装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第２室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

ｂ．ウラン受入設備 

(ａ) ウラン粉末缶受払移載装置 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

ウラン貯蔵室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｂ) ウラン粉末缶受払搬送装置 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

ウラン貯蔵室及びウラン粉末準備室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

ｃ．原料粉末受払設備 

(ａ) 外蓋着脱装置オープンポートボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

原料受払室 

ⅱ．個数 

１基 他◇3  

(ｂ) 外蓋着脱装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

原料受払室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｃ) 貯蔵容器受払装置オープンポートボック

ス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

原料受払室 

ⅱ．個数 

１基 他◇3  

(ｄ) 貯蔵容器受払装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

原料受払室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｅ) ウラン粉末払出装置オープンポートボッ

クス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ウラン粉末準備室 

ⅱ．個数 

１基 他◇3  
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1.2 粉末調整工程 

1.2.1 粉末調整工程の構成 

粉末調整工程では，原料ＭＯＸ粉末に原

料ウラン粉末及び回収粉末を加えることに

より，一次混合で 33％以下，二次混合で

18％以下のプルトニウム富化度にするとと

もに圧縮成形に適した原料ＭＯＸ粉末に調

整することができる設計とする。 

また，各工程から発生する規格外品等を

収集し，必要に応じて焼結，微粉砕等のス

クラップ処理を行い，回収粉末として再使

用することができる設計とする。なお，不

純物が混入して再使用できないものは，再

生スクラップとして貯蔵する。

その他-成-③ 

(ｆ) ウラン粉末払出装置 その他-成-② 

ⅰ．設置場所 

ウラン粉末準備室及び粉末調整第４室

ⅱ．個数 

１台 他□2  

ｄ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

(ａ) 個数 

１式 その他-成-② 

原料粉末受入工程の主要な設備・機器の配置

図を第５図に示す。 他□4  

② 粉末調整工程

粉末調整工程のグローブボックス等について

は，「ロ．(ハ) 核燃料物質の閉じ込めに関す

る構造」での非密封で放射性物質を取り扱う

グローブボックス等に対して講じるとした設

計，「ロ．(ニ) 火災及び爆発の防止に関する

構造」でのＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボ

ックスに対して講じるとした設計を行うとと

もに，露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱う

グローブボックスは，重大事故の発生を想定

する地震動に対し，グローブボックスから工

程室に多量のＭＯＸ粉末が漏えいすることが

ないよう，グローブボックスが倒壊しない，

パネルの脱落が発生しない，また，グローブ

ボックスに内装する機器が倒壊しない設計と

する。 他□5  

(ｆ) ウラン粉末払出装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ウラン粉末準備室及び粉末調整第４室

ⅱ．個数

１台 他◇3

ｄ．グローブボックス負圧・温度監視設備

(ａ) 個数

１式 他◇21  

(２) 粉末調整工程

① 概要

粉末調整工程では，原料ＭＯＸ粉末に原

料ウラン粉末及び回収粉末を加えることに

より，一次混合で 33％以下，二次混合で

18％以下のプルトニウム富化度にするとと

もに圧縮成形に適したＭＯＸ粉末に調整す

る。 

また，各工程から発生する規格外品等を

収集し，必要に応じて焼結，微粉砕等のス

クラップ処理を行い，回収粉末として再使

用する。なお，不純物が混入して再使用で

きないものは，再生スクラップとして貯蔵

する。 

その他-成-③ 

② 設計方針

ａ．臨界安全

粉末調整工程の臨界安全管理を要する機

器は，技術的にみて想定されるいかなる場

合でも，単一ユニットとして臨界を防止で

きる設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置す

ることにより，複数ユニットとして臨界を

防止できる設計とする。 他◇9  

ｂ．落下防止等 

粉末調整工程の粉末調整工程搬送設備等

の搬送機器は，逸走防止，落下防止又は転

倒防止のための機構を設ける設計とする。 

他◇10  

ｃ．閉じ込め 

粉末調整工程の放射性物質を内包する設

備は，漏えいしにくい構造とするととも

に，万一放射性物質が漏えいした場合にも

工程室及び燃料加工建屋内に保持する設計

とする。 

また，気体廃棄物の廃棄設備で負圧を維

持することにより，閉じ込め機能を確保で

きる設計とする。 他◇11  

ｄ．火災及び爆発の防止 

【「等」の解説】 

「微粉砕等」の指す内容は許

可における記載と同様であ

り、列挙した場合に煩雑とな

るため許可の記載を用いた。 
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1.2.2 主要設備の系統構成 

粉末調整工程は，原料ＭＯＸ粉末缶取出

設備，一次混合設備，二次混合設備，分析

試料採取設備，スクラップ処理設備及び粉

末調整工程搬送設備で構成する。また，グ

ローブボックス負圧・温度監視設備を設置

する設計とする。

(1) 原料ＭＯＸ粉末缶取出設備

原料ＭＯＸ粉末缶取出設備は，混合酸化物

貯蔵容器から原料ＭＯＸ粉末入りの粉末缶を

取り出し，粉末調整工程搬送設備を経由し

て，一次混合設備，貯蔵施設の原料ＭＯＸ粉

末缶一時保管設備又は分析試料採取設備へ払

い出す設計とする。また，原料ＭＯＸ粉末を

取り出した後の粉末缶を混合酸化物貯蔵容器

へ収納する設計とする。 

原料ＭＯＸ粉末缶取出設備は，原料ＭＯＸ

粉末缶取出装置グローブボックス及び原料Ｍ

ＯＸ粉末缶取出装置で構成する。 

(2) 一次混合設備

一次混合設備は，原料ＭＯＸ粉末，原料ウ

ラン粉末又は回収粉末を秤量及び分取した後

に，予備混合及び一次混合を行う設計とす

る。

回収粉末とは，各工程で発生したスクラッ

プのうち，再利用可能な粉末（以下「ＣＳ粉

末」という。)又はペレット（以下「ＣＳペレ

ット」という。）を，原料粉末の一部として

再利用するための処理（以下「スクラップ処

理(ＣＳ)」という。）を行った粉末をいう。 

一次混合設備は，原料ＭＯＸ粉末秤量・分

取装置グローブボックス，原料ＭＯＸ粉末秤

量・分取装置，ウラン粉末・回収粉末秤量・

分取装置グローブボックス，ウラン粉末・回

収粉末秤量・分取装置，予備混合装置グロー

ブボックス，予備混合装置及び一次混合装置

粉末調整工程の設備は，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用する設計とす

る。 他◇12  

ｅ．その他 

粉末調整工程の露出した状態でＭＯＸ粉

末を取り扱うグローブボックスは，重大事

故の発生を想定する地震動に対し，グロー

ブボックスから工程室に多量のＭＯＸ粉末

が漏えいすることがない設計とする。 他

◇13

③ 主要設備の仕様

粉末調整工程は，原料ＭＯＸ粉末缶取出

設備，一次混合設備，二次混合設備，分析

試料採取設備，スクラップ処理設備及び粉

末調整工程搬送設備で構成する。また，グ

ローブボックス負圧・温度監視設備を設け

る。 

粉末調整工程の主要設備の仕様を⑥に示

す。 

④ 系統構成及び主要設備

ａ．原料ＭＯＸ粉末缶取出設備

原料ＭＯＸ粉末缶取出設備は，混合酸化

物貯蔵容器から原料ＭＯＸ粉末入りの粉末

缶を取り出し，粉末調整工程搬送設備を経

由して，一次混合設備，貯蔵施設の原料Ｍ

ＯＸ粉末缶一時保管設備又は分析試料採取

設備へ払い出す。また，原料ＭＯＸ粉末を

取り出した後の粉末缶を混合酸化物貯蔵容

器へ収納する。 

ｂ．一次混合設備 

一次混合設備は，原料ＭＯＸ粉末，原料

ウラン粉末又は回収粉末を秤量及び分取し

た後に，予備混合及び一次混合を行う。 

回収粉末とは，各工程で発生したスクラ

ップのうち，再利用可能な粉末（以下「Ｃ

Ｓ（クリーンスクラップ）粉末」とい

う。）又はペレット（以下「ＣＳペレッ

ト」という。）を，原料粉末の一部として

再利用するための処理（以下「スクラップ

処理（ＣＳ）」という。）を行った粉末を

いう。 
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基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十四条 （安全機能を有する施設（第 2章 個別項目 成形施設等））（11 / 84） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
グローブボックス及び一次混合装置で構成す

る。 

一次混合設備は，容器(J18，J40)を取り扱

う設計とする。 

(3) 二次混合設備

二次混合設備は，一次混合した粉末又は原

料ウラン粉末を各々秤量及び分取し，これら

の粉末を均一に混合した後，圧縮成形に適し

た粉末性状に調整するため，造粒又は添加剤

混合を行う設計とする。 

二次混合設備は，一次混合粉末秤量・分取

装置グローブボックス，一次混合粉末秤量・

分取装置，ウラン粉末秤量・分取装置グロー

ブボックス，ウラン粉末秤量・分取装置，均

一化混合装置グローブボックス，均一化混合

装置，造粒装置グローブボックス，造粒装

置，添加剤混合装置グローブボックス及び添

加剤混合装置で構成する。 

(4) 分析試料採取設備

分析試料採取設備は，分析試料の採取を行

う設計とする。また，各装置のグローブボッ

クスより回収されたＣＳ粉末を容器へ詰め替

える設計とする。

分析試料採取設備は，原料ＭＯＸ分析試料

採取装置グローブボックス，原料ＭＯＸ分析

試料採取装置，分析試料採取・詰替装置グロ

ーブボックス及び分析試料採取・詰替装置で

構成する。 

(5) スクラップ処理設備

スクラップ処理設備は，スクラップ処理(Ｃ

Ｓ)又はスクラップ処理(ＲＳ)を行う設計とす

る。 

スクラップ処理(ＲＳ)とは，各工程で発生

したスクラップのうち，不純物を多く含むな

どにより原料粉末としての再利用に適さない

粉末（以下「ＲＳ(リサイクルスクラップ)粉

末」という。）又はペレット（以下「ＲＳペ

レット」という。）について，長期の貯蔵に

適した形態とするための処理をいう。

スクラップ処理設備は，回収粉末処理・詰

替装置グローブボックス，回収粉末処理・詰

替装置，回収粉末微粉砕装置グローブボック

ス，回収粉末微粉砕装置，回収粉末処理・混

合装置グローブボックス，回収粉末処理・混

合装置，再生スクラップ焙焼処理装置グロー

ブボックス，再生スクラップ焙焼処理装置，

再生スクラップ受払装置グローブボックス，

再生スクラップ受払装置，容器移送装置グロ

ｃ．二次混合設備 

二次混合設備は，一次混合した粉末又は

原料ウラン粉末を各々秤量及び分取し，こ

れらの粉末を均一に混合した後，圧縮成形

に適した粉末性状に調整するため，造粒又

は添加剤混合を行う。 

ｄ．分析試料採取設備 

分析試料採取設備は，分析試料の採取を

行う。また，各装置のグローブボックスよ

り回収されたＣＳ粉末を容器へ詰め替え

る。 

ｅ．スクラップ処理設備 

スクラップ処理設備は，スクラップ処理

（ＣＳ）又はスクラップ処理（ＲＳ）を行

う。 

スクラップ処理（ＲＳ）とは，各工程で

発生したスクラップのうち，不純物を多く

含むなどにより原料粉末としての再利用に

適さない粉末（以下「ＲＳ（リサイクルス

クラップ）粉末」という。）又はペレット

（以下「ＲＳペレット」という。）につい

て，長期の貯蔵に適した形態とするための

処理をいう。 

16



別紙 1-2① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーブボックス及び容器移送装置で構成する。 

 

(6) 粉末調整工程搬送設備 

粉末調整工程搬送設備は，貯蔵施設の原料

ＭＯＸ粉末缶一時保管設備と原料ＭＯＸ粉末

缶取出設備等との間及び粉末一時保管設備と

一次混合設備等との間で容器の搬送を行う設

計とする。 

粉末調整工程搬送設備は，原料粉末搬送装

置グローブボックス，原料粉末搬送装置，再

生スクラップ搬送装置グローブボックス，再

生スクラップ搬送装置，添加剤混合粉末搬送

装置グローブボックス，添加剤混合粉末搬送

装置，調整粉末搬送装置グローブボックス及

び調整粉末搬送装置で構成する。 

 

(7) グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備は，

安全上重要な施設以外のグローブボックス内

及びオープンポートボックス内の火災を感知

し警報を発する設計とする。また，安全上重

要な施設以外のグローブボックス内の消火の

ため，消火設備のグローブボックス消火装置

に信号を発する設計とする。 

また，グローブボックスの負圧を検知し，

グローブボックスの負圧に異常がある場合に

警報を発する設計とする。 

グローブボックス負圧・温度監視設備は，

各グローブボックスに設置する設計とする。 

その他-成-③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．粉末調整工程搬送設備 

粉末調整工程搬送設備は，貯蔵施設の原

料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備と原料ＭＯＸ

粉末缶取出設備等との間及び粉末一時保管

設備と一次混合設備等との間で容器の搬送

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内及びオープンポートボックス内の火

災を感知し警報を発する設計とする。ま

た，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内の消火のため，消火設備のグローブ

ボックス消火装置に信号を発する設計とす

る。 

また，グローブボックスの負圧を検知

し，グローブボックスの負圧に異常がある

場合に警報を発する設計とする。 

その他-成-③ 

 

 

⑤ 評価 

ａ．臨界安全 

粉末調整工程の臨界安全管理を要する機

器は，技術的にみて想定されるいかなる場

合でも添５第５表に示す取扱単位又は形

態，管理方法，核的制限値，誤搬入防止機

構及び誤投入防止機構により，単一ユニッ

トとして臨界を防止できる。 

また，各単一ユニットは，適切に配置す

ることにより，複数ユニットとして臨界を

防止できる。 他◇9  

ｂ．落下防止等 

粉末調整工程の粉末調整工程搬送装置等

の搬送機器は，積載物の転倒及び逸走を防

止する機構を設けることなどにより逸走防

止又は落下防止ができる。 他◇10  

ｃ．閉じ込め 

粉末調整工程の放射性物質を内包する設

備は，漏えいしにくい構造とするととも

に，万一放射性物質が漏えいした場合にも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-成-③(P13～23

から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「原料ＭＯＸ粉末缶取出設備

等」の指す内容は許可におけ

る記載と同様であり、列挙し

た場合に煩雑となるため許可

の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「一次混合設備等」の指す内

容は許可における記載と同様

であり、列挙した場合に煩雑

となるため許可の記載を用い

た。 
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ａ．原料ＭＯＸ粉末缶取出設備 

(ａ) 原料ＭＯＸ粉末缶取出装置グローブボッ

クス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

原料受払室及び粉末調整第１室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：50 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：60％ 

主に取り扱う容器：粉末缶  他□6  

(ｂ) 原料ＭＯＸ粉末缶取出装置 その他-成-

③ 

ⅰ．設置場所 

原料受払室及び粉末調整第１室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ｂ．一次混合設備 

(ａ) 原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブ

ボックス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第２室及び粉末調整第３室 

工程室及び燃料加工建屋内に保持できる。 

また，粉末調整工程のグローブボックス

は，気体廃棄物の廃棄設備で負圧を維持す

ることにより，閉じ込め機能を確保でき

る。 他◇11  

ｄ．火災及び爆発の防止 

粉末調整工程の設備は，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用することによ

り，火災を防止することができる。 他◇12  

ｅ．その他 

粉末調整工程の露出した状態でＭＯＸ粉

末を取り扱うグローブボックスは，重大事

故の発生を想定する地震動に対し，グロー

ブボックスが倒壊しない，パネルの脱落が

発生しない，また，グローブボックスに内

装する機器が倒壊しない設計とすることに

より，グローブボックスから工程室に多量

のＭＯＸ粉末が漏えいすることを防止でき

る。 他◇13  

⑥ 粉末調整工程の主要設備の仕様 

 

ａ．原料ＭＯＸ粉末缶取出設備 

(ａ) 原料ＭＯＸ粉末缶取出装置グローブボッ

クス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

原料受払室及び粉末調整第１室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：50 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：60％ 

主に取り扱う容器：粉末缶 他◇15  

(ｂ) 原料ＭＯＸ粉末缶取出装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

原料受払室及び粉末調整第１室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

 

ｂ．一次混合設備 

(ａ) 原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブ

ボックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第２室及び粉末調整第３室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-成-③(P10～12

へ) 
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ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：60 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：60％ 

主に取り扱う容器：粉末缶，J18 他□6  

(ｂ) 原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置 その他

-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第２室及び粉末調整第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｃ) ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グ

ローブボックス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第３室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量： 258 ㎏・MOX 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J40，J60，J85，１缶バ

スケット，５缶バスケット 他□6  

(ｄ) ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置 

その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第３室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｅ) 予備混合装置グローブボックス その他

-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第２室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：60 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：60％ 

主に取り扱う容器：粉末缶，J18 他◇15  

(ｂ) 原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第２室及び粉末調整第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｃ) ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グ

ローブボックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第３室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：258 ㎏・MOX 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J40，J60，J85，１缶バ

スケット，５缶バスケット 他◇15  

(ｄ) ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第３室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｅ) 予備混合装置グローブボックス 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第２室 

ⅱ．個数 

１基 
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ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：87 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：60％ 

主に取り扱う容器：J18，J40，J60，１缶バ

スケット，５缶バスケット 他□6  

(ｆ) 予備混合装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第２室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：３

Ｌ 他□7  

(ｇ) 一次混合装置グローブボックス その他

-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第６室及び粉末調整第７室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：96 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：33％ 

主に取り扱う容器：J60，１缶バスケット，５

缶バスケット 他□6  

(ｈ) 一次混合装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第６室及び粉末調整第７室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｉ) 容器（Ｊ18，Ｊ40） 

ⅰ．個数 

１式 

ｃ．二次混合設備 

(ａ) 一次混合粉末秤量・分取装置グローブボ

ックス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：87 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：60％ 

主に取り扱う容器：J18，J40，J60，１缶バス

ケット，５缶バスケット 他◇15  

(ｆ) 予備混合装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第２室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：３

Ｌ 他◇16  

(ｇ) 一次混合装置グローブボックス 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第６室及び粉末調整第７室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：96 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：33％ 

主に取り扱う容器：J60，１缶バスケット，５

缶バスケット 他◇15  

(ｈ) 一次混合装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第６室及び粉末調整第７室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｉ) 容器（Ｊ18，Ｊ40） 

ⅰ．個数 

１式 

ｃ．二次混合設備 

(ａ) 一次混合粉末秤量・分取装置グローブボ

ックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 
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粉末調整第４室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：258 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：33％ 

主に取り扱う容器：J60，J85，１缶バスケッ

ト，５缶バスケット 他□6  

(ｂ) 一次混合粉末秤量・分取装置 その他-

成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｃ) ウラン粉末秤量・分取装置グローブボッ

クス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

(ｄ) ウラン粉末秤量・分取装置 その他-成-

③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｅ) 容器（Ｕ85） 

ⅰ．個数 

１式 他□10  

(ｆ) 均一化混合装置グローブボックス その

他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第５室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

粉末調整第４室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：258 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：33％ 

主に取り扱う容器：J60，J85，１缶バスケ

ット，５缶バスケット 他◇15  

(ｂ) 一次混合粉末秤量・分取装置 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｃ) ウラン粉末秤量・分取装置グローブボッ

クス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

(ｄ) ウラン粉末秤量・分取装置 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｅ) 容器（Ｕ85） 

ⅰ．個数 

１式 他◇20  

(ｆ) 均一化混合装置グローブボックス 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第５室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 
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缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：311 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：33％ 

主に取り扱う容器：J85，１缶バスケット，

５缶バスケット 他□6  

(ｇ) 均一化混合装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第５室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：６

Ｌ 他□7  

(ｈ) 造粒装置グローブボックス その他-成-

③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第５室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：128 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J85，１缶バスケット，５

缶バスケット 他□6  

(ｉ) 造粒装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第５室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：１

Ｌ，22Ｌ 他□7  

(ｊ) 添加剤混合装置グローブボックス その

他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：311 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：33％ 

主に取り扱う容器：J85，１缶バスケット，

５缶バスケット 他◇15  

(ｇ) 均一化混合装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第５室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：６

Ｌ 他◇16  

(ｈ) 造粒装置グローブボックス 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第５室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：128 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J85，１缶バスケット，５

缶バスケット 他◇15  

(ｉ) 造粒装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第５室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：１

Ｌ，22Ｌ 他◇16  

(ｊ) 添加剤混合装置グローブボックス 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 
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ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：208 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J85，１缶バスケット，

５缶バスケット 他□6  

(ｋ) 添加剤混合装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：３

Ｌ 他□7  

ｄ．分析試料採取設備 

(ａ) 原料ＭＯＸ分析試料採取装置グローブボ

ックス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第２室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：32 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：60％ 

主に取り扱う容器：粉末缶 他□6  

(ｂ) 原料ＭＯＸ分析試料採取装置 その他-

成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第２室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｃ) 分析試料採取・詰替装置グローブボック

ス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：208 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J85，１缶バスケット，５

缶バスケット 他◇15  

(ｋ) 添加剤混合装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：３

Ｌ 他◇16  

ｄ．分析試料採取設備 

(ａ) 原料ＭＯＸ分析試料採取装置グローブボ

ックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第２室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：32 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：60％ 

主に取り扱う容器：粉末缶 他◇15  

(ｂ) 原料ＭＯＸ分析試料採取装置 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第２室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｃ) 分析試料採取・詰替装置グローブボック

ス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室 

ⅱ．個数 

１基 
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ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：213 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：33％ 

主に取り扱う容器：J60，J85，１缶バスケ

ット，５缶バスケット 他□6  

(ｄ) 分析試料採取・詰替装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ｅ．スクラップ処理設備 

(ａ) 回収粉末処理・詰替装置グローブボック

ス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第６室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：247 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J60，J85，焼結ボート，

スクラップ焼結ボート，ペレット保管容器，

規格外ペレット保管容器，１缶バスケット，

５缶バスケット，９缶バスケット 他□6  

(ｂ) 回収粉末処理・詰替装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第６室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｃ) 回収粉末微粉砕装置グローブボックス 

その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第１室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：213 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：33％ 

主に取り扱う容器：J60，J85，１缶バスケッ

ト，５缶バスケット 他◇15  

(ｄ) 分析試料採取・詰替装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

ｅ．スクラップ処理設備 

(ａ) 回収粉末処理・詰替装置グローブボック

ス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第６室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：247 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J60，J85，焼結ボート，

スクラップ焼結ボート，ペレット保管容器，

規格外ペレット保管容器，１缶バスケット，

５缶バスケット，９缶バスケット 他◇15  

(ｂ) 回収粉末処理・詰替装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第６室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｃ) 回収粉末微粉砕装置グローブボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第１室 

ⅱ．個数 

１基 
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ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：96 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：33％ 

主に取り扱う容器：J60，１缶バスケット，

５缶バスケット 他□6  

(ｄ) 回収粉末微粉砕装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第１室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｅ) 回収粉末処理・混合装置グローブボック

ス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第７室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：186 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：33％ 

主に取り扱う容器：J60，J85，１缶バスケ

ット，５缶バスケット 他□6  

(ｆ) 回収粉末処理・混合装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第７室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：３

Ｌ 他□7  

(ｇ) 再生スクラップ焙焼処理装置グローブボ

ックス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：96 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：33％ 

主に取り扱う容器：J60，１缶バスケット，５

缶バスケット 他◇15  

(ｄ) 回収粉末微粉砕装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第１室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｅ) 回収粉末処理・混合装置グローブボック

ス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第７室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：186 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：33％ 

主に取り扱う容器：J60，J85，１缶バスケッ

ト，５缶バスケット 他◇15  

(ｆ) 回収粉末処理・混合装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第７室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：３

Ｌ 他◇16  

(ｇ) 再生スクラップ焙焼処理装置グローブボ

ックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 
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缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：38 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：60％ 

主に取り扱う容器：原料ＭＯＸポット 他□6  

 

(ｈ) 再生スクラップ焙焼処理装置 その他-

成-③ 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｉ) 再生スクラップ受払装置グローブボック

ス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：63 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：60％ 

主に取り扱う容器：１缶バスケット，５缶バ

スケット 他□6  

(ｊ) 再生スクラップ受払装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｋ) 容器移送装置グローブボックス その他

-成-③ 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室及び分析第３室 

ⅱ．個数 

６基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：38 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：60％ 

主に取り扱う容器：原料ＭＯＸポット 他

◇15  

(ｈ) 再生スクラップ焙焼処理装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

 

(ｉ) 再生スクラップ受払装置グローブボック

ス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：63 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：60％ 

主に取り扱う容器：１缶バスケット，５缶バ

スケット 他◇15  

(ｊ) 再生スクラップ受払装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｋ) 容器移送装置グローブボックス 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室及び分析第３室 

ⅱ．個数 

６基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 
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基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十四条 （安全機能を有する施設（第 2章 個別項目 成形施設等））（22 / 84） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

(ｌ) 容器移送装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室及び分析第３室 

ⅱ．個数 

６台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ｆ．粉末調整工程搬送設備 

(ａ) 原料粉末搬送装置グローブボックス そ

の他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第１室，粉末調整第２室及び粉末

調整第３室 

ⅱ．個数 

９基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

(ｂ) 原料粉末搬送装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第１室，粉末調整第２室及び粉末

調整第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｃ) 再生スクラップ搬送装置グローブボック

ス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室及びスクラップ処理室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

(ｄ) 再生スクラップ搬送装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室及びスクラップ処理室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｅ) 添加剤混合粉末搬送装置グローブボック

ス その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

(ｌ) 容器移送装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室及び分析第３室 

ⅱ．個数 

６台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

ｆ．粉末調整工程搬送設備 

(ａ) 原料粉末搬送装置グローブボックス 他

◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第１室，粉末調整第２室及び粉末調

整第３室 

ⅱ．個数 

９基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

(ｂ) 原料粉末搬送装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第１室，粉末調整第２室及び粉末

調整第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｃ) 再生スクラップ搬送装置グローブボック

ス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室及びスクラップ処理室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

(ｄ) 再生スクラップ搬送装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末調整第４室及びスクラップ処理室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｅ) 添加剤混合粉末搬送装置グローブボック

ス 他◇21  

ⅰ．設置場所 
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ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

３基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

(ｆ) 添加剤混合粉末搬送装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｇ) 調整粉末搬送装置グローブボックス そ

の他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末一時保管室，粉末調整第１室，粉末調

整第２室，粉末調整第３室，粉末調整第４

室，粉末調整第５室，粉末調整第６室，粉末

調整第７室及びペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

14 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

(ｈ) 調整粉末搬送装置 その他-成-③ 

ⅰ．設置場所 

粉末一時保管室，粉末調整第１室，粉末調

整第２室，粉末調整第３室，粉末調整第４

室，粉末調整第５室，粉末調整第６室，粉末

調整第７室及びペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

15 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ｇ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

(ａ) 個数 

１式 その他-成-③ 

粉末調整工程の主要な設備・機器の配置図

を第５図に示す。 他□4  

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

３基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

(ｆ) 添加剤混合粉末搬送装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｇ) 調整粉末搬送装置グローブボックス 他

◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末一時保管室，粉末調整第１室，粉末調整

第２室，粉末調整第３室，粉末調整第４室，

粉末調整第５室，粉末調整第６室，粉末調整

第７室及びペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

14 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

(ｈ) 調整粉末搬送装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

粉末一時保管室，粉末調整第１室，粉末調

整第２室，粉末調整第３室，粉末調ｓ整第４

室，粉末調整第５室，粉末調整第６室，粉末

調整第７室及びペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

15 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

ｇ．グローブボックス負圧・温度監視設備  

(ａ) 個数 

１式 他◇21  
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1.3ペレット加工工程 

1.3.1ペレット加工工程の構成 

ペレット加工工程では，粉末を圧縮成形

し，グリーンペレットに加工する設計とす

る。 

圧縮成型後のグリーンペレットは水素・ア

ルゴン混合ガス中で焼結し，焼結ペレットと

し，研削した後，外観検査等所定の検査を行

い製品ペレットに加工する設計とする。 

その他-成-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ペレット加工工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペレット加工工程のグローブボックス等

については，「ロ．(ハ) 核燃料物質の閉じ

込めに関する構造」での非密封で放射性物

質を取り扱うグローブボックス等に対して

講じるとした設計，「ロ．(ニ) 火災及び爆

発の防止に関する構造」でのＭＯＸ粉末を

取り扱うグローブボックスに対して講じる

とした設計を行うとともに，露出した状態

でＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックス

は，重大事故の発生を想定する地震動に対

し，グローブボックスから工程室に多量の

ＭＯＸ粉末が漏えいすることがないよう，

グローブボックスが倒壊しない，パネルの

脱落が発生しない，また，グローブボック

スに内装する機器が倒壊しない設計とす

る。 他□5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３) ペレット加工工程 

① 概要 

ペレット加工工程では，粉末を圧縮成形

し，グリーンペレットとする。 

 

圧縮成型後のグリーンペレットは水素・

アルゴン混合ガス中で焼結し，焼結ペレッ

トとし，研削した後，外観検査等所定の検

査を行い製品ペレットとする。 

その他-成-④ 

② 設計方針 

ａ．臨界安全 

ペレット加工工程の臨界安全管理を要す

る機器は，技術的にみて想定されるいかな

る場合でも，単一ユニットとして臨界を防

止できる設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置す

ることにより，複数ユニットとして臨界を

防止できる設計とする。 他◇9  

ｂ．落下防止等 

ペレット加工工程のペレット加工工程搬

送設備等の搬送機器は，逸走防止，落下防

止又は転倒防止のための機構を設ける設計

とする。 他◇10  

ｃ．閉じ込め 

ペレット加工工程の放射性物質を内包す

る設備は，漏えいしにくい構造とするとと

もに，万一放射性物質が漏えいした場合に

も工程室及び燃料加工建屋内に保持する設

計とする。 

また，気体廃棄物の廃棄設備で負圧を維

持することにより，閉じ込め機能を確保で

きる設計とする。 他◇11  

ｄ．火災及び爆発の防止 

ペレット加工工程の設備は，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計

とする。 他◇12  

ｅ．外部電源喪失 

安全上重要な施設の焼結炉内部温度高に

よる過加熱防止回路，排ガス処理装置の補

助排風機（安全機能の維持に必要な回路を

含む。は，非常用所内電源設備に接続し，

外部電源が喪失した場合でも，安全機能が

確保できる設計とする。 他◇14  

ｆ．その他 

ペレット加工工程の露出した状態でＭＯ

Ｘ粉末を取り扱うグローブボックスは，重

大事故の発生を想定する地震動に対し，グ

ローブボックスから工程室に多量のＭＯＸ

粉末が漏えいすることがない設計とする。 

他◇13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「外観検査等」の指す内容は

許可における記載と同様であ

り、列挙した場合に煩雑とな

るため許可の記載を用いた。 
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1.3.2 主要設備の系統構成 

ペレット加工工程は，圧縮成形設備，焼

結設備，研削設備，ペレット検査設備及び

ペレット加工工程搬送設備で構成する。ま

た，グローブボックス負圧・温度監視設備

を設置する設計とする。 

(1) 圧縮成形設備

圧縮成形設備は，粉末調整工程で調整し

た粉末を圧縮成形し，成形したグリーンペ

レットを焼結ボート又はスクラップ焼結ボ

ートへ積載する設計とする。

圧縮成形設備は，プレス装置(粉末取扱

部)グローブボックス，プレス装置(粉末取

扱部)，プレス装置(プレス部)グローブボッ

クス，プレス装置(プレス部)，空焼結ボー

ト取扱装置グローブボックス，空焼結ボー

ト取扱装置，グリーンペレット積込装置グ

ローブボックス及びグリーンペレット積込

装置で構成する。

(2) 焼結設備

焼結設備は，水素・アルゴン混合ガス雰

囲気にてグリーンペレット又はペレットを

焼結する設計とする。 

焼結設備は，焼結ボート供給装置グロー

ブボックス，焼結ボート供給装置，焼結

炉，焼結ボート取出装置グローブボック

ス，焼結ボート取出装置，排ガス処理装置

グローブボックス(上部)，排ガス処理装置

グローブボックス(下部)及び排ガス処理装

置で構成する。

(3) 研削設備

研削設備は，焼結したペレットを受け入

れ，所定の外径に研削する設計とする。ま

た，研削により発生する研削粉を回収する

設計とする。 

研削設備は，焼結ペレット供給装置グロ

ーブボックス，焼結ペレット供給装置，研

削装置グローブボックス，研削装置，研削

粉回収装置グローブボックス及び研削粉回

収装置で構成する。 

③ 主要設備の仕様

ペレット加工工程は，圧縮成形設備，焼

結設備，研削設備，ペレット検査設備及び

ペレット加工工程搬送設備で構成する。ま

た，グローブボックス負圧・温度監視設備

を設ける。ペレット加工工程の主要設備の

仕様を⑦に示す。 他◇2  

④ 系統構成及び主要設備

ａ．圧縮成形設備 

圧縮成形設備は，粉末調整工程で調整し

た粉末を圧縮成形し，成形したグリーンペ

レットを焼結ボート又はスクラップ焼結ボ

ートへ積載する。 

ｂ．焼結設備 

焼結設備は，水素・アルゴン混合ガス雰

囲気にてグリーンペレット又はペレットを

焼結する。 

⑤ 試験・検査

安全上重要な施設の焼結設備の焼結炉内部

温度高による過加熱防止回路，排ガス処理装

置の補助排風機（安全機能の維持に必要な回

路を含む。）は，運転停止時に試験及び検査

ができる設計とする。 他◇4  

ｃ．研削設備 

研削設備は，焼結したペレットを受け入

れ，所定の外径に研削する。また，研削に

より発生する研削粉を回収する。 
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(4) ペレット検査設備 

ペレット検査設備は，研削したペレット

を受け入れ，外観，寸法，形状及び密度の

検査を行い，検査したペレットをペレット

保管容器又は規格外ペレット保管容器に収

納する設計とする。 

ペレット検査設備は，ペレット検査設備

グローブボックス，外観検査装置，寸法・

形状・密度検査装置，仕上がりペレット収

容装置，ペレット立会検査装置グローブボ

ックス及びペレット立会検査装置で構成す

る。 

 

(5) ペレット加工工程搬送設備 

ペレット加工工程搬送設備は，圧縮成形

設備と貯蔵施設のペレット一時保管設備等

との間で容器の搬送を行う設計とする。 

ペレット加工工程搬送設備は，焼結ボー

ト搬送装置グローブボックス，焼結ボート

搬送装置，ペレット保管容器搬送装置グロ

ーブボックス，ペレット保管容器搬送装

置，回収粉末容器搬送装置グローブボック

ス及び回収粉末容器搬送装置で構成する。 

 

(6) グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内及びオープンポートボックス内の火

災を感知し警報を発する設計とする。ま

た，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内の消火のため，消火設備のグローブ

ボックス消火装置に信号を発する設計とす

る。 

また，グローブボックスの負圧を検知

し，グローブボックスの負圧に異常がある

場合に警報を発する設計とする。 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，各グローブボックスに設置する設計と

する。 

その他-成-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．ペレット検査設備 

ペレット検査設備は，研削したペレット

を受け入れ，外観，寸法，形状及び密度の

検査を行い，検査したペレットをペレット

保管容器又は規格外ペレット保管容器に収

納する。 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．ペレット加工工程搬送設備 

ペレット加工工程搬送設備は，圧縮成形

設備と貯蔵施設のペレット一時保管設備等

との間で容器の搬送を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内及びオープンポートボックス内の火

災を感知し警報を発する設計とする。ま

た，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内の消火のため，消火設備のグローブ

ボックス消火装置に信号を発する設計とす

る。 

また，グローブボックスの負圧を検知

し，グローブボックスの負圧に異常がある

場合に警報を発する設計とする。 

その他-成-④ 

 

 

 

 

⑥ 評価 

ａ．臨界安全 

ペレット加工工程の臨界安全管理を要す

る機器は，技術的にみて想定されるいかな

る場合でも添５第５表に示す取扱単位又は

形態，管理方法，核的制限値及び誤搬入防

止機構により，単一ユニットとして臨界を

防止できる。また，各単一ユニットは，適

切に配置することにより，複数ユニットと

して臨界を防止できる。 他◇9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-成-④(P27～36

から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ペレット一時保管設備等」

の指す内容は許可における記

載と同様であり、列挙した場

合に煩雑となるため許可の記

載を用いた。 
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ａ．圧縮成形設備 

(ａ) プレス装置(粉末取扱部)グローブボッ

クス その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

ｂ．落下防止等 

ペレット加工工程のペレット加工工程搬

送装置等の搬送機器は，積載物の転倒及び

逸走を防止する機構を設けることなどによ

り，逸走防止又は落下防止ができる。 他

◇10  

ｃ．閉じ込め 

ペレット加工工程の放射性物質を内包す

る設備は，漏えいしにくい構造とするとと

もに，万一放射性物質が漏えいした場合に

も工程室及び燃料加工建屋内に保持でき

る。 

また，ペレット加工工程のグローブボッ

クス等は，気体廃棄物の廃棄設備で負圧を

維持することなどにより，閉じ込め機能を

確保できる。 他◇11  

ｄ．火災及び爆発の防止 

ペレット加工工程の設備は，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用すること

により，火災を防止することができる。 

他◇12  

ｅ．外部電源喪失 

安全上重要な施設の焼結炉内部温度高に

よる過加熱防止回路，排ガス処理装置の補

助排風機（安全機能の維持に必要な回路を

含む。）は，非常用所内電源設備に接続

し，外部電源が喪失した場合でも，安全機

能が確保できる。 他◇14  

ｅ．その他 

ペレット加工工程の露出した状態でＭＯ

Ｘ粉末を取り扱うグローブボックスは，重

大事故の発生を想定する地震動に対し，グ

ローブボックスが倒壊しない，パネルの脱

落が発生しない，また，グローブボックス

に内装する機器が倒壊しない設計とするこ

とにより，グローブボックスから工程室に

多量のＭＯＸ粉末が漏えいすることを防止

できる。 他◇13  

 

⑦ ペレット加工工程の主要設備の仕様 

ａ．圧縮成形設備 

(ａ) プレス装置（粉末取扱部）グローブボッ

クス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-成-④(P25,26

へ) 
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窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：245 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J85，焼結ボート，スク

ラップ焼結ボート，１缶バスケット，５缶バ

スケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭ

ＯＸ質量等は，プレス装置(プレス部)グロー

ブボックス及びグリーンペレット積込装置グ

ローブボックスの合計値として設定する。 

 他□6  

(ｂ) プレス装置(粉末取扱部) その他-成-④ 

 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｃ) プレス装置(プレス部)グローブボックス 

その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：245 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J85，焼結ボート，スク

ラップ焼結ボート，１缶バスケット，５缶バ

スケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭ

ＯＸ質量等は，プレス装置(粉末取扱部)グロ

ーブボックス及びグリーンペレット積込装置

グローブボックスの合計値として設定する。 

 他□6  

(ｄ) プレス装置(プレス部) その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：245 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J85，焼結ボート，ス

クラップ焼結ボート，１缶バスケット，５

缶バスケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱う

ＭＯＸ質量等は，プレス装置(プレス部)グ

ローブボックス及びグリーンペレット積込

装置グローブボックスの合計値として設定

する。 他◇15  

(ｂ) プレス装置（粉末取扱部） 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  
 

(ｃ) プレス装置（プレス部）グローブボック

ス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：245 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J85，焼結ボート，スク

ラップ焼結ボート，１缶バスケット，５缶バ

スケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，プレス装置(粉末取扱部)グロー

ブボックス及びグリーンペレット積込装置グ

ローブボックスの合計値として設定する。 

他◇15  

(ｄ) プレス装置（プレス部） 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  
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ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：

2.2Ｌ 他□7  

(ｅ) 空焼結ボート取扱装置グローブボックス 

その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：36 ㎏・ＭＯＸ  

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：スクラップ焼結ボート 

 他□6  

(ｆ) 空焼結ボート取扱装置 その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｇ) グリーンペレット積込装置グローブボッ

クス その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：245 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J85，焼結ボート，スク

ラップ焼結ボート，１缶バスケット，５缶バ

スケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，プレス装置(粉末取扱部)グロー

ブボックス及びプレス装置(プレス部)グロー

ブボックスの合計値として設定する。 他□6  

(ｈ) グリーンペレット積込装置 その他-成-

④ 

ⅰ．設置場所 

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：

2.2Ｌ 他◇16  

(ｅ) 空焼結ボート取扱装置グローブボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

１基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり） 

ＭＯＸ質量：36 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：スクラップ焼結ボート 

 他◇15  

(ｆ) 空焼結ボート取扱装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｇ) グリーンペレット積込装置グローブボッ

クス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：245 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：J85，焼結ボート，スクラ

ップ焼結ボート，１缶バスケット，５缶バス

ケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，プレス装置(粉末取扱部)グロー

ブボックス及びプレス装置(プレス部)グロー

ブボックスの合計値として設定する。 他◇15  

(ｈ) グリーンペレット積込装置 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 
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ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ｂ．焼結設備 

(ａ) 焼結ボート供給装置グローブボックス 

その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：411 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，スクラッ

プ焼結ボート，先行試験ボート 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，焼結炉及び焼結ボート取出装置

グローブボックスの合計値として設定する。 

 他□6  

(ｂ) 焼結ボート供給装置 その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｃ) 焼結炉 その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ⅳ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：411 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，スクラップ

焼結ボート，先行試験ボート 

（注１）焼結炉内で取り扱うＭＯＸ粉末等

は，焼結ボート供給装置グローブボックス及

び焼結ボート取出装置グローブボックスの合

計値として設定する。 他□6  

ペレット加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

ｂ．焼結設備 

(ａ) 焼結ボート供給装置グローブボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：411 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，スクラップ

焼結ボート，先行試験ボート 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，焼結炉及び焼結ボート取出装置

グローブボックスの合計値として設定する。 

 他◇15  

(ｂ) 焼結ボート供給装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｃ) 焼結炉 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

ⅳ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：411 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，スクラップ

焼結ボート，先行試験ボート 

（注１）焼結炉内で取り扱うＭＯＸ粉末等

は，焼結ボート供給装置グローブボックス及

び焼結ボート取出装置グローブボックスの合

計値として設定する。 他◇15  
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(ｄ) 焼結ボート取出装置グローブボックス 

その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：411 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，スクラッ

プ焼結ボート，先行試験ボート 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，焼結ボート供給装置グローブボ

ックス及び焼結炉の合計値として設定する。 

 他□6  

(ｅ) 焼結ボート取出装置 その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2

(ｆ) 排ガス処理装置グローブボックス（上

部） その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他□2  

(ｇ) 排ガス処理装置グローブボックス（下

部） その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３基 他□2  

(ｈ) 排ガス処理装置 その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３台 

ⅲ．主要な構成材 

(ｄ) 焼結ボート取出装置グローブボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：411 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，スクラップ

焼結ボート，先行試験ボート 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，焼結ボート供給装置グローブボ

ックス及び焼結炉の合計値として設定する。 

他◇15  

(ｅ) 焼結ボート取出装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3

(ｆ) 排ガス処理装置グローブボックス（上

部） 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他◇3  

(ｇ) 排ガス処理装置グローブボックス（下

部） 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３基 

(ｈ) 排ガス処理装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第２室 

ⅱ．個数 

３台 

ⅲ．主要な構成材 
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ステンレス鋼 他□2  

ｃ．研削設備 

(ａ) 焼結ペレット供給装置グローブボックス 

その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：301 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，規格外ペ

レット保管容器，ペレット保管容器，９缶バ

スケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，研削装置グローブボックス，研

削粉回収装置グローブボックス及びペレット

検査設備グローブボックスの合計値として設

定する。 他□6  

(ｂ) 焼結ペレット供給装置 その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｃ) 研削装置グローブボックス その他-成-

④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：301 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，規格外ペレ

ット保管容器，ペレット保管容器，９缶バス

ケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

ステンレス鋼 他◇3  

ｃ．研削設備 

(ａ) 焼結ペレット供給装置グローブボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：301 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，規格外ペレ

ット保管容器，ペレット保管容器，９缶バス

ケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，研削装置グローブボックス，研

削粉回収装置グローブボックス及びペレット

検査設備グローブボックスの合計値として設

定する。 他◇15  

(ｂ) 焼結ペレット供給装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｃ) 研削装置グローブボックス 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：301 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，規格外ペレ

ット保管容器，ペレット保管容器，９缶バス

ケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ
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Ｘ質量等は，焼結ペレット供給装置グローブ

ボックス，研削粉回収装置グローブボックス

及びペレット検査設備グローブボックスの合

計値として設定する。 他□6  

(ｄ) 研削装置 その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼及び鋼材 他□2  

(ｅ) 研削粉回収装置グローブボックス その

他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：301 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，規格外ペ

レット保管容器，ペレット保管容器，９缶バ

スケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，焼結ペレット供給装置グローブ

ボックス，研削装置グローブボックス及びペ

レット検査設備グローブボックスの合計値と

して設定する。 他□6  

(ｆ) 研削粉回収装置 その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ｄ．ペレット検査設備 

(ａ) ペレット検査設備グローブボックス そ

の他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

Ｘ質量等は，焼結ペレット供給装置グローブ

ボックス，研削粉回収装置グローブボックス

及びペレット検査設備グローブボックスの合

計値として設定する。 他◇15  

(ｄ) 研削装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼及び鋼材 他◇3  

(ｅ) 研削粉回収装置グローブボックス 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：301 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，規格外ペレ

ット保管容器，ペレット保管容器，９缶バス

ケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，焼結ペレット供給装置グローブ

ボックス，研削装置グローブボックス及びペ

レット検査設備グローブボックスの合計値と

して設定する。 他◇15  

(ｆ) 研削粉回収装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

ｄ．ペレット検査設備 

(ａ) ペレット検査設備グローブボックス 他

◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 
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ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他□2  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：301 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，規格外ペ

レット保管容器，ペレット保管容器，９缶バ

スケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，焼結ペレット供給装置グローブ

ボックス，研削装置グローブボックス及び研

削粉回収装置グローブボックスの合計値とし

て設定する。 他□6  

(ｂ) 外観検査装置 その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｃ) 寸法・形状・密度検査装置 その他-成-

④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｄ) 仕上がりペレット収容装置 その他-成-

④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｅ) ペレット立会検査装置グローブボックス 

その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット立会室 

ⅱ．個数 

１基 他□2  

(ｆ) ペレット立会検査装置 その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット立会室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

ｅ．ペレット加工工程搬送設備 

(ａ) 焼結ボート搬送装置グローブボックス 

その他-成-④ 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他◇3  

ⅴ．グローブボックス内で取り扱うＭＯＸ質

量等（１基あたり）(注１) 

ＭＯＸ質量：301 ㎏・ＭＯＸ 

Ｐｕ富化度：18％ 

主に取り扱う容器：焼結ボート，規格外ペレ

ット保管容器，ペレット保管容器，９缶バス

ケット 

（注１）グローブボックス内で取り扱うＭＯ

Ｘ質量等は，焼結ペレット供給装置グローブ

ボックス，研削装置グローブボックス及び研

削粉回収装置グローブボックスの合計値とし

て設定する。 他◇15  

(ｂ) 外観検査装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｃ) 寸法・形状・密度検査装置 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｄ) 仕上がりペレット収容装置 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｅ) ペレット立会検査装置グローブボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット立会室 

ⅱ．個数 

１基 他◇3  

(ｆ) ペレット立会検査装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット立会室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

ｅ．ペレット加工工程搬送設備 

(ａ) 焼結ボート搬送装置グローブボックス 

他◇21  
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ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室，ペレット加工第２

室，ペレット加工第３室，ペレット加工第４

室，粉末調整第６室，ペレット一時保管室及

び分析第３室 

ⅱ．個数 

53 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気又は窒素雰囲気 他□2  

(ｂ) 焼結ボート搬送装置 その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1 室，ペレット加工第２

室，ペレット加工第３室，ペレット加工第４

室，粉末調整第６室，ペレット一時保管室及

び分析第３室 

ⅱ．個数 

10 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｃ) ペレット保管容器搬送装置グローブボッ

クス その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室，ペレット加工第４

室，点検第３室，点検第４室及び燃料棒加工

第１室 

ⅱ．個数 

14 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気又は窒素雰囲気 他□2  

(ｄ) ペレット保管容器搬送装置 その他-成-

④ 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室，ペレット加工第４

室，点検第３室，点検第４室及び燃料棒加工

第１室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

(ｅ) 回収粉末容器搬送装置グローブボックス 

その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

点検第３室及び粉末調整第６室 

ⅱ．個数 

３基 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第１室，ペレット加工第２

室，ペレット加工第３室，ペレット加工第４

室，粉末調整第６室，ペレット一時保管室及

び分析第３室 

ⅱ．個数 

53 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気又は窒素雰囲気 他◇3  

(ｂ) 焼結ボート搬送装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1 室，ペレット加工第２

室，ペレット加工第３室，ペレット加工第４

室，粉末調整第６室，ペレット一時保管室及

び分析第３室 

ⅱ．個数 

10 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｃ) ペレット保管容器搬送装置グローブボッ

クス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室，ペレット加工第４

室，点検第３室，点検第４室及び燃料棒加工

第１室 

ⅱ．個数 

14 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気又は窒素雰囲気 他◇3  

(ｄ) ペレット保管容器搬送装置 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第３室，ペレット加工第４

室，点検第３室，点検第４室及び燃料棒加工

第１室 

ⅱ．個数 

２台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

(ｅ) 回収粉末容器搬送装置グローブボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

点検第３室及び粉末調整第６室 

ⅱ．個数 

３基 
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1.4 最大処理能力 

成形施設は，最大処理能力 155t･HM/年(t･HM

は金属ウランと金属プルトニウムの換算質量

の合計を表す。以下同じ。)を有する設計とす

る。 

その他-成-⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

(ｆ) 回収粉末容器搬送装置 その他-成-④ 

ⅰ．設置場所 

点検第３室及び粉末調整第６室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ｆ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

(ａ) 個数 

１式 その他-成-④ 

 

ペレット加工工程の主要な設備・機器の配置

図を第５図に示す。 他□4  

 

(３) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理

能力 

① 核燃料物質の種類 

ａ．ＭＯＸ 

プルトニウム富化度(注１) 60％以下 

プルトニウム中のプルトニウム－240 含有

率(注２)17％以上 

ウラン中のウラン－235 含有率(注２) 

1.6％以下 

(注１) プルトニウム富化度（％） 

＝(プルトニウム質量／(プルトニウム質量＋

ウラン質量))×100 以下同じ。 

(注２) 質量百分率を示す。以下同じ。 

 

ｂ．ウラン酸化物(注１) 

ウラン中のウラン－235 含有率 天然ウラン中

の含有率以下 

(注１) 再処理により得られたウランは用いな

い。以下同じ。 他□6  

② 最大処理能力 

155t･ＨＭ／年 

（t･ＨＭは金属ウランと金属プルトニウムの

換算質量の合計を表す。以下同じ。） 

その他-成-⑤ 

 

 

(４) 主要な核的及び熱的制限値 

① 核的制限値 

ａ．単一ユニット 

成形施設の臨界管理のために，核燃料物

質取扱い上の一つの単位となる単一ユニッ

トを設定する。単一ユニットの核的制限値

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

(ｆ) 回収粉末容器搬送装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

点検第３室及び粉末調整第６室 

ⅱ．個数 

１台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

ｆ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

(ａ) 個数 

１式 他◇21  
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は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕

度ある条件を設定し，十分信頼性のある計

算コードを使用して，中性子実効増倍率が

0.95以下となるように体数又は質量を設定

する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量

は下表の核的制限値以下となるようにす

る。 

 

 
注１ 核分裂性プルトニウム富化度（％） 

＝（（プルトニウム－239質量＋プルトニウ

ム－241質量）／（プルトニウム質量＋ウラ

ン質量））×100 以下同じ。 

注２ 含水率（％）＝（水分質量／（ＭＯＸ質

量＋水分質量））×100 以下同じ。 

注３ Ｐｕ＊は，プルトニウム－239，プルト

ニウム－241及びウラン－235の総称とし，

kg･Ｐｕ＊は，その合計質量とする。以下同

じ。 

注４ 二重装荷を考慮する場合は２分の１とす

る。 

ｂ．複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態

に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95

以下となるように単一ユニットの配置等を設

定する。 他□8  

 

② 熱的制限値 

核燃料物質を加熱する設備の熱的制限値を以

下のとおり設定する。 

 
 他□9  
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2.被覆施設

被覆施設は，燃料棒加工工程で構成し，

燃料加工建屋に収納する設計とする。 

被覆施設は，製品ペレットを被覆管に挿

入した後，密封溶接及び検査を行い，ＭＯ

Ｘ燃料棒に加工することができる設計とす

る。また，必要に応じ，ウラン燃料棒の検

査も行うことができる設計とする。 

燃料棒加工工程は，制御第３室にて施設

の状態監視，運転操作及び工程停止操作を

行うことができる設計とする。 その他-被

-①

2.1 燃料棒加工工程 

2.1.1 燃料棒加工工程の構成 

燃料棒加工工程は，製品ペレットを所定

の長さのスタックに編成し，乾燥した後，

下部端栓付被覆管に挿入する設計とする。

また，上部端栓を溶接して密封し，ＢＷＲ

燃料棒で 17％以下，ＰＷＲ燃料棒で 18％以

下のプルトニウム富化度のＭＯＸ燃料棒に

加工する設計とする。 

燃料棒加工工程は，ＭＯＸ燃料棒につい

て，ヘリウムリーク検査等所定の検査を実

施する設計とする。 

燃料棒加工工程は，規格外のＭＯＸ燃料

棒を解体し，取り出したペレットを再使用

のためペレット加工工程へ搬送する設計と

する，又はスクラップ処理のため粉末調整

工程へ搬送する設計とする。 

その他-被-② 

(ニ) 被覆施設

(１) 施設の種類

被覆施設は，燃料棒加工工程で構成し，

燃料加工建屋に収納する。 

燃料加工建屋の主要構造は「ハ.(ハ)成型施設

(１) 施設の種類」に示す。 他□4

被覆施設は，製品ペレットを被覆管に挿

入した後，密封溶接及び検査を行い，ＭＯ

Ｘ燃料棒とする施設である。また，必要に

応じ，ウラン燃料棒の検査も行う。 

燃料棒加工工程は，制御第３室にて施設

の状態監視，運転操作及び工程停止操作を

行える設計とする。 その他-被-① 

(ロ) 被覆施設

(１) 燃料棒加工工程

① 概要

燃料棒加工工程では，製品ペレットを所

定の長さのスタックに編成し，乾燥した

後，下部端栓付被覆管に挿入する。その

後，上部端栓を溶接して密封し，ＢＷＲ燃

料棒で 17％以下，ＰＷＲ燃料棒で 18％以下

のプルトニウム富化度のＭＯＸ燃料棒とす

る。 

ＭＯＸ燃料棒について，ヘリウムリーク

検査等所定の検査を実施する。 

規格外のＭＯＸ燃料棒は解体し，取り出

したペレットは再使用のためペレット加工

工程へ搬送する，又はスクラップ処理のた

め粉末調整工程へ搬送する。 

その他-被-② 

② 設計方針

ａ．臨界安全

燃料棒加工工程の臨界安全管理を要する

機器は，技術的にみて想定されるいかなる

場合でも，単一ユニットとして臨界を防止

できる設計とする。また，各単一ユニット

は，適切に配置することにより，複数ユニ

ットとして臨界を防止できる設計とする。 

他◇9  

ｂ．落下防止等 

燃料棒加工工程の燃料棒加工工程搬送設

備等の搬送機器は，逸走防止，落下防止又

は転倒防止のための機構を設ける設計とす

る。 他◇10  

ｃ．閉じ込め 

燃料棒加工工程の放射性物質を内包する

設備は，漏えいしにくい構造とするととも

に，万一放射性物質が漏えいした場合にも

工程室及び燃料加工建屋内に保持する設計

とする。 

【「等」の解説】 

「ヘリウムリーク検査等」の

指す内容は許可における記載

と同様であり、列挙した場合

に煩雑となるため許可の記載

を用いた。 
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2.1.2 主要設備の系統構成 

燃料棒加工工程は，スタック編成設備，

スタック乾燥設備，挿入溶接設備，燃料棒

検査設備，燃料棒収容設備，燃料棒解体設

備及び燃料棒加工工程搬送設備で構成す

る。また，グローブボックス負圧・温度監

視設備を設置する設計とする。 

 

 

 

(1) スタック編成設備 

スタック編成設備は，ペレットをＭＯＸ

燃料棒１本分の長さに編成する設計とす

る。 

スタック編成設備は，スタック編成設備

グローブボックス，波板トレイ取出装置，

スタック編成装置，スタック収容装置，空

乾燥ボート取扱装置グローブボックス及び

空乾燥ボート取扱装置で構成する。 

 

(2)  スタック乾燥設備 

スタック乾燥設備は，ペレットをアルゴ

ンガス雰囲気にて乾燥する設計とする。 

スタック乾燥設備は，乾燥ボート供給装

置グローブボックス，乾燥ボート供給装

置，スタック乾燥装置，乾燥ボート取出装

置グローブボックス及び乾燥ボート取出装

置で構成する。 

 

(3)  挿入溶接設備 

挿入溶接設備は，被覆管に乾燥したペレ

ット及びプレナムスプリングを挿入し，上

部端栓を取り付け，ヘリウムガス雰囲気で

溶接を行う設計とする。溶接後のＭＯＸ燃

料棒は，除染及び汚染検査を行い，燃料棒

検査設備へ払い出す設計とする。 

挿入溶接設備は，被覆管乾燥装置被覆管

供給装置オープンポートボックス，被覆管

供給装置，スタック供給装置グローブボッ

クス，スタック供給装置，部材供給装置

（部材供給部）オープンポートボックス，

部材供給装置（部材供給部），部材供給装

置（部材搬送部）オープンポートボック

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，気体廃棄物の廃棄設備で負圧を維

持することにより，閉込め機能を確保でき

る設計とする。 他◇11  

ｄ．火災及び爆発の防止 

燃料棒加工工程の設備は，可能な限り不

燃性材料又は難燃性材料を使用する設計と

する。 他◇12  

 

③ 主要設備の仕様 

燃料棒加工工程は，スタック編成設備，

スタック乾燥設備，挿入溶接設備，燃料棒

検査設備，燃料棒収容設備，燃料棒解体設

備及び燃料棒加工工程搬送設備で構成す

る。また，グローブボックス負圧・温度監

視設備を設ける。 

燃料棒加工工程の主要設備の仕様を⑥に

示す。 他◇2  

④ 系統構成及び主要設備 

ａ．スタック編成設備 

スタック編成設備は，ペレットをＭＯＸ

燃料棒１本分の長さに編成する。 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．スタック乾燥設備 

スタック乾燥設備は，ペレットをアルゴ

ンガス雰囲気にて乾燥させる。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．挿入溶接設備 

挿入溶接設備は，被覆管に乾燥したペレ

ット及びプレナムスプリングを挿入し，上

部端栓を取り付け，ヘリウムガス雰囲気で

溶接を行うための設備である。溶接後のＭ

ＯＸ燃料棒は，除染及び汚染検査を行い，

燃料棒検査設備へ払い出す。 
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ス，部材供給装置（部材搬送部），挿入溶

接装置（被覆管取扱部）グローブボック

ス，挿入溶接装置（被覆管取扱部），挿入

溶接装置（スタック取扱部）グローブボッ

クス，挿入溶接装置（スタック取扱部），

挿入溶接装置（燃料棒溶接部）グローブボ

ックス，挿入溶接装置（燃料棒溶接部），

除染装置グローブボックス，除染装置，汚

染検査装置オープンポートボックス及び汚

染検査装置で構成する。挿入溶接設備のう

ち，被覆管乾燥装置を 2台，被覆管供給装

置を 2台，部材供給装置（部材供給部）を

2台，部材供給装置（部材搬送部）を 2

台，挿入溶接装置（被覆管取扱部）を 2

台，挿入溶接装置（スタック取扱部）を 2

台，挿入溶接装置（燃料棒溶接部）を 2台

設置する設計とする。 

 

(4)  燃料棒検査設備 

燃料棒検査設備は，ＭＯＸ燃料棒の各種

検査を行う設計とする。 

燃料棒検査設備は，ヘリウムリーク検査

装置，Ｘ線検査装置，ロッドスキャニング

装置，外観寸法検査装置，燃料棒移載装置

及び燃料棒立会検査装置で構成する。 

 

(5)  燃料棒収容設備 

燃料棒収容設備は，ＭＯＸ燃料棒を貯蔵

マガジンに収納する設計とする。 

また，再検査，立会検査又は解体するた

めのＭＯＸ燃料棒を貯蔵マガジンから取り

出し，燃料棒検査設備又は燃料棒解体設備

へ払い出す設計とする。再検査又は立会検

査後に返送されたＭＯＸ燃料棒を貯蔵マガ

ジンに収納する設計とする。 

さらに，部材として使用する被覆管を貯

蔵マガジンから取り出し，挿入溶接設備へ

の払出しを行う設計とする。ＭＯＸ燃料棒

又は被覆管を収納した貯蔵マガジンを，燃

料棒貯蔵設備へ払い出す設計とする。 

燃料棒収容設備は，貯蔵マガジン，燃料

棒収容装置，燃料棒供給装置及び貯蔵マガ

ジン移載装置で構成する。 

 

(6)  燃料棒解体設備 

燃料棒解体設備は，ＭＯＸ燃料棒を解体

する設計とする。燃料棒解体設備は，解体

によりＭＯＸ燃料棒から取り出されたペレ

ットを燃料棒加工工程搬送設備に払い出

し，ペレット加工工程へ搬送する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．燃料棒検査設備 

燃料棒検査設備は，ＭＯＸ燃料棒の各種

検査を行う設備である。 

 

 

 

 

 

ｅ．燃料棒収容設備 

燃料棒収容設備は，ＭＯＸ燃料棒を貯蔵

マガジンに収納する設備である。 

また，再検査，立会検査又は解体するた

めのＭＯＸ燃料棒を貯蔵マガジンから取り

出し，燃料棒検査設備又は燃料棒解体設備

へ払い出す。再検査又は立会検査後に返送

されたＭＯＸ燃料棒を貯蔵マガジンに収納

する。 

さらに，部材として使用する被覆管を貯

蔵マガジンから取り出し，挿入溶接設備へ

の払出しを行う。ＭＯＸ燃料棒又は被覆管

を収納した貯蔵マガジンを，燃料棒貯蔵設

備へ払い出す。 

 

 

 

 

ｆ．燃料棒解体設備 

燃料棒解体設備は，ＭＯＸ燃料棒を解体

する設備である。解体によりＭＯＸ燃料棒

から取り出されたペレットは燃料棒加工工

程搬送設備に払い出し，ペレット加工工程

へ搬送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針対象設備の個数

については、許可本文の記載

を踏まえ基本設計方針にて記

載する。（以下同じ） 
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燃料棒解体設備は，燃料棒搬入オープン

ポートボックス，燃料棒解体装置グローブ

ボックス，燃料棒解体装置，溶接試料前処

理装置オープンポートボックス，溶接試料

前処理装置グローブボックス及び溶接試料

前処理装置で構成する。燃料棒解体設備の

うち，溶接試料前処理装置を 1台設置する

設計とする。 

 

(7)  燃料棒加工工程搬送設備 

燃料棒加工工程搬送設備は，ペレット保

管容器，規格外ペレット保管容器，ペレッ

ト保存試料保管容器，乾燥ボート，ＭＯＸ

燃料棒，被覆管又は校正用燃料棒の搬送を

行う設計とする。 

燃料棒加工工程搬送設備は，ペレット保

管容器搬送装置グローブボックス，ペレッ

ト保管容器搬送装置，乾燥ボート搬送装置

グローブボックス，乾燥ボート搬送装置及

び燃料棒搬送装置で構成する。 

 

(8)  グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内及びオープンポートボックス内の火

災を感知し警報を発する設計とする。ま

た，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内の消火のため，消火設備のグローブ

ボックス消火装置に信号を発する設計とす

る。 

また，グローブボックスの負圧を検知

し，グローブボックスの負圧に異常がある

場合に警報を発する設計とする。 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，各グローブボックスに設置する設計と

する。 

その他-被-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．燃料棒加工工程搬送設備 

燃料棒加工工程搬送設備は，ペレット保

管容器，規格外ペレット保管容器，ペレッ

ト保存試料保管容器，乾燥ボート，ＭＯＸ

燃料棒，被覆管又は校正用燃料棒の搬送を

行う。 

 

 

 

 

 

 

ｈ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内及びオープンポートボックス内の火

災を感知し警報を発する設計とする。ま

た，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内の消火のため，消火設備のグローブ

ボックス消火装置に信号を発する設計とす

る。 

また，グローブボックスの負圧を検知

し，グローブボックスの負圧に異常がある

場合に警報を発する設計とする。 

その他-被-② 

⑤ 評価 

ａ．臨界安全 

燃料棒加工工程の臨界安全管理を要する

機器は，技術的にみて想定されるいかなる

場合でも添５第５表に示す取扱単位又は形

態，管理方法，核的制限値及び誤搬入防止

機構により，単一ユニットとして臨界を防

止できる。 

また，各単一ユニットは，適切に配置す

ることにより，複数ユニットとして臨界を

防止できる。 他◇9  

ｂ．落下防止等 

燃料棒加工工程の燃料棒加工工程搬送設

備等の搬送機器は，積載物の転倒及び逸走

を防止する機構を設けることなどにより，

逸走防止又は落下防止ができる。 他◇10  

ｃ．閉じ込め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-被-②(P42～47

から) 
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(２) 主要な設備及び機器の種類及び個数 

① 燃料棒加工工程 

ａ．スタック編成設備 

(ａ) スタック編成設備グローブボックス そ

の他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他□2  

(ｂ) 波板トレイ取出装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他□2  

(ｃ) スタック編成装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他□2  

(ｄ) スタック収容装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他□2  

(ｅ) 空乾燥ボート取扱装置グローブボックス 

その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

１基 他□2  

(ｆ) 空乾燥ボート取扱装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

ｂ．スタック乾燥設備 

(ａ) 乾燥ボート供給装置グローブボックス 

その他-被-② 

燃料棒加工工程の放射性物質を内包する

設備は，漏えいしにくい構造とするととも

に，万一放射性物質が漏えいした場合にも

工程室及び燃料加工建屋内に保持できる。

また，燃料棒加工工程のグローブボックス

は，気体廃棄物の廃棄設備で負圧を維持す

ることなどにより，閉じ込め機能を確保で

きる。 他◇11  

ｄ．火災及び爆発の防止 

燃料棒加工工程の設備は，可能な限り不

燃性材料又は難燃性材料を使用することに

より，火災を防止することができる。 他

◇12  

⑥ 燃料棒加工工程の主要設備の仕様 

 

ａ．スタック編成設備 

(ａ) スタック編成設備グローブボックス 他

◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他◇3  

(ｂ) 波板トレイ取出装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他◇3  

(ｃ) スタック編成装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他◇3  

(ｄ) スタック収容装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他◇3  

(ｅ) 空乾燥ボート取扱装置グローブボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

１基 他◇3  

(ｆ) 空乾燥ボート取扱装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

ｂ．スタック乾燥設備 

(ａ) 乾燥ボート供給装置グローブボックス 

他◇21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-被-②(P39～41

へ) 
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ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他□2  

(ｂ) 乾燥ボート供給装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他□2  

(ｃ) スタック乾燥装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他□2  

(ｄ) 乾燥ボート取出装置グローブボックス 

その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他□2  

(ｅ) 乾燥ボート取出装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他□2  

ｃ．挿入溶接設備 

(ａ) 被覆管乾燥装置 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｂ) 被覆管供給装置オープンポートボック

ス その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他□2  

(ｃ) 被覆管供給装置 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｄ) スタック供給装置グローブボックス そ

の他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他□2  

(ｅ) スタック供給装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他◇3  

(ｂ) 乾燥ボート供給装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他◇3  

(ｃ) スタック乾燥装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他◇3  

(ｄ) 乾燥ボート取出装置グローブボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他◇3  

(ｅ) 乾燥ボート取出装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他◇3  

ｃ．挿入溶接設備 

(ａ) 被覆管乾燥装置 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｂ) 被覆管供給装置オープンポートボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他◇3  

(ｃ) 被覆管供給装置 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｄ) スタック供給装置グローブボックス 他

◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他◇3  

(ｅ) スタック供給装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 
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ⅱ．個数 

２台 他□2  

(ｆ) 部材供給装置（部材供給部）オープンポ

ートボックス その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他□2  

(ｇ) 部材供給装置（部材供給部） 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｈ) 部材供給装置（部材搬送部）オープンポ

ートボックス その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他□2  

(ｉ) 部材供給装置（部材搬送部） 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｊ) 挿入溶接装置（被覆管取扱部）グローブ

ボックス その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他□2  

(ｋ) 挿入溶接装置（被覆管取扱部） 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｌ) 挿入溶接装置（スタック取扱部）グロー

ブボックス その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他□2  

(ｍ) 挿入溶接装置（スタック取扱部） 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｎ) 挿入溶接装置（燃料棒溶接部）グローブ

ボックス その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

ⅱ．個数 

２台 他◇3  

(ｆ) 部材供給装置（部材供給部）オープンポ

ートボックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他◇3  

(ｇ) 部材供給装置（部材供給部） 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｈ) 部材供給装置（部材搬送部）オープンポ

ートボックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他◇3  

(ｉ) 部材供給装置（部材搬送部） 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｊ) 挿入溶接装置（被覆管取扱部）グローブ

ボックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他◇3  

(ｋ) 挿入溶接装置（被覆管取扱部） 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｌ) 挿入溶接装置（スタック取扱部）グロー

ブボックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他◇3  

(ｍ) 挿入溶接装置（スタック取扱部） 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｎ) 挿入溶接装置（燃料棒溶接部）グローブ

ボックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 
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２基 他□2  

(ｏ) 挿入溶接装置（燃料棒溶接部） 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｐ) 除染装置グローブボックス その他-被-

② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他□2  

(ｑ) 除染装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他□2  

(ｒ) 汚染検査装置オープンポートボックス 

その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他□2  

(ｓ) 汚染検査装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他□2  

ｄ．燃料棒検査設備 

(ａ) ヘリウムリーク検査装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｂ) Ｘ線検査装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｃ) ロッドスキャニング装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

２台 他□2  

(ｄ) 外観寸法検査装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｅ) 燃料棒移載装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

２基 他◇3  

(ｏ) 挿入溶接装置（燃料棒溶接部） 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 

(ｐ) 除染装置グローブボックス 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他◇3  

(ｑ) 除染装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他◇3  

(ｒ) 汚染検査装置オープンポートボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２基 他◇3  

(ｓ) 汚染検査装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

２台 他◇3  

ｄ．燃料棒検査設備 

(ａ) ヘリウムリーク検査装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｂ) Ｘ線検査装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｃ) ロッドスキャニング装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

２台 他◇3  

(ｄ) 外観寸法検査装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｅ) 燃料棒移載装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 
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燃料棒加工第１室及び燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｆ) 燃料棒立会検査装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

ｅ．燃料棒収容設備 

(ａ) 貯蔵マガジン その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒貯蔵室 

ⅱ．個数 

72 基 他□2  

(ｂ) 燃料棒収容装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第３室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｃ) 燃料棒供給装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第３室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｄ) 貯蔵マガジン移載装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第３室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

ｆ．燃料棒解体設備 

(ａ) 燃料棒搬入オープンポートボックス そ

の他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒解体室 

ⅱ．個数 

１基 他□2  

(ｂ) 燃料棒解体装置グローブボックス その

他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒解体室 

ⅱ．個数 

１基 他□2  

(ｃ) 燃料棒解体装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒解体室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｄ) 溶接試料前処理装置オープンポートボッ

クス その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒解体室 

燃料棒加工第１室及び燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｆ) 燃料棒立会検査装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

ｅ．燃料棒収容設備 

(ａ) 貯蔵マガジン 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒貯蔵室 

ⅱ．個数 

72 基 他◇3  

(ｂ) 燃料棒収容装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第３室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｃ) 燃料棒供給装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第３室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｄ) 貯蔵マガジン移載装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第３室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

ｆ．燃料棒解体設備 

(ａ) 燃料棒搬入オープンポートボックス 他

◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒解体室 

ⅱ．個数 

１基 他◇3  

(ｂ) 燃料棒解体装置グローブボックス 他◇21  

 

ⅰ．設置場所 

燃料棒解体室 

ⅱ．個数 

１基 他◇3  

(ｃ) 燃料棒解体装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒解体室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｄ) 溶接試料前処理装置オープンポートボッ

クス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒解体室 
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ⅱ．個数 

１基 他□2  

(ｅ) 溶接試料前処理装置グローブボックス 

その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒解体室 

ⅱ．個数 

１基 他□2  

(ｆ) 溶接試料前処理装置 

ⅰ．設置場所 

燃料棒解体室 

ⅱ．個数 

１台 

ｇ．燃料棒加工工程搬送設備 

(ａ) ペレット保管容器搬送装置グローブボッ

クス その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

12 基 他□2  

(ｂ) ペレット保管容器搬送装置 その他-被-

② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室，燃料棒解体室及びペレ

ット立会室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｃ) 乾燥ボート搬送装置グローブボックス 

その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第 1 室 

ⅱ．個数 

14 基 他□2  

(ｄ) 乾燥ボート搬送装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｅ) 燃料棒搬送装置 その他-被-② 

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室及び燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

ｈ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

 (ａ) 個数 

１式 その他-被-② 

燃料棒加工工程の主要な設備・機器の配置

図を第５図に示す。 他□4  

 

 

 

ⅱ．個数 

１基 他◇3  

(ｅ) 溶接試料前処理装置グローブボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒解体室 

ⅱ．個数 

１基 他◇3  

(ｆ) 溶接試料前処理装置 

ⅰ．設置場所 

燃料棒解体室 

ⅱ．個数 

１台 

ｇ．燃料棒加工工程搬送設備 

(ａ) ペレット保管容器搬送装置グローブボッ

クス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

12 基 他◇3  

(ｂ) ペレット保管容器搬送装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室，燃料棒解体室及びペレッ

ト立会室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

 

(ｃ) 乾燥ボート搬送装置グローブボックス 

他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第 1 室 

ⅱ．個数 

14 基 他◇3  

(ｄ) 乾燥ボート搬送装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｅ) 燃料棒搬送装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料棒加工第１室及び燃料棒加工第２室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

ｈ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

(ａ) 個数 

１式 他◇21  
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2.2 最大処理能力 

被覆施設は，最大処理能力 130t･HM/年を有

する設計とする。 その他-被-③ 

 

 

 

 

 

(３) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理

能力 

① 核燃料物質の種類 

ａ．ＭＯＸ 

プルトニウム富化度 18％以下 

プルトニウム中のプルトニウム－240 含有率 

17％以上 

ウラン中のウラン－235 含有率 1.6％以下 

ｂ．ウラン酸化物 

ウラン中のウラン－235 含有率 天然ウラン中

の含有率以下 

ウラン燃料棒として５％以下 他□6  

② 最大処理能力 

130t･ＨＭ／年 

その他-被-③ 

 

(４) 主要な核的制限値 

① 単一ユニット 

被覆施設の臨界管理のために，核燃料物

質取扱い上の一つの単位となる単一ユニッ

トを設定する。単一ユニットの核的制限値

は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕

度ある条件を設定し，十分信頼性のある計

算コードを使用して，中性子実効増倍率が

0.95以下となるように質量，平板厚さ又は

段数を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量

は下表の核的制限値以下となるようにす

る。 

 

 
 

注１ 二重装荷を考慮する場合は２分の１とす

る。 

注２ ウラン中のウラン－235含有率を示す。 

② 複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態

に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95

以下となるように単一ユニットの配置等を設

定する。 他□8  

 

 

 

 

53



別紙 1-2① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十四条 （安全機能を有する施設（第 2章 個別項目 成形施設等））（49 / 84） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.組立施設 

 

組立施設は，燃料集合体組立工程及び梱

包出荷工程で構成し，燃料加工建屋に収納

する設計とする。 

 

 

組立施設は，ＭＯＸ燃料棒，燃料集合体

部材及びウラン燃料棒を組み合わせて，Ｂ

ＷＲ型又はＰＷＲ型の燃料集合体とし，さ

らに燃料集合体を梱包し，出荷することが

できる設計とする。 

燃料集合体組立工程は，制御第５室及び

制御第６室にて施設の状態監視，運転操作

及び工程停止操作を行うことができる設計

とする。 

梱包出荷工程は，制御第６室にて施設の

状態監視，運転操作及び工程停止操作を行

うことができる設計とする。 

その他-組-① 

3.1  燃料集合体組立工程 

3.1.1  燃料集合体組立工程の構成 

燃料集合体組立工程は，ＭＯＸ燃料棒と

支持格子等の部材を組み合わせて，燃料集

合体平均のプルトニウム富化度をＢＷＲ燃

料集合体では 11％以下，ＰＷＲ燃料集合体

では 14％以下で燃料集合体を組み立てる設

計とする。なお，ＢＷＲ燃料集合体につい

ては，外部からウラン中のウラン－235 含

有率が５％以下のウラン燃料棒を受け入

れ，組み合わせる。 

燃料集合体組立工程は，組み立てた燃料

集合体を洗浄し，外観検査等所定の検査を

実施する設計とする。 

燃料集合体組立工程は，規格外の燃料集

合体は解体し，取り出した燃料棒を再使用

又は解体のため燃料棒加工工程へ搬送する

設計とする。 

その他-組-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ) 組立施設 

(１) 施設の種類 

組立施設は，燃料集合体組立工程及び梱

包出荷工程で構成し，燃料加工建屋に収納

する。 

燃料加工建屋の主要構造は「ハ.(ハ)成型

施設(１) 施設の種類」に示す。 他□4  

組立施設は，ＭＯＸ燃料棒，燃料集合体

部材及びウラン燃料棒を組み合わせて，Ｂ

ＷＲ型又はＰＷＲ型の燃料集合体とし，さ

らに燃料集合体を梱包し，出荷する施設で

ある。 

燃料集合体組立工程は，制御第５室及び

制御第６室にて施設の状態監視，運転操作

及び工程停止操作を行える設計とする。 

梱包出荷工程は，制御第６室にて施設の

状態監視，運転操作及び工程停止操作を行

える設計とする。 

その他-組-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ) 組立施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 燃料集合体組立工程 

① 概要 

燃料集合体組立工程は，ＭＯＸ燃料棒と

支持格子等の部材を組み合わせて，燃料集

合体平均のプルトニウム富化度をＢＷＲ燃

料集合体では 11％以下，ＰＷＲ燃料集合体

では 14％以下で燃料集合体を組み立てる。

なお，ＢＷＲ燃料集合体については，外部

からウラン中のウラン－235 含有率が５％

以下のウラン燃料棒を受け入れ，組み合わ

せる。 

組み立てた燃料集合体を洗浄し，外観検

査等所定の検査を実施する。 

規格外の燃料集合体は解体し，取り出し

た燃料棒は再使用又は解体のため燃料棒加

工工程へ搬送する。 

その他-組-② 

② 設計方針 

ａ．臨界安全 

燃料集合体組立工程の臨界安全管理を要

する機器は，技術的にみて想定されるいか

なる場合でも，単一ユニットとして臨界を

防止できる設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置す

ることにより，複数ユニットとして臨界を

防止できる設計とする。 他◇9  

ｂ．落下防止等 

燃料集合体組立工程の燃料集合体組立工

程搬送設備等の搬送機器は，逸走防止，落

下防止又は転倒防止のための機構を設ける

設計とする。 他◇10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「支持格子等」の指す内容は

許可における記載と同様であ

り、列挙した場合に煩雑とな

るため許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「外観検査等」の指す内容は

許可における記載と同様であ

り、列挙した場合に煩雑とな

るため許可の記載を用いた。 
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3.1.2 主要設備の系統構成 

燃料集合体組立工程は，燃料集合体組立

設備，燃料集合体洗浄設備，燃料集合体検

査設備及び燃料集合体組立工程搬送設備で

構成する。 

 

 

 

(1)  燃料集合体組立設備 

燃料集合体組立設備は，ＭＯＸ燃料棒及

びウラン燃料棒を燃料集合体部材と組み合

わせて燃料集合体に組み立てる設計とす

る。燃料集合体は燃料集合体洗浄設備へ払

い出す設計とする。 

燃料集合体組立設備は，マガジン編成装

置，組立マガジン，スケルトン組立装置及

び燃料集合体組立装置で構成する。燃料集

合体組立設備のうち，スケルトン組立装置

を 1台設置する設計とする。 

(2)  燃料集合体洗浄設備 

燃料集合体洗浄設備は，燃料集合体組立

設備にて組み立てた燃料集合体を洗浄する

設計とする。燃料集合体洗浄設備は，洗浄

後の燃料集合体を燃料集合体検査設備へ払

い出す設計とする。 

燃料集合体洗浄設備は，燃料集合体洗浄

装置で構成する。 

(3)  燃料集合体検査設備 

燃料集合体検査設備は，燃料集合体洗浄

設備にて洗浄した燃料集合体の寸法，外観

等を検査する設計とする。燃料集合体検査

設備は，検査後の燃料集合体を貯蔵施設の

燃料集合体貯蔵設備へ払い出す設計とす

る。 

燃料集合体検査設備は，燃料集合体第１

検査装置，燃料集合体第２検査装置，燃料

集合体仮置台及び燃料集合体立会検査装置

で構成する。 

(4)  燃料集合体組立工程搬送設備 

燃料集合体組立工程搬送設備は，燃料集

合体組立工程において燃料集合体の搬送を

行う設計とする。 

燃料集合体組立工程搬送設備は，組立ク

レーン及びリフタで構成する。 

その他-組-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．火災及び爆発の防止 

燃料集合体組立工程の設備は，可能な限

り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設

計とする。 他◇12  

③ 主要設備の仕様 

燃料集合体組立工程は，燃料集合体組立

設備，燃料集合体洗浄設備，燃料集合体検

査設備及び燃料集合体組立工程搬送設備で

構成する。 

燃料集合体組立工程の主要設備の仕様を

⑥に示す。 他◇2  

④ 系統構成及び主要設備 

ａ．燃料集合体組立設備 

燃料集合体組立設備は，ＭＯＸ燃料棒及

びウラン燃料棒を燃料集合体部材と組み合

わせて燃料集合体に組み立てる設備であ

る。燃料集合体は燃料集合体洗浄設備へ払

い出す。 

 

 

 

 

 

ｂ．燃料集合体洗浄設備 

燃料集合体洗浄設備は，燃料集合体組立

設備にて組み立てた燃料集合体を洗浄する

設備である。洗浄後の燃料集合体は，燃料

集合体検査設備へ払い出す。 

 

 

 

ｃ．燃料集合体検査設備 

燃料集合体検査設備は，燃料集合体洗浄

設備にて洗浄した燃料集合体の寸法，外観

等を検査する設備である。検査後の燃料集

合体は，貯蔵施設の燃料集合体貯蔵設備へ

払い出す。 

 

 

 

 

 

ｄ．燃料集合体組立工程搬送設備 

燃料集合体組立工程搬送設備は，燃料集

合体組立工程において燃料集合体の搬送を

行う。 

その他-組-② 

⑤ 評価 

ａ．臨界安全 

燃料集合体組立工程の臨界安全管理を要

する機器は，技術的にみて想定されるいか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-組-②(P52,53か

ら) 

 

【「等」の解説】 

「外観等」の指す内容は許可

における記載と同様であり、

列挙した場合に煩雑となるた

め許可の記載を用いた。 
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２) 主要な設備及び機器の種類及び個数

① 燃料集合体組立工程

ａ．燃料集合体組立設備 

(ａ) マガジン編成装置 その他-組-② 

ⅰ．設置場所 

燃料集合体組立第１室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｂ) 組立マガジン その他-組-② 

ⅰ．設置場所 

燃料集合体組立第１室 

ⅱ．個数 

２基 他□2  

(ｃ) スケルトン組立装置 

ⅰ．設置場所 

燃料集合体部材準備室 

ⅱ．個数 

１台 

(ｄ) 燃料集合体組立装置 その他-組-② 

ⅰ．設置場所 

燃料集合体組立第２室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

ｂ．燃料集合体洗浄設備 

(ａ) 燃料集合体洗浄装置 その他-組-② 

ⅰ．設置場所 

燃料集合体洗浄検査室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

ｃ．燃料集合体検査設備 

(ａ) 燃料集合体第１検査装置 その他-組-② 

ⅰ．設置場所 

燃料集合体洗浄検査室 

なる場合でも添５第５表に示す取扱単位又

は形態，管理方法及び核的制限値により，

単一ユニットとして臨界を防止できる。ま

た，各単一ユニットは，適切に配置するこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防止

できる。 他◇9  

ｂ．落下防止等 

燃料集合体組立工程の燃料集合体組立工

程搬送設備等の搬送機器は，積載物の転倒

及び逸走を防止する機構を設けること，つ

りワイヤ等を二重化することなどにより，

逸走防止又は落下防止ができる。 他◇10  

ｃ．火災及び爆発の防止 

燃料集合体組立工程の設備は，可能な限

り不燃性材料又は難燃性材料を使用するこ

とにより，火災を防止することができる。 

他◇12  

⑥ 燃料集合体組立工程の主要設備の仕様

ａ．燃料集合体組立設備 

(ａ) マガジン編成装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料集合体組立第１室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｂ) 組立マガジン 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料集合体組立第１室 

ⅱ．個数 

２基 他◇3  

(ｃ) スケルトン組立装置 

ⅰ．設置場所 

燃料集合体部材準備室 

ⅱ．個数 

１台 

(ｄ) 燃料集合体組立装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料集合体組立第２室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

ｂ．燃料集合体洗浄設備 

(ａ) 燃料集合体洗浄装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料集合体洗浄検査室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

ｃ．燃料集合体検査設備 

(ａ) 燃料集合体第１検査装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料集合体洗浄検査室 

その他-組-②(P51へ) 
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3.2  梱包出荷工程 

3.2.1 梱包出荷工程の構成 

梱包出荷工程は，燃料集合体を輸送容器

へ梱包し，出荷する設計とする。 

その他-組-③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｂ) 燃料集合体第２検査装置 その他-組-② 

ⅰ．設置場所 

燃料集合体洗浄検査室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｃ) 燃料集合体仮置台 その他-組-② 

ⅰ．設置場所 

燃料集合体洗浄検査室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｄ) 燃料集合体立会検査装置 その他-組-② 

ⅰ．設置場所 

梱包室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

ｄ．燃料集合体組立工程搬送設備 

(ａ) 組立クレーン その他-組-② 

ⅰ．設置場所 

燃料集合体組立クレーン室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｂ) リフタ その他-組-② 

ⅰ．設置場所 

燃料集合体組立第２室及びリフタ室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

燃料集合体組立工程の主要な設備・機器の配

置図を第５図に示す。 他□4  

 

② 梱包出荷工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｂ) 燃料集合体第２検査装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料集合体洗浄検査室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｃ) 燃料集合体仮置台 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料集合体洗浄検査室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｄ) 燃料集合体立会検査装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

梱包室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

ｄ．燃料集合体組立工程搬送設備 

(ａ) 組立クレーン 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料集合体組立クレーン室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｂ) リフタ 他◇21  

ⅰ．設置場所 

燃料集合体組立第２室及びリフタ室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

 

 

 

(２) 梱包出荷工程 

① 概要 

梱包出荷工程は，燃料集合体を輸送容器

へ梱包し，出荷する。 

その他-組-③ 

② 設計方針 

ａ．臨界安全 

梱包出荷工程の臨界安全管理を要する機

器は，技術的にみて想定されるいかなる場

合でも，単一ユニットとして臨界を防止で

きる設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置す

ることにより，複数ユニットとして臨界を

防止できる設計とする。 他◇9  

ｂ．落下防止等 

梱包出荷工程の容器移載装置等の搬送機

器は，逸走防止，落下防止又は転倒防止の

ための機構を設ける設計とする。 他◇10  

ｃ．火災及び爆発の防止 

梱包出荷工程の設備は，可能な限り不燃
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3.2.2  主要設備の系統構成 

梱包出荷工程は，梱包・出荷設備で構成

する。 

 

 

(1)  梱包・出荷設備 

梱包・出荷設備は，燃料集合体の梱包及

び出荷を行う設計とする。 

梱包・出荷設備は，貯蔵梱包クレーン，

燃料ホルダ取付装置，容器蓋取付装置，梱

包天井クレーン，容器移載装置及び保管室

天井クレーンで構成する。 

その他-組-③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．梱包・出荷設備 

(ａ) 貯蔵梱包クレーン その他-組-③ 

ⅰ．設置場所 

貯蔵梱包クレーン室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｂ) 燃料ホルダ取付装置 その他-組-③ 

ⅰ．設置場所 

梱包室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｃ) 容器蓋取付装置 その他-組-③ 

ⅰ．設置場所 

梱包室及び貯蔵梱包クレーン室 

ⅱ．個数 

性材料又は難燃性材料を使用する設計とす

る。 他◇12  

③ 主要設備の仕様 

梱包出荷工程は，梱包・出荷設備で構成

する。梱包出荷工程の主要設備の仕様を⑥

に示す。 他◇2  

④ 系統構成及び主要設備 

ａ．梱包・出荷設備 

梱包・出荷設備は，燃料集合体の梱包及

び出荷を行う設備である。 

その他-組-③ 

 

 

 

 

⑤ 評価 

ａ．臨界安全 

梱包出荷工程の臨界安全管理を要する機

器は，技術的にみて想定されるいかなる場

合でも添５第５表に示す取扱単位又は形

態，管理方法及び核的制限値により，単一

ユニットとして臨界を防止できる。また，

各単一ユニットは，適切に配置することに

より，複数ユニットとして臨界を防止でき

る。 他◇9  

ｂ．落下防止等 

梱包出荷工程の容器移載装置等の搬送機

器は，積載物の転倒及び逸走を防止する機

構を設けること，つりワイヤ等を二重化す

ることなどにより，逸走防止又は落下防止

ができる。 他◇10  

ｃ．火災及び爆発の防止 

梱包出荷工程の設備は，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用することによ

り，火災を防止することができる。 他◇12  

⑥ 梱包出荷工程の主要設備の仕様 

ａ．梱包・出荷設備 

(ａ) 貯蔵梱包クレーン 他◇21  

ⅰ．設置場所 

貯蔵梱包クレーン室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｂ) 燃料ホルダ取付装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

梱包室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｃ) 容器蓋取付装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

梱包室及び貯蔵梱包クレーン室 

ⅱ．個数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-組-③(P54～55

から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-組-③(P54へ) 
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3.3  最大処理能力 

組立施設は，最大処理能力 218t･HM/年を有

する設計とする。 

その他-組-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１台 他□2  

(ｄ) 梱包天井クレーン その他-組-③ 

ⅰ．設置場所 

貯蔵梱包クレーン室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｅ) 容器移載装置 その他-組-③ 

ⅰ．設置場所 

貯蔵梱包クレーン室及び輸送容器検査室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

(ｆ) 保管室天井クレーン その他-組-③ 

ⅰ．設置場所 

輸送容器保管室 

ⅱ．個数 

１台 他□2  

梱包出荷工程の主要な設備・機器の配置図を

第５図に示す。 他□4  

 

(３) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理

能力 

① 核燃料物質の種類 

ａ．ＭＯＸ 

プルトニウム富化度 18％以下 

プルトニウム中のプルトニウム－240 含有率 

17％以上 

ウラン中のウラン－235 含有率 1.6％以下 

ｂ．ウラン酸化物 

ウラン中のウラン－235 含有率 天然ウラン中

の含有率以下 

ウラン燃料棒として５％以下 他□6  

 

② 最大処理能力 

218t･ＨＭ／年 

その他-組-④ 

 

(４) 主要な核的制限値 

① 単一ユニット 

組立施設の臨界管理のために，核燃料物質取

扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設

定する。単一ユニットの核的制限値は，取り

扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件

を設定し，十分信頼性のある計算コードを使

用して，中性子実効増倍率が 0.95以下となる

ように段数又は体数を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下

表の核的制限値以下となるようにする。 

１台 他◇3  

(ｄ) 梱包天井クレーン 他◇21  

ⅰ．設置場所 

貯蔵梱包クレーン室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｅ) 容器移載装置 他◇21  

ⅰ．設置場所 

貯蔵梱包クレーン室及び輸送容器検査室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  

(ｆ) 保管室天井クレーン 他◇21  

ⅰ．設置場所 

輸送容器保管室 

ⅱ．個数 

１台 他◇3  
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注１ ウラン中のウラン－235含有率を示す。 

注２ 燃料集合体平均（燃料集合体中のＭＯＸ

燃料棒の平均 以下同じ。） 

② 複数ユニット

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態

に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95

以下となるように単一ユニットの配置等を設

定する。 他□8
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 7.その他の加工施設 

 

7.3 所内電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北電力ネットワーク株式会社電力系統の

154kＶ送電線２回線から再処理施設の受電開

閉設備で受電し，再処理施設の受電変圧器を

通して再処理施設に給電を行っているが，当

該設備のうち，受電開閉設備，第２ユーティ

リティ建屋の３号受電変圧器及び４号受電変

圧器，高圧母線並びに第２運転予備用ディー

ゼル発電機を再処理施設と共用し，MOX燃料加

工施設への給電を行う設計とする。なお，第

２運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設

備は，再処理施設と共用する。 その他-共-

①3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設

備 

(３) 所内電源設備（電気設備） 

① 構造 

ａ．設計基準対象の施設 

 

ＭＯＸ燃料加工施設は，外部から再処理

施設の受電開閉設備等を共用し，6.9kＶ２

回線で受電する設計とする。 他□11  

外部電源系統の機能喪失時に備えて，非

常用発電機，非常用母線スイッチギア及び

ケーブル等で構成する非常用所内電源設備

を設置する。また，燃料加工建屋に非常用

直流電源設備，非常用無停電電源装置等を

設置する。さらに，燃料を貯蔵する設備と

して，非常用発電機用に燃料油貯蔵タンク

を設置する設計とする。 

なお，再処理施設と共用する放射線監視

設備のモニタリングポストは，再処理施設

の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の第１非常

用ディーゼル発電機を非常用電源とする設

計とする。再処理施設の第１非常用ディー

ゼル発電機に燃料を供給するための再処理

施設の重油タンク及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔を

再処理施設と共用する。 

燃料油貯蔵タンクは，設計基準事故に対

処するために必要な非常用発電機１台によ

り必要とする電力を供給するための燃料を

事業所内に貯蔵する設計とする。 

再処理施設の重油タンクは，設計基準事

故に対処するために必要な第１非常用ディ

ーゼル発電機１台により必要とする電力を

供給できる容量以上の燃料を事業所内に貯

蔵する設計とする。 

再処理施設の使用済燃料受入れ施設及び

貯蔵施設用の安全冷却水系は，再処理施設

と共用するモニタリングポストの非常用所

内電源設備である第１非常用ディーゼル発

電機で発生する熱を除去する設計とする。 

非常用所内電源設備はグローブボックス

の換気設備等，放射線監視設備，火災又は

臨界等の警報設備，通信連絡設備及び非常

用照明，並びに核的，熱的及び化学的制限

値を維持するために必要な設備の安全機能

の確保を行うために，十分な容量，機能及

び信頼性を確保できるよう，多重性及び独

立性を確保し，設計基準事故時において設

計基準事故に対処するための設備がその機

能を確保するために必要な電力を，非常用

発電機及び再処理施設の第１非常用ディー

ト．その他の加工設備の附属施設 

(イ)非常用設備 

(３) 所内電源設備（電気設備） 

① 設計基準対象の施設 

a．非常用所内電源設備 

(ａ) 概要 

ＭＯＸ燃料加工施設の電力は，東北電力

ネットワーク株式会社電力系統の 154kＶ送

電線２回線から共用する再処理施設の受電

開閉設備で受電し，受電変圧器を通して

6.9kＶに降圧した後，ＭＯＸ燃料加工施設

へ給電する設計とする。 

燃料加工建屋に非常用発電機を設けると

ともに，再処理施設の第１非常用ディーゼ

ル発電機を共用する設計とする。 

燃料加工建屋に非常用発電機を設けると

ともに，再処理施設の第１非常用ディーゼ

ル発電機を共用する設計とする。 他◇14  

東北電力ネットワーク株式会社電力系統

の 154kＶ送電線２回線から再処理施設の受

電開閉設備で受電し，再処理施設の受電変

圧器を通して再処理施設に給電を行ってい

るが，当該設備のうち， その他-共-①3

受電開閉設備からＭＯＸ燃料加工施設，受

電開閉設備からモニタリングポスト及びダ

ストモニタまでの給電範囲を再処理施設と

共用する。なお，再処理施設と共用する環

境モニタリング設備のモニタリングポスト

は，再処理施設の第１非常用ディーゼル発

電機を非常用電源とする設計とすることか

ら，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の 6.9kＶ非常用母線及び 460Ｖ非常用母線

並びに再処理施設の第１非常用ディーゼル

発電機，その燃料を供給する再処理施設の

重油タンク及び安全冷却水系についても，

再処理施設と共用する。 他◇14  

また，受電開閉設備，第２ユーティリテ

ィ建屋の３号受電変圧器及び４号受電変圧

器，高圧母線並びに第２運転予備用ディー

ゼル発電機を再処理施設と共用し，給電を

行う設計とする。 その他-共-①3 

ＭＯＸ燃料加工施設は再処理施設との共

用によって安全機能を有する施設への電力

の供給が停止することがないよう，再処理

施設への給電を考慮しても十分な容量を確

保することにより，共用によってＭＯＸ燃

料加工施設の安全性を損なわない設計とす

る。 他◇14  

なお，第２運転予備用ディーゼル発電機

の燃料貯蔵設備は，再処理施設と共用す

る。 その他-共-①3 
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ゼル 

発電機の運転により供給できる設計とす

る。 他□12  

非常用所内電源設備を構成する再処理施

設の第１非常用ディーゼル発電機は，電源

復旧までの期間，モニタリングポスト及び

ダストモニタに，給電できる設計とする。 

なお，所内電源設備の一部は,再処理施設

と共用する。 他□11  
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7.9 核燃料物質の検査設備 

 

検査設備は，各工程で取り扱う核燃料物

質を検査する分析設備で構成し，燃料加工

建屋に収納する設計とする。また，グロー

ブボックス及びオープンポートボックスを

設置する設計とする。 

 

 

 

分析装置グローブボックスは，標準試料

（核分裂性Ｐｕ割合が 83％を超えるプルト

ニウム，ウラン中のウラン－235含有率が

1.6％を超えるウラン，ウラン－233を含む

ウランなど）として，少量の金属プルトニ

ウム，金属ウラン等を保管することができ

る設計とする。 

核燃料物質の検査設備は，制御第２室に

て施設の状態監視，運転操作及び工程停止

操作を行うことができる設計とする。 

その他-検-① 

 

7.9.1  核燃料物質の検査設備の構成 

分析設備は，ＭＯＸ燃料加工施設内の各

工程から少量の核燃料物質である分析試

料の移送及び分析する設計とする。 

その他-検-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.2  主要設備の系統構成 

分析設備は，気送装置，受払装置グロー

ブボックス，受払装置，分析装置オープン

ポートボックス，分析装置フード，分析装

置グローブボックス，分析装置，分析済液

処理装置グローブボックス，分析済液処理

装置及び運搬台車で構成する。また，グロ

ーブボックス負圧・温度監視設備を設置す

(ロ) 核燃料物質の検査設備及び計量設備の種

類 

(１) 核燃料物質の検査設備 

① 主要な設備の種類 

検査設備は，各工程で取り扱う核燃料物

質を検査する分析設備で構成する。また，

グローブボックス及びオープンポートボッ

クスを設置する。 

検査設備は，燃料加工建屋に収納する。

その他-検-① 

燃料加工建屋の主要構造は「ハ.(ハ)成型

施設(１)施設の種類」に示す。 他□4  

また，分析装置グローブボックスは，標

準試料（核分裂性Ｐｕ割合が 83％を超える

プルトニウム，ウラン中のウラン－235含

有率が 1.6％を超えるウラン，ウラン－233

を含むウランなど）として，少量の金属プ

ルトニウム，金属ウラン等を保管する設計

とする。 

核燃料物質の検査設備は，制御第２室に

て施設の状態監視，運転操作及び工程停止

操作を行える設計とする。 

その他-検-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 核燃料物質の検査設備及び計量設備 

 

(１) 核燃料物質の検査設備 

① 概要 

検査設備は，各工程で取り扱う核燃料物

質を検査する分析設備を設ける。 

その他-検-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 設計方針 

ａ．分析設備は，ＭＯＸ燃料加工施設内の

各工程から少量の核燃料物質である分析

試料を移送及び分析できる設計とする。 

その他-検-② 

ｂ．分析設備は，非密封の核燃料物質をグ

ローブボックス等に収納するとともに，

負圧に維持することにより放射性物質の

閉じ込めができる設計とする。 他◇11  

ｃ．分析設備の臨界安全管理を要する機器

は，技術的にみて想定されるいかなる場

合でも，単一ユニットとして臨界を防止

できる設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置する

ことにより，複数ユニットとして臨界を

防止できる設計とする。 他◇9  

ｄ．分析設備は，可能な限り不燃性材料又

は難燃性材料を使用する設計とする。 

他◇12  

③ 主要設備の仕様 

分析設備は，気送装置，受払装置グロー

ブボックス，受払装置，分析装置オープン

ポートボックス，分析装置フード，分析装

置グローブボックス，分析装置，分析済液

処理装置グローブボックス，分析済液処理

装置及び運搬台車で構成する。また，グロ

ーブボックス負圧・温度監視設備を設け

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「金属ウラン等」の指す内容

は許可における記載と同様で

あり、列挙した場合に煩雑と

なるため許可の記載を用い

た。（以下同じ） 
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る設計とする。 

(1) 気送装置

気送装置は，分析設備と成形施設のペレ

ット加工工程のペレット検査設備等との間

で，核燃料物質を搬送する設計とする。 

(2) 受払装置グローブボックス

受払装置グローブボックスは，その内部

に受払装置を設置する設計とする。 

また，工程室とグローブボックス内の差

圧異常の検知及びグローブボックス内の火

災を感知するグローブボックス負圧・温度

監視設備を設置する設計とする。 

(3) 受払装置

受払装置は，本装置と分析装置との間で

核燃料物質の搬送を行う設計とし，1台設

置する設計とする。 

(4) 分析装置オープンポートボックス

分析装置オープンポートボックスは，室

内の空気を開口部から吸引し，排気ダクト

を介してグローブボックス排風機の連続運

転によって排気することで，開口部の空気

流入風速を設定値以上に維持できる設計と

し，汚染のおそれのある物品の汚染検査を

行う際に，オープンポートボックス外への

汚染の拡大を防ぐ設計とする。 

また，オープンポートボックス内の火災

を感知するグローブボックス負圧・温度監

視設備を設置する設計とする。 

(5) 分析装置フード

分析装置フードは，室内の空気を開口部

から吸引し，排気ダクトを介してグローブ

ボックス排風機の連続運転によって排気す

ることで，開口部の空気流入風速を設定値

以上に維持する設計とし，汚染のおそれの

ある物品の汚染検査を行う際に，フード外

への汚染の拡大を防ぐ設計とする。 

(6) 分析装置グローブボックス

分析装置グローブボックスは，その内部

に分析装置を設置する設計とする。 

また，分析装置グローブボックスは，標

準試料として，少量の金属プルトニウム，

金属ウラン等を保管する設計とする。工程

室とグローブボックス内の差圧異常の検知

及びグローブボックス内の火災を感知する

グローブボックス負圧・温度監視設備を設

置する設計とする。 

る。分析設備の仕様を⑥に示す。 他◇2  

④ 系統構成及び主要設備

ａ．気送装置 

気送装置は，分析設備と成形施設のペレ

ット加工工程のペレット検査設備等との間

で，核燃料物質を搬送する。 

ｂ．受払装置グローブボックス 

受払装置グローブボックスは，その内部

に受払装置を設置する設計とする。 

また，工程室とグローブボックス内の差

圧異常の検知及びグローブボックス内の火

災を感知するグローブボックス負圧・温度

監視設備を設ける。 

ｃ．受払装置 

受払装置は，本装置と分析装置との間で

核燃料物質の搬送を行う設計とする。 

ｄ．分析装置オープンポートボックス 

分析装置オープンポートボックスは，室

内の空気を開口部から吸引し，排気ダクト

を介してグローブボックス排風機の連続運

転によって排気することで，開口部の空気

流入風速を設定値以上に維持できる設計と

し，汚染のおそれのある物品の汚染検査を

行う際に，オープンポートボックス外への

汚染の拡大を防ぐ設計とする。 

また，オープンポートボックス内の火災

を感知するグローブボックス負圧・温度監

視設備を設ける。 

ｅ．分析装置フード 

分析装置フードは，室内の空気を開口部

から吸引し，排気ダクトを介してグローブ

ボックス排風機の連続運転によって排気す

ることで，開口部の空気流入風速を設定値

以上に維持できる設計とし，汚染のおそれ

のある物品の汚染検査を行う際に，フード

外への汚染の拡大を防ぐ設計とする。 

ｆ．分析装置グローブボックス 

分析装置グローブボックスは，その内部

に分析装置を設置する設計とする。 

また，分析装置グローブボックスは，標

準試料（核分裂性Ｐｕ割合が 83％を超える

プルトニウム，ウラン中のウラン－235含

有率が 1.6％を超えるウラン，ウラン－233

を含むウランを含む）として，少量の金属

プルトニウム，金属ウラン等を保管する設

計とする。工程室とグローブボックス内の

差圧異常の検知及びグローブボックス内の

火災を感知するグローブボックス負圧・温

度監視設備を設ける。 

【「等」の解説】 

「ペレット検査設備等」の指

す内容は許可における記載と

同様であり、列挙した場合に

煩雑となるため許可の記載を

用いた。 
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(7)  分析装置 

分析装置は，プルトニウム・ウラン分

析，不純物分析及び物性測定を行う設計と

する。また，保障措置検査用の核燃料物質

の処理を行う設計とする。 

分析装置は，標準試料として，少量の金

属プルトニウム，金属ウラン等を使用又は

保管する設計とする。また，スクラップの

容器待機を実施する設計とする。 

分析装置は，分析装置間で核燃料物質の

搬送を行う設計とする。 その他-検-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．分析装置 

分析装置は，プルトニウム・ウラン分

析，不純物分析及び物性測定を行う設計と

する。また，保障措置検査用の核燃料物質

の処理を行う設計とする。分析装置は，標

準試料として，少量の金属プルトニウム，

金属ウラン等を使用又は保管する設計とす

る。また，スクラップの容器待機を実施す

る設計とする。 

分析装置は，分析装置間で核燃料物質の

搬送を行う設計とする。 その他-検-② 

分析装置の各装置における主な分析作業

を以下に示す。 

(ａ) 蛍光Ｘ線分析装置 

プルトニウム・ウラン分析のＥＦＭＣ又はプ

ルトニウム富化度の分析 

(ｂ) 試料溶解・調製装置 

プルトニウム・ウラン分析，不純物分析又は

物性測定 

(ｃ) プルトニウム含有率分析装置 

プルトニウム・ウラン分析のプルトニウム含

有率又はウラン含有率の分析 

(ｄ) スパイク試料調製装置，スパイキング装

置，イオン交換装置，試料塗布装置プルトニ

ウム・ウラン分析の前処理 

(ｅ) α線測定装置 

プルトニウム・ウラン同位体組成の分析 

(ｆ) γ線測定装置 

プルトニウム・ウラン同位体組成又はアメリ

シウム含有率の分析 

(ｇ) 質量分析装置 

プルトニウム・ウラン含有率又は同位体組成

の分析 

(ｈ) ＩＣＰ－質量分析装置及びＩＣＰ－発光

分光分析装置 

不純物分析の金属元素又は非金属元素含有量

の分析 

(ｉ) 炭素・硫黄・窒素分析装置 

不純物分析の炭素，硫黄又は窒素含有量の分

析 

(ｊ) 水素分析装置 

不純物分析の水素含有量の分析 

(ｋ) Ｏ／Ｍ比測定装置 

物性測定のＯ／Ｍ比又はＯ／Ｕ比の分析 

(ｌ) 蒸発性不純物測定装置 

不純物分析の蒸発性不純物含有量の分析 

(ｍ) 塩素・フッ素分析装置 

不純物分析の塩素・フッ素含有量の分析 

(ｎ) 水分分析装置 

不純物分析の水分含有量の分析 

(ｏ) 金相試験装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-検-②(P64,63か

ら) 
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(8)  分析済液処理装置グローブボックス 

分析済液処理装置グローブボックスは，

その内部に分析済液処理装置を設置する設

計とする。 

また，工程室とグローブボックス内の差

圧異常の検知及びグローブボックス内の火

災を感知するグローブボックス負圧・温度

監視設備を設置する設計とする。 

(9)  分析済液処理装置 

分析済液処理装置は，分析済液からウラ

ン及びプルトニウムをＲＳ粉末として回収

し，成形施設の粉末調整工程のスクラップ

処理設備の再生スクラップ受払装置又は低

レベル廃液処理設備へ払い出す設計とす

る。また，スクラップの容器の払い出しま

での一時的な保管を行う設計とする。 

分析済液を内包する系統及び機器は，溶

接，フランジ又は継手で接続する構造と

し，放射性物質が漏えいしにくい設計とす

る。 その他-検-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物性測定のミクロ組織介在物，気孔分布，平

均結晶粒径又はプ 

ルトニウム均一度の分析 

(ｐ) プルトニウムスポット検査装置 

物性測定のプルトニウム均一度の分析 

(ｑ) ＥＰＭＡ分析装置 

物性測定のミクロ組織介在物又はプルトニウ

ム均一度の分析 

(ｒ) 粉末物性測定装置 

物性測定の粒度分布又は比表面積の分析 

(ｓ) 液浸密度測定装置 

物性測定の液浸密度又は開気孔率の分析 

(ｔ) 熱分析装置 

物性測定の熱的特性の分析 

(ｕ) ペレット溶解性試験装置 

物性測定のペレット溶解度の分析 

(ｖ) Ｘ線回折測定装置 

物性測定の結晶構造の分析 

(ｗ) 受払・分配装置 

本装置と受払装置，分析装置との間での分析

試料の搬送 

(ｘ) 分配装置 

本装置と受払装置，分析装置との間での分析

試料の搬送 

(ｙ) 搬送装置 

本装置と分析装置との間での分析試料の搬送 

(ｚ) 収去試料受払装置，収去試料調製装置 

収去した分析試料の調製，分析 他◇18  

ｈ．分析済液処理装置グローブボックス 

分析済液処理装置グローブボックスは，

その内部に分析済液処理装置を設置する設

計とする。 

また，工程室とグローブボックス内の差

圧異常の検知及びグローブボックス内の火

災を感知するグローブボックス負圧・温度

監視設備を設ける。 

ｉ．分析済液処理装置 

分析済液処理装置は，分析済液からウラ

ン及びプルトニウムをＲＳ粉末として回収

し，成形施設の粉末調整工程のスクラップ

処理設備の再生スクラップ受払装置又は低

レベル廃液処理設備へ払い出す設計とす

る。また，スクラップの容器の払い出しま

での一時的な保管ができる設計とする。 

分析済液を内包する系統及び機器は，溶

接，フランジ又は継手で接続する構造と

し，放射性物質が漏えいしにくい設計とす

る。分析済液処理装置の各装置における主

な処理作業を以下に示す。 その他-検-② 

(ａ) 中和固液分離装置，乾燥・煆焼処理装置

では，分析済液を固体と液体に分離し，固

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-検-②(P64,65か

ら) 
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(10)  運搬台車 

運搬台車は，分析設備と実験設備の小規

模試験設備等との間で，バッグアウトした

ＭＯＸを搬送する設計とする。また，分析

装置と分析済液処理装置との間で，バッグ

アウトした分析済液を搬送する設計とす

る。 

(11)  グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボ

ックス内及びオープンポートボックス内

の火災を感知し警報を発する設計とす

る。また，安全上重要な施設以外のグロ

ーブボックス内の消火のため，消火設備

のグローブボックス消火装置に信号を発

する設計とする。 

また，グローブボックスの負圧を検知

し，グローブボックスの負圧に異常があ

る場合に警報を発する設計とする。 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，各グローブボックスに設置する設計

とする。 

その他-検-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体の含水率を低減する処理を行う。 

(ｂ) ろ過処理装置，第１活性炭処理装置で

は，(ａ)が終了した液体の放射能濃度を低

減する処理を行う。 

(ｃ) 第２活性炭処理装置，吸着処理装置で

は，(ｂ)が終了した液体の放射能濃度を低

減する処理を行う。 

(ｄ) 放射能濃度分析装置では，分析済液の処

理における放射能濃度の分析を行う。 他

◇19  

ｊ．運搬台車 

運搬台車は，分析設備と実験設備の小規

模試験設備等との間で，バッグアウトした

ＭＯＸを搬送する設計とする。 

また，分析装置と分析済液処理装置との

間で，バッグアウトした分析済液を搬送す

る設計とする。 

ｋ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボ

ックス内及びオープンポートボックス内

の火災を感知し警報を発する設計とす

る。また，安全上重要な施設以外のグロ

ーブボックス内の消火のため，消火設備

のグローブボックス消火装置に信号を発

する設計とする。 

また，グローブボックスの負圧を検知

し，グローブボックスの負圧に異常があ

る場合に警報を発する設計とする。 

その他-検-② 

⑤ 評価 

ａ．分析設備は，気送装置，受払装置，分

析装置及び分析済液処理装置等を設ける

ので，ＭＯＸ燃料加工施設内の各工程で

分析試料を移送及び分析することができ

る。 他◇17  

ｂ．分析設備は，対象となる分析試料の汚

染の程度を確認することを考慮に入れ，

必要に応じて分析試料を取り扱う部分を

グローブボックスなどに収納するととも

に，グローブボックスは，気体廃棄物の

廃棄設備の換気設備で負圧を維持する設

計とするので閉じ込め機能を確保でき

る。 他◇11  

ｃ．分析設備の臨界安全管理を要する機器

は，技術的にみて想定されるいかなる場

合でも添５第５表に示す取扱単位又は形

態，管理方法及び核的制限値により，単

一ユニットとして臨界を防止できる。ま

た，各単一ユニットは，適切な配置とす

ることにより，複数ユニットの臨界を防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-検-②(P64,65か

ら) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「小規模試験設備等」の指す

内容は許可における記載と同

様であり、列挙した場合に煩

雑となるため許可の記載を用

いた。 
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② 主要な設備及び機器の種類及び個数

ａ．分析設備 

(ａ) 気送装置 その他-検-② 

ⅰ．設置場所 

燃料加工建屋内 

ⅱ．個数 

１式 他□2  

(ｂ) 受払装置グローブボックス その他-検-

② 

ⅰ．設置場所 

分析第２室 

ⅱ．個数 

１基 他□2  

(ｃ) 受払装置 

ⅰ．設置場所 

分析第２室 

ⅱ．個数 

１台 

(ｄ) 分析装置オープンポートボックス その

他-検-② 

ⅰ．設置場所 

分析第２室 

ⅱ．個数 

１式 他□2  

(ｅ) 分析装置フード その他-検-② 

ⅰ．設置場所 

分析第１室及び分析第２室 

ⅱ．個数 

１式 他□2  

(ｆ) 分析装置グローブボックス その他-検-

② 

ⅰ．設置場所 

分析第１室及び分析第２室 

ⅱ．個数 

１式 他□2  

(ｇ) 分析装置 

ⅰ．設置場所 

分析第１室及び分析第２室 

ⅱ．個数 

１式 

(ｈ) 分析済液処理装置グローブボックス そ

の他-検-② 

ⅰ．設置場所 

分析第２室及び分析第３室 

ⅱ．個数 

１式 他□2  

止できる。 他◇9  

ｄ．分析設備では，可能な限り不燃性材料

又は難燃性材料を使用することにより，

火災を防止することができる。 他◇12  

⑥ 分析設備の主要設備の仕様

ａ．分析設備

(ａ) 気送装置 他◇21

ⅰ．設置場所

燃料加工建屋内 

ⅱ．個数 

１式 他◇3  

(ｂ) 受払装置グローブボックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

分析第２室 

ⅱ．個数 

１基 他◇3  

(ｃ) 受払装置 

ⅰ．設置場所 

分析第２室 

ⅱ．個数 

１台 

(ｄ) 分析装置オープンポートボックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

分析第２室 

ⅱ．個数 

１式 他◇3  

(ｅ) 分析装置フード 他◇21  

ⅰ．設置場所 

分析第１室及び分析第２室 

ⅱ．個数 

１式 他◇3  

(ｆ) 分析装置グローブボックス 他◇21  

ⅰ．設置場所 

分析第１室及び分析第２室 

ⅱ．個数 

１式 他◇3  

(ｇ) 分析装置 

ⅰ．設置場所 

分析第１室及び分析第２室 

ⅱ．個数 

１式 

(ｈ) 分析済液処理装置グローブボックス 他

◇21

ⅰ．設置場所 

分析第２室及び分析第３室 

ⅱ．個数 

１式 他◇3  

その他-検-②(P59～61

へ) 
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7.10核燃料物質の計量設備 

核燃料物質の計量設備は，核燃料物質を

計量するため，加工施設内の各施設におい

て核燃料物質の秤量等を行う計量設備で構

成し，燃料加工建屋に収納する設計とす

る。 

その他-計-① 

(ｉ) 分析済液処理装置 

ⅰ．設置場所 

分析第２室及び分析第３室 

ⅱ．個数 

１式 

(ｊ) 運搬台車 

ⅰ．個数 

１式 

ｂ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

(ａ) 個数 

１式 その他-検-② 

核燃料物質の検査設備の主要な設備・機器の

配置図を第５図に示す。 他□4  

 

③ 主要な核的制限値 

ａ．単一ユニット 

検査設備の臨界管理のために，核燃料物

質取扱い上の一つの単位となる単一ユニッ

トを設定する。単一ユニットの核的制限値

は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕

度ある条件を設定し，十分信頼性のある計

算コードを使用して，中性子実効増倍率が

0.95以下となるように質量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量

は下表の核的制限値以下となるようにす

る。 

 

 
 

注１ 二重装荷を考慮する場合は２分の１とす

る。 

注２ 最適減速条件 

 

ｂ．複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態

に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95

以下となるように単一ユニットの配置等を設

定する。 他□8  

 

(２) 核燃料物質の計量設備 

計量設備は，核燃料物質を計量するた

め，加工施設内の各施設において核燃料物

質の秤量等を行う計量設備で構成し，燃料

加工建屋に収納する。その他-計-① 

燃料加工建屋の主要構造は「ハ.(ハ)成型

施設(１)施設の種類」に示す。 他□4  

(ｉ) 分析済液処理装置 

ⅰ．設置場所 

分析第２室及び分析第３室 

ⅱ．個数 

１式 

 (ｊ) 運搬台車 

ⅰ．個数 

１式 

ｂ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

(ａ) 個数 

１式 他◇21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 核燃料物質の計量設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「秤量等」の指す内容は許可

における記載と同様であり、

列挙した場合に煩雑となるた

め許可の記載を用いた。 
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7.10.1  核燃料物質の計量設備の構成 

核燃料物質の計量設備は，核燃料物質の

所在，形態及び量を管理できる機能を有す

る設計とする。 

 

 

7.10.2  主要設備の系統構成 

核燃料物質の計量設備は，ID番号読取

機，秤量器，運転管理用計算機及び臨界管

理用計算機で構成する。 

その他-計-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11 実験設備 

 

実験設備は，粉末混合条件等の調査・評

価等を行う小規模試験設備で構成し，燃料

加工建屋に収納する設計とする。小規模試

験設備には，小規模焼結処理装置，小規模

焼結炉排ガス処理装置等を設置する設計と

する。 

小規模試験設備は，制御第１室及び制御

第４室にて施設の状態監視，運転操作及び

工程停止操作を行うことができる設計とす

る。 

その他-実-① 

7.11.1  実験設備の構成 

実験設備の小規模試験設備は，小規模試

験，再焼結試験，先行試験，各装置より回

収された回収粉末の希釈混合等を行う設計

とする。 

その他-実-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ) 主要な実験設備の種類 

(１) 設備の種類 他□4  

実験設備は，粉末混合条件等の調査・評価等

を行う小規模試験設備で構成する。小規模試

験設備には，小規模焼結処理装置，小規模焼

結炉排ガス処理装置等を設ける。 

 

 

小規模試験設備は，制御第１室及び制御第４

室にて施設の状態監視，運転操作及び工程停

止操作を行える設計とする。 

その他-実-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 概要 

核燃料物質の計量設備は，ＭＯＸ燃料加

工施設内の各施設において核燃料物質の所

在，形態及び量を管理するため，ＩＤ番号

読取機，秤量器，運転管理用計算機及び臨

界管理用計算機を設ける設計とする。 

② 設計方針 

ａ．核燃料物質の計量設備は，核燃料物質の

所在，形態及び量を管理できる機能を有す

る設計とする。 

③ 主要設備 

ａ．ＩＤ番号読取機 １式 

ｂ．秤量器 １式 

ｃ．運転管理用計算機 １式 

ｄ．臨界管理用計算機 １式 その他-計-② 

④ 評価 

ａ．核燃料物質の計量設備は，ＩＤ番号読取

機，秤量器，運転管理用計算機及び臨界管理

用計算機を設けるため，核燃料物質の所在，

形態及び量を管理できる機能を有する。 他

◇17  

 

(ハ) 主要な実験設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 概要 

実験設備として小規模試験設備を設ける

設計とする。 

小規模試験設備は，小規模試験，再焼結

試験，先行試験，各装置より回収された回

収粉末の希釈混合等を行う設計とする。 

その他-実-② 

(２) 設計方針 

① 臨界安全 

小規模試験設備の臨界安全管理を要する

機器は，技術的にみて想定されるいかなる

場合でも，単一ユニットとして臨界を防止

できる設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置す

ることにより，複数ユニットとして臨界を

防止できる設計とする。 他◇9  

② 落下防止等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「粉末混合条件等」の指す内

容は許可における記載と同様

であり、列挙した場合に煩雑

となるため許可の記載を用い

た。 

【「等」の解説】 

「調査・評価等」の指す内容

は許可における記載と同様で

あり、列挙した場合に煩雑と

なるため許可の記載を用い

た。 

【「等」の解説】 

「小規模焼結炉排ガス処理装

置等」の指す内容は許可にお

ける記載と同様であり、列挙

した場合に煩雑となるため許

可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「希釈混合等」の指す内容は

許可における記載と同様であ

り、列挙した場合に煩雑とな

るため許可の記載を用いた。 
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7.11.2  主要設備の系統構成 

小規模試験設備は，小規模粉末混合装置

グローブボックス，小規模粉末混合装置，

小規模プレス装置グローブボックス，小規

模プレス装置，小規模焼結処理装置グロー

ブボックス，小規模焼結処理装置，小規模

焼結炉排ガス処理装置グローブボックス，

小規模焼結炉排ガス処理装置，小規模研削

検査装置グローブボックス，小規模研削検

査装置，資材保管装置グローブボックス，

容器（原料ＭＯＸポット，ウランポット，

試験ペレット焼結トレイ及び試験用波板ト

レイ）及び資材保管装置で構成する。ま

た，グローブボックス負圧・温度監視設備

を設置する設計とする。 

(1)  小規模粉末混合装置グローブボックス 

小規模粉末混合装置グローブボックス

は，その内部に小規模粉末混合装置を設置

する設計とする。 

(2)  小規模粉末混合装置 

小規模粉末混合装置は，スクラップ処理

（ＣＳ）及び小規模試験として粉末混合，

微粉砕混合，強制篩分及び物性測定を行う

設計とする。 

小規模粉末混合装置では，ウラン合金ボ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模試験設備の搬送機器は，逸走防

止，落下防止又は転倒防止のための機構を

設ける設計とする。 他◇10  

③ 閉じ込め 

小規模試験設備の放射性物質を内包する

設備は，漏えいしにくい構造とするととも

に，万一放射性物質が漏えいした場合にも

工程室及び燃料加工建屋内に保持する設計

とする。 

また，気体廃棄物の廃棄設備で負圧を維

持することにより，閉じ込め機能を確保で

きる設計とする。 他◇11  

④ 火災及び爆発の防止 

小規模試験設備は，可能な限り不燃性材

料又は難燃性材料を使用する設計とする。 

他◇12  

⑤ 外部電源喪失 

安全上重要な施設の小規模焼結処理装置

内部温度高による過加熱防止回路，小規模

焼結処理装置への冷却水流量低による加熱

停止回路及び小規模焼結炉排ガス処理装置

の補助排風機（安全機能の維持に必要な回

路を含む。）は，非常用所内電源設備に接

続し，外部電源が喪失した場合でも，安全

機能が確保できる設計とする。 他◇14  

 

(３) 主要設備の仕様 

小規模試験設備は，小規模粉末混合装置

グローブボックス，小規模粉末混合装置，

小規模プレス装置グローブボックス，小規

模プレス装置，小規模焼結処理装置グロー

ブボックス，小規模焼結処理装置，小規模

焼結炉排ガス処理装置グローブボックス，

小規模焼結炉排ガス処理装置，小規模研削

検査装置グローブボックス，小規模研削検

査装置，資材保管装置グローブボックス及

び資材保管装置で構成する。また，グロー

ブボックス負圧・温度監視設備を設ける。 

小規模試験設備の主要設備の仕様を(７)

に示す。 他◇2  

(４) 系統構成及び主要設備 他◇2  

① 小規模粉末混合装置グローブボックス 

小規模粉末混合装置グローブボックス

は，その内部に小規模粉末混合装置を設置

する設計とする。 

② 小規模粉末混合装置 

小規模粉末混合装置は，スクラップ処理

（ＣＳ）及び小規模試験として粉末混合，

微粉砕混合，強制篩分及び物性測定を行う

設計とする。 

小規模粉末混合装置では，ウラン合金ボ
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ールを用いる設計とする。 

(3)  小規模プレス装置グローブボックス 

小規模プレス装置グローブボックスは，

その内部に小規模プレス装置を設置する設

計とする。 

(4)  小規模プレス装置 

小規模プレス装置は，スクラップ処理

（ＣＳ），小規模試験，試験及び再焼結試

験として粉末混合，圧縮成形及びペレット

検査を行う設計とする。 

(5)  小規模焼結処理装置グローブボックス 

小規模焼結処理装置グローブボックス

は，その内部に小規模焼結処理装置を設置

する設計とする。 

(6)  小規模焼結処理装置 

小規模焼結処理装置は，水素・アルゴン

混合ガス雰囲気又はアルゴンガス雰囲気で

小規模試験におけるグリーンペレットの焼

結及び再焼結試験ペレットの再焼結を行う

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボ

ックス 

小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボ

ックスは，その内部に小規模焼結炉排ガス

処理装置を設置する設計とする。 

(8) 小規模焼結炉排ガス処理装置 

小規模焼結炉排ガス処理装置は，小規模

焼結処理装置の小規模焼結炉から排出され

るガスの冷却及び有機物の除去を行い，小

規模焼結炉の負圧を維持する設計とする。 

(9) 小規模研削検査装置グローブボックス 

小規模研削検査装置グローブボックス

は，その内部に小規模研削検査装置を設置

する設計とする。また，小規模研削検査装

置グローブボックスは，グローブボックス

排気設備により，保守管理に必要な場合及

び火災時における消火ガス放出時を除き，

常時負圧に保つ設計とし，グローブボック

ス外への核燃料物質の飛散又は漏えいを防

ぐ設計とする。 

(10) 小規模研削検査装置 

小規模研削検査装置は，先行試験，再焼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ールを用いる設計とする。 

③ 小規模プレス装置グローブボックス 

小規模プレス装置グローブボックスは，

その内部に小規模プレス装置を設置する設

計とする。 

④ 小規模プレス装置 

小規模プレス装置は，スクラップ処理

（ＣＳ），小規模試験，試験及び再焼結試

験として粉末混合，圧縮成形及びペレット

検査を行う設計とする。 

⑤ 小規模焼結処理装置グローブボックス 

小規模焼結処理装置グローブボックス

は，その内部に小規模焼結処理装置を設置

する設計とする。 

⑥ 小規模焼結処理装置 

小規模焼結処理装置は，水素・アルゴン

混合ガス雰囲気又はアルゴンガス雰囲気で

1800℃以下の温度での小規模試験における

グリーンペレットの焼結及び再焼結試験ペ

レットの再焼結を行う設計とする。 

(５) 試験・検査 

安全上重要な施設の小規模試験設備の小

規模焼結処理装置内部温度高による過加熱

防止回路，小規模焼結処理装置への冷却水

流量低による加熱停止回路及び小規模焼結

炉排ガス処理装置の補助排風機（安全機能

の維持に必要な回路を含む。）は，運転停

止時に試験及び検査ができる設計とする。 

他◇4  

⑦ 小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボッ

クス 

小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボ

ックスは，その内部に小規模焼結炉排ガス

処理装置を設置する設計とする。 

⑧ 小規模焼結炉排ガス処理装置 

小規模焼結炉排ガス処理装置は，小規模

焼結処理装置の小規模焼結炉から排出され

るガスの冷却及び有機物の除去を行い，小

規模焼結炉の負圧を維持する設計とする。 

⑨ 小規模研削検査装置グローブボックス 

小規模研削検査装置グローブボックス

は，その内部に小規模研削検査装置を設置

する設計とする。また，小規模研削検査装

置グローブボックスは，グローブボックス

排気設備により，保守管理に必要な場合及

び火災時における消火ガス放出時を除き，

常時負圧に保つ設計とし，グローブボック

ス外への核燃料物質の飛散又は漏えいを防

ぐ設計とする。 

⑩ 小規模研削検査装置 

小規模研削検査装置は，先行試験，再焼
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結試験又は小規模試験として研削，ペレッ

ト検査及び粗粉砕を行う設計とする。 

(11) 資材保管装置グローブボックス 

資材保管装置グローブボックスは，その

内部に資材保管装置を設置する設計とす

る。 

(12) 資材保管装置 

資材保管装置は，ＣＳ・ＲＳ回収ポッ

ト，原料ＭＯＸポット，先行試験ポット又

は試験ペレット焼結トレイを一時的に保管

する設計とする。また，分析試料を核燃料

物質の検査設備の分析設備の気送装置で分

析設備の受払装置又は受払・分配装置へ払

い出し，分析設備から気送装置により返却

されたＣＳ粉末，ＣＳペレット，ＲＳ粉末

又はＲＳペレットを受け入れる設計とす

る。 

(13) 容器（原料ＭＯＸポット，ウランポッ

ト，試験ペレット焼結トレイ及び試験用波板

トレイ） 

容器（原料ＭＯＸポット，ウランポッ

ト，試験ペレット焼結トレイ及び試験用波

板トレイ）は，小規模試験設備で取り扱う

核燃料物質を収納する設計とする。 

(14) グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内及びオープンポートボックス内の火

災を感知し警報を発する設計とする。ま

た，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内の消火のため，消火設備のグローブ

ボックス消火装置に信号を発する設計とす

る。 

また，グローブボックスの負圧を検知

し，グローブボックスの負圧に異常がある

場合に警報を発する設計とする。 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，各グローブボックスに設置する設計と

する。 

その他-実-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結試験又は小規模試験として研削，ペレッ

ト検査及び粗粉砕を行う設計とする。 

⑪ 資材保管装置グローブボックス 

資材保管装置グローブボックスは，その

内部に資材保管装置を設置する設計とす

る。 

⑫ 資材保管装置 

資材保管装置は，ＣＳ・ＲＳ回収ポッ

ト，原料ＭＯＸポット，先行試験ポット又

は試験ペレット焼結トレイを一時的に保管

する設計とする。また，分析試料を核燃料

物質の検査設備の分析設備の気送装置で分

析設備の受払装置又は受払・分配装置へ払

い出し，分析設備から気送装置により返却

されたＣＳ粉末，ＣＳペレット，ＲＳ粉末

又はＲＳペレットを受け入れる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内及びオープンポートボックス内の火

災を感知し警報を発する設計とする。ま

た，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内の消火のため，消火設備のグローブ

ボックス消火装置に信号を発する設計とす

る。 

また，グローブボックスの負圧を検知

し，グローブボックスの負圧に異常がある

場合に警報を発する設計とする。 

その他-実-② 

 

(６) 評価 

① 臨界安全 

小規模試験設備の臨界安全管理を要する

機器は，技術的にみて想定されるいかなる

場合でも添５第５表に示す取扱単位又は形

態，管理方法，核的制限値により，単一ユ

ニットとして臨界を防止できる。 

また，各単一ユニットは，適切に配置す

ることにより，複数ユニットとして臨界を

防止できる。 他◇9  

② 落下防止等 

小規模試験設備の搬送機器は，積載物の

転倒及び逸走を防止する機構を設けること
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その他-実-②(P70～72

から) 
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 (２) 主要な設備及び機器の種類及び個数 

① 小規模試験設備 

ａ．小規模粉末混合装置グローブボックス 

その他-実-② 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１基 

(ｃ) 主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ｂ．小規模粉末混合装置 その他-実-② 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

(ｃ) 主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ｃ．小規模プレス装置グローブボックス そ

の他-実-② 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１基 

などにより，逸走防止又は落下防止ができ

る。 他◇10  

③ 閉じ込め 

小規模試験設備の放射性物質を内包する

設備は，漏えいしにくい構造とするととも

に，万一放射性物質が漏えいした場合にも

工程室及び燃料加工建屋内に保持できる。 

また，小規模試験設備のグローブボック

ス等は，気体廃棄物の廃棄設備で負圧を維

持することなどにより，閉じ込め機能を確

保できる。 他◇11  

④ 火災及び爆発の防止 

小規模試験設備は，可能な限り不燃性材

料又は難燃性材料を使用することにより，

火災を防止することができる。 他◇12  

⑤ 外部電源喪失 

安全上重要な施設の小規模焼結処理装置

内部温度高による過加熱防止回路，小規模

焼結処理装置への冷却水流量低による加熱

停止回路及び小規模焼結炉排ガス処理装置

の補助排風機（安全機能の維持に必要な回

路を含む。）は，非常用所内電源設備に接

続し，外部電源が喪失した場合でも，安全

機能が確保できる設計とする。 他◇14  

 

 

(７) 小規模試験設備の主要設備の仕様 

① 小規模粉末混合装置グローブボックス 他

◇21  

ａ．設置場所 

分析第３室 

ｂ．個数 

１基 

ｃ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

② 小規模粉末混合装置 他◇21  

ａ．設置場所 

分析第３室 

ｂ．個数 

１台 

ｃ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

③ 小規模プレス装置グローブボックス 他◇21  

 

ａ．設置場所 

分析第３室 

ｂ．個数 

１基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-実-②(P67～69

へ) 
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(ｃ) 主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ｄ．小規模プレス装置 その他-実-② 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

(ｃ) 主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2

ｅ．小規模焼結処理装置グローブボックス 

その他-実-② 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１基 

(ｃ) 主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ｆ．小規模焼結処理装置 その他-実-② 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

(ｃ) 主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2

ｇ．小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボ

ックス その他-実-② 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１基 

(ｃ) 主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他□2  

ｈ．小規模焼結炉排ガス処理装置 その他-実

-②

(ａ) 設置場所

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

(ｃ) 主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2

ｉ．小規模研削検査装置グローブボックス 

その他-実-② 

ｃ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

④ 小規模プレス装置 他◇21

ａ．設置場所

分析第３室 

ｂ．個数 

１台 

ｃ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3

⑤ 小規模焼結処理装置グローブボックス 他

◇21

ａ．設置場所

分析第３室 

ｂ．個数 

１基 

ｃ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

⑥ 小規模焼結処理装置 他◇21

ａ．設置場所

分析第３室 

ｂ．個数 

１台 

ｃ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3

⑦ 小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボッ

クス 他◇21

ａ．設置場所

分析第３室 

ｂ．個数 

１基 

ｃ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 他◇3  

⑧ 小規模焼結炉排ガス処理装置 他◇21

ａ．設置場所 

分析第３室 

ｂ．個数 

１台 

ｃ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3

⑨ 小規模研削検査装置グローブボックス 他

◇21
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(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１基 

(ｃ) 主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ｊ．小規模研削検査装置 その他-実-② 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

(ｃ) 主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ｋ．資材保管装置グローブボックス その他-

実-② 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１基 

(ｃ) 主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他□2  

ｌ．資材保管装置 その他-実-② 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

(ｃ) 主要な構成材 

ステンレス鋼 他□2  

ｍ．容器（原料ＭＯＸポット，ウランポット 

その他-実-②，先行試験ポット，先行試験焼

結ボート，試験ペレット焼結トレイ及び試験

用波板トレイ） 他□10  

(ａ) 個数 

１式 

② グローブボックス負圧・温度監視設備 

ａ．個数 

１式 その他-実-② 

小規模試験設備の主要な設備・機器の配置図

を第５図に示す。 他□4  

(３) 試験する核燃料物質の種類 

① ＭＯＸ 

プルトニウム富化度 60％以下 

プルトニウム中のプルトニウム－240 含有率 

17％以上 

ウラン中のウラン－235 含有率 1.6％以下 

ａ．設置場所 

分析第３室 

ｂ．個数 

１基 

ｃ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

⑩ 小規模研削検査装置 他◇21  

ａ．設置場所 

分析第３室 

ｂ．個数 

１台 

ｃ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

⑪ 資材保管装置グローブボックス 他◇21  

 

ａ．設置場所 

分析第３室 

ｂ．個数 

１基 

ｃ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 他◇3  

⑫ 資材保管装置 他◇21  

ａ．設置場所 

分析第３室 

ｂ．個数 

１台 

ｃ．主要な構成材 

ステンレス鋼 他◇3  

⑬ 容器（原料ＭＯＸポット，ウランポット 

他◇21 ，先行試験ポット，先行試験焼結ボー

ト，試験ペレット焼結トレイ及び試験用波板

トレイ） 他◇20  

ａ．個数 

１式 

⑭ グローブボックス負圧・温度監視設備 

ａ．個数 

１式 他◇21  
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② ウラン酸化物 

ウラン中のウラン－235 含有率 天然ウラン

中の含有率以下 他□6  

(４) 主要な核的及び熱的制限値 

① 核的制限値 

ａ．単一ユニット 

実験設備の臨界管理のために，核燃料物

質取扱い上の一つの単位となる単一ユニッ

トを設定する。単一ユニットの核的制限値

は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕

度ある条件を設定し，十分信頼性のある計

算コードを使用して，中性子実効増倍率が

0.95以下となるように質量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は

下表の核的制限値以下となるようにする。 

 
 

注１ 二重装荷を考慮する場合は２分の１とす

る。 

 

ｂ．複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態

に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95

以下となるように単一ユニットの配置等を設

定する。 他□8  

 

② 熱的制限値 

核燃料物質を加熱する設備の熱的制限値を以

下のとおり設定する。 

 

 
 

 他□9  
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ホ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(イ) 気体廃棄物の廃棄設備 

(１) 設計基準対象の施設 

② 設計方針 

ｆ．共用 

貯蔵容器搬送用洞道は，ＭＯＸ燃料加工施設

境界の扉開放時には，ＭＯＸ燃料加工施設の

気体廃棄物の廃棄設備により負圧に維持する

設計とし，再処理施設境界の扉開放時には，

再処理施設の気体廃棄物の廃棄施設により貯

蔵容器搬送用洞道を負圧に維持する設計とす

ること，また，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉

及び再処理施設境界の扉は，同時に開放しな

い設計とすることで，共用によってＭＯＸ燃

料加工施設の安全性を損なわない設計とす

る。 その他-共-①1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-共-①1(P3へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78



別紙 1-2① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十四条 （安全機能を有する施設（第 2章 個別項目 成形施設等））（74 / 84） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.13 冷却水設備 

 

冷却水設備は，成形施設のペレット加工

工程の焼結設備の焼結炉及び排ガス処理装

置並びに実験設備の小規模試験設備の小規

模焼結処理装置及び小規模焼結炉排ガス処

理装置の冷却を行う設計とする。 

その他-他-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.14 給排水衛生設備 

 

給排水衛生設備は，工業用水設備，飲料

水設備及び共用する再処理施設の給水処理

設備で構成し，ＭＯＸ燃料加工施設の運転

に必要な工業用水及び飲料水を確保及び供

給する設計とする。 

その他-他-② 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ) その他の主要な事項 

(２) 冷却水設備 

 

冷却水設備は，成形施設のペレット加工

工程の焼結設備の焼結炉及び排ガス処理装

置並びに実験設備の小規模試験設備の小規

模焼結処理装置及び小規模焼結炉排ガス処

理装置の冷却を行う設計とする。 

その他-他-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 給排水衛生設備 

 

給排水衛生設備は，ＭＯＸ燃料加工施設

の運転に必要な工業用水及び飲料水を確保

及び供給する設備である。その他-他-② 

 

 

給排水衛生設備の一部は，再処理施設及び廃

棄物管理施設と共用する。 その他-共-①4 

 

 

 

 

 

 

(ニ) その他の主要な事項 

(２) 冷却水設備 

① 概要 

冷却水設備は，成形施設のペレット加工

工程の焼結設備の焼結炉及び排ガス処理装

置並びに実験設備の小規模試験設備の小規

模焼結処理装置及び小規模焼結炉排ガス処

理装置の冷却を行う設計とする。 他◇21  

冷却水は，工程用冷凍機と熱交換器との

間を冷水ポンプにより循環及び冷却し，工

程室内に設置される焼結炉等の冷却は，熱

交換器を介した独立系統の冷却系を用い

て，汚染の拡大を防ぐ設計とする。また，

燃料加工建屋内の冷水ポンプには予備機を

設ける設計とする。 

② 設計方針 

ａ．冷却水設備は，成形施設のペレット加

工工程の焼結設備の焼結炉及び排ガス処

理装置並びに実験設備の小規模試験設備

の小規模焼結処理装置及び小規模焼結炉

排ガス処理装置で発生する熱を除去でき

る設計とする。 

ｂ．冷却水設備の屋外機器は，必要に応じ

て凍結を防止できる設計とする。 

③ 評価 

ａ．冷却水設備は，適切な容量の工程用冷

凍機，熱交換器等を設ける設計とするこ

とで，成形施設のペレット加工工程の焼

結設備の焼結炉及び排ガス処理装置並び

に実験設備の小規模試験設備の小規模焼

結処理装置及び小規模焼結炉排ガス処理

装置で発生する熱を除去できる。 

ｂ．冷却水設備の屋外機器は，保温材の設

置等により冷却水の凍結を防止できる。 

他◇22  

 

(３) 給排水衛生設備 

① 概要 

給排水衛生設備は，ＭＯＸ燃料加工施設

の運転に必要な工業用水及び飲料水を確保

及び供給する設備である。 他◇21  

 

 

給排水衛生設備の一部は，再処理施設及

び廃棄物管理施設と共用する。 

② 設計方針 

ａ．給排水衛生設備は，ＭＯＸ燃料加工施設

の運転に必要な量及び水質の水を供給でき

る設計とする。 

ｂ．給排水衛生設備の屋外機器は，必要に応

じて凍結を防止できる設計とする。 他◇22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-共-①4(P76か

ら) 
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7.14.1  工業用水設備 

工業用水設備は，成形施設のペレット加

工工程の焼結設備の焼結炉等の湿分添加

水，核燃料物質の検査設備の分析設備の分

析済液処理装置及び低レベル廃液処理設備

の機器洗浄用水，廃液希釈用水等として工

業用水を供給する設計とする。 

7.14.2  飲料水設備 

飲料水設備は，管理区域外の便所，手洗

い，管理区域内の機器洗浄等の用水を供給

する設計とする。 

その他-他-② 

 

 

 

 

 

 

7.14.3  給水処理設備 

 

再処理施設の給水処理設備は，飲料水設備

に飲料水及び工業用水設備に工業用水を供給

できる設計とし，飲料水設備に飲料水及び工

業用水設備に工業用水を供給する系統を再処

理施設及び廃棄物管理施設と共用するが，再

処理施設及び廃棄物管理施設における使用を

想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設に十分なろ

過水を供給できる容量を確保できる。また，

故障その他異常が発生し，再処理施設からろ

過水の供給が停止したとしても，共用によっ

てＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない

設計とする。 その他-共-①4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 工業用水設備 

工業用水設備は，成形施設のペレット加

工工程の焼結設備の焼結炉等の湿分添加

水，核燃料物質の検査設備の分析設備の分

析済液処理装置及び低レベル廃液処理設備

の機器洗浄用水，廃液希釈用水等として工

業用水を供給する設計とする。 

② 飲料水設備 

飲料水設備は，管理区域外の便所，手洗

い，管理区域内の機器洗浄等の用水を供給

する設計とする。 

その他-他-② 

 

 

 

 

 

 

③ 給水処理設備（再処理施設及び廃棄物管理

施設と共用） 

再処理施設の給水処理設備は，飲料水設備に

飲料水及び工業用水設備に工業用水を供給で

きる設計とし，飲料水設備に飲料水及び工業

用水設備に工業用水を供給する系統を再処理

施設及び廃棄物管理施設と共用する。 その

他-共-①4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．共用する給水処理設備は，再処理施設及

び廃棄物管理施設における使用を想定して

も，ＭＯＸ燃料加工施設に十分なろ過水を

供給できる容量を確保できる。また，故障

その他異常が発生し，再処理施設からろ過

水の供給が停止したとしても，共用によっ

てＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわな

い設計とする。 その他-共-①4 

③ 主要設備の仕様 

給排水衛生設備は，工業用水設備，飲料

水設備及び再処理施設の給水処理設備で構

成し，ＭＯＸ燃料加工施設にろ過水のう

ち，工業用水及び飲料水を供給できる設計

とする。 その他-他-② 

④ 主要設備 

ａ．工業用水設備 

工業用水設備は，成形施設のペレット加

工工程の焼結設備の焼結炉等の湿分添加

水，核燃料物質の検査設備の分析設備の分

析済液処理装置及び低レベル廃液処理設備

の機器洗浄用水，廃液希釈用水等として工

業用水を供給する設計とする。 

ｂ．飲料水設備 

飲料水設備は，管理区域外の便所，手洗

い，管理区域内の機器洗浄等の用水を供給

する設計とする。 

ｃ．給水処理設備（再処理施設及び廃棄物管

理施設と共用） 

再処理施設の給水処理設備は，飲料水設

備に飲料水及び工業用水設備に工業用水を

供給できる設計とし，飲料水設備に飲料水

及び工業用水設備に工業用水を供給する系

統を再処理施設及び廃棄物管理施設と共用

する 他◇21  

⑤ 評価 

ａ．給排水衛生設備は，適切な容量の給水装

置等を設ける設計とする 

ので，ＭＯＸ燃料加工施設の運転に必要な量

及び水質の水を供給することができる。 

ｂ．給排水衛生設備の屋外機器は，地中埋設

により水の凍結を防止できる。 他◇22  

ｃ．再処理施設と共用する給水処理設備は，

再処理施設及び廃棄物管理施設における使用

を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設に十分な

ろ過水を供給できる容量を確保できる。ま

た，故障その他異常が発生し，再処理施設か

らろ過水の供給が停止したとしても，共用に

よってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわ

ない。 他◇17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他-共-①4(P75へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「廃液希釈用水等」の指す内

容は許可における記載と同様

であり、列挙した場合に煩雑

となるため許可の記載を用い

た。 

【「等」の解説】 

「機器洗浄等」の指す内容は

許可における記載と同様であ

り、列挙した場合に煩雑とな

るため許可の記載を用いた。 
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7.15 空調用冷水設備 

 

空調用冷水設備は，気体廃棄物の廃棄設

備の給気設備によって燃料加工建屋内に取

り込んだ外気を給気系の冷却コイルで冷却

する設計とする。また，空調用冷水は，空

調用冷凍機と給気系の冷却コイルとの間で

循環及び冷却する設計とする。 

その他-他-③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.16 空調用蒸気設備 

 

空調用蒸気設備は，気体廃棄物の廃棄設

備の給気設備によって燃料加工建屋内に取

り込んだ外気を給気系の加熱コイルで加熱

する設計とする。 

その他-他-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 空調用冷水設備 

 

空調用冷水設備は，気体廃棄物の廃棄設

備の給気設備によって燃料加工建屋内に取

り込んだ外気を給気系の冷却コイルで冷却

する設計とする。また，空調用冷水は，空

調用冷凍機と給気系の冷却コイルとの間で

循環及び冷却する設計とする。 

その他-他-③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 空調用蒸気設備 

 

空調用蒸気設備は，気体廃棄物の廃棄設

備の給気設備によって燃料加工建屋内に取

り込んだ外気を給気系の加熱コイルで加熱

する設計とする。 

その他-他-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 空調用冷水設備 

① 概要 

空調用冷水設備は，気体廃棄物の廃棄設

備の給気設備によって燃料加工建屋内に取

り込んだ外気を給気系の冷却コイルで冷却

する設計とする。また，空調用冷水は，空

調用冷凍機と給気系の冷却コイルとの間で

循環及び冷却する設計とする。 他◇21  

② 設計方針 

ａ．空調用冷水設備は，気体廃棄物の廃棄設

備の給気設備によって燃料加工建屋内に取

り込んだ外気を給気系の冷却コイルで冷却

するための空調用冷水を供給できる設計と

する。 

ｂ．空調用冷水設備の屋外機器は，必要に応

じて凍結を防止できる設計とする。 

③ 評価 

ａ．空調用冷水設備は，適切な容量の空調用

冷凍機等を設ける設計とすることで，気体

廃棄物の廃棄設備の給気設備によって燃料

加工建屋内に取り込んだ外気を給気系の冷

却コイルで冷却するための空調用冷水を供

給することができる。 

ｂ．空調用冷水設備の屋外機器は，保温材の

設置等により空調用冷水の凍結を防止でき

る。 他◇22  

 

(５) 空調用蒸気設備 

① 概要 

空調用蒸気設備は，気体廃棄物の廃棄設

備の給気設備によって燃料加工建屋内に取

り込んだ外気を給気系の加熱コイルで加熱

する設計とする。 他◇21 また，空調用蒸気

は，空調用ボイラから給気系の加熱コイル

へ供給し，凝縮水は，空調用蒸気還水槽を

経由して，空調用ボイラに送水し，再利用

する設計とする。なお，空調用蒸気設備に

は，蒸気遮断弁を設け，蒸気漏えいによる

室内の温度上昇により作動する設計とす

る。 

② 設計方針 

ａ．空調用蒸気設備は，気体廃棄物の廃棄設

備の給気設備によって燃料加工建屋内に取

り込んだ外気を給気系の加熱コイルで加熱

するための空調用蒸気を供給できる設計と

する。 他◇22  

③ 評価 

ａ．空調用蒸気設備は，適切な容量の空調用

ボイラ等を設ける設計とすることで，気体廃

棄物の廃棄設備の給気設備によって燃料加工

建屋内に取り込んだ外気を給気系の加熱コイ
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7.17 燃料油供給設備（蒸気供給設備） 

 

燃料油供給設備は，空調用蒸気設備で用

いる燃料油を貯蔵するために地下ピット内

にボイラ用燃料受槽を設置する設計とす

る。 

再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備

は，ＭＯＸ燃料加工施設の燃料油供給設備

へ燃料油を供給する設計とする。 その他-

他-⑤ 

再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備

を，再処理施設と共用するが，再処理施設

における使用を想定しても，ＭＯＸ燃料加

工施設に十分な燃料を供給できる容量を確

保し，故障その他の異常が発生し，再処理

施設から燃料油の供給が停止したとして

も，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安

全性を損なわない設計とする。 その他-共

-①5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.18 窒素循環用冷却水設備 

 

窒素循環用冷却水設備は，燃料加工建屋

内に設置するローカルクーラ及び循環窒素

冷却用冷凍機の空調用機械に冷却水を供給

し，循環及び冷却する設計とする。 

その他-他-⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 燃料油供給設備（蒸気供給設備） 

 

燃料油供給設備は，空調用蒸気設備で用

いる燃料油を貯蔵するために地下ピット内

にボイラ用燃料受槽を設ける設計とする。 

その他-他-⑤ 

 

 

 

 

再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備

は，ＭＯＸ燃料加工施設の燃料油供給設備

へ燃料油を供給する。 その他-他-⑤この

ため，再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵

設備を，再処理施設と共用し，共用によっ

てＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわな

い設計とする。 その他-共-①5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 窒素循環用冷却水設備 

 

窒素循環用冷却水設備は，燃料加工建屋

内に設置するローカルクーラ等の空調用機

械に冷却水を供給し，循環及び冷却する設

計とする。 

その他-他-⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルで加熱するための空調用蒸気を供給するこ

とができる。 他◇22  

 

(６) 燃料油供給設備 

① 概要 

燃料油供給設備は，空調用蒸気設備で用

いる燃料油を貯蔵するために地下ピット内

にボイラ用燃料受槽を設ける設計とする。 

② 設計方針 

ａ．燃料油供給設備は，空調用蒸気設備で

用いる燃料油を貯蔵できる設計とする。 

ｂ．再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設

備を，再処理施設と共用する。 他◇21 再

処理施設における使用を想定しても，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設に十分な燃料を供給で

きる容量を確保し，故障その他の異常が

発生し，再処理施設から燃料油の供給が

停止したとしても，共用によってＭＯＸ

燃料加工施設の安全性を損なわない設計

とする。 その他-共-①5 

③ 評価 

ａ．燃料油供給設備は，適切な容量のボイ

ラ用燃料受槽を設ける設計とするので，

空調用蒸気設備で用いる燃料油を貯蔵及

び供給できる。 他◇21  

ｂ．一般蒸気系の燃料貯蔵設備は，再処理

施設における使用を想定しても，ＭＯＸ

燃料加工施設に十分な燃料を供給できる

容量を確保し，故障その他の異常が発生

し，再処理施設から燃料油の供給が停止

したとしても，共用によってＭＯＸ燃料

加工施設の安全性を損なわない。 他◇17  

 

(７) 窒素循環用冷却水設備 

① 概要 

窒素循環用冷却水設備は，燃料加工建屋

内に設置するローカルクーラ等の空調用機

械に冷却水を供給し，循環及び冷却する設

計とする。 他◇21  

また，冷却水は冷却塔及びローカルクー

ラ用冷凍機により冷却する設計とする。 

② 設計方針 

ａ．窒素循環用冷却水設備は，燃料加工建

屋内に設置するローカルクーラ等の空調

用機械で発生する熱を除去できる設計と

する。 

ｂ．窒素循環用冷却水設備は，放射性物質

を含む流体が環境に流出しない設計とす

る。 

ｃ．窒素循環用冷却水設備の屋外機器は，

必要に応じて凍結を防止できる設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

「ローカルクーラ等」につい

て対象を明確にした。 
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7.19 窒素ガス設備 

 

窒素ガス設備は，空気から窒素を抽出す

る窒素ガス発生装置により，窒素雰囲気型

グローブボックス並びに粉末調整工程，ペ

レット加工工程，燃料棒加工工程，燃料集

合体組立工程，梱包出荷工程及び核燃料物

質の検査設備の分析設備の窒素ガスを用い

る各装置に，窒素ガスを供給する設計とす

る。 

その他-他-⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.20 水素・アルゴン混合ガス設備 

 

水素・アルゴン混合ガス設備は，エネル

ギー管理建屋に設置する設計とする。水

素・アルゴン混合ガス設備は，混合ガス水

素濃度高による混合ガス供給停止回路，混

合ガス濃度異常遮断弁（焼結炉系，小規模

焼結処理系），水素ガス漏えい検知器，混

合ガス緊急遮断弁，混合ガス製造装置，混

合ガス充填装置及び混合ガス供給装置で構

成し，水素ガス設備から供給される水素ガ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(８) 窒素ガス設備 

 

窒素ガス設備は，空気から窒素を抽出す

る窒素ガス発生装置により，窒素雰囲気型

グローブボックス並びに粉末調整工程，ペ

レット加工工程，燃料棒加工工程，燃料集

合体組立工程，梱包出荷工程及び核燃料物

質の検査設備の分析設備の窒素ガスを用い

る各装置に，窒素ガスを供給する設計とす

る。 

その他-他-⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(９) 水素・アルゴン混合ガス設備 

 

水素・アルゴン混合ガス設備は，エネル

ギー管理建屋に設置し，水素ガス設備から

供給される水素ガスとアルゴンガス設備か

ら供給されるアルゴンガスを減圧して所定

の割合（水素濃度９vol％以下）で混合し，

成形施設のペレット加工工程の焼結設備の

焼結炉及び実験設備の小規模試験設備の小

規模焼結処理装置に供給する設計とする。 

その他-他-⑧ 

る。 

③ 評価 

ａ．窒素循環用冷却水設備は，適切な容量

の冷却塔，ローカルクーラ用冷凍機等を

設ける設計とすることで，燃料加工建屋

内に設置するローカルクーラ等の空調用

機械で発生する熱を除去できる。 

ｂ．冷却水が汚染するおそれのある設備に

冷却水を供給する場合には，ローカルク

ーラ用冷凍機等を介する設計とすること

で，放射性物質を含む流体が環境に流出

することを防止できる。 

ｃ．窒素循環用冷却水設備の屋外機器は，

保温材の設置等により冷却水の凍結を防

止できる。 他◇22  

 

(８) 窒素ガス設備 

① 概要 

窒素ガス設備は，空気から窒素を抽出す

る窒素ガス発生装置により，窒素雰囲気型

グローブボックス並びに粉末調整工程，ペ

レット加工工程，燃料棒加工工程，燃料集

合体組立工程，梱包出荷工程及び核燃料物

質の検査設備の分析設備の窒素ガスを用い

る各装置に，窒素ガスを供給する設計とす

る。 他◇21  

② 設計方針 

ａ．窒素ガス設備は，窒素雰囲気型グロー

ブボックス並びに粉末調整工程，ペレッ

ト加工工程，燃料棒加工工程，燃料集合

体組立工程，梱包出荷工程及び核燃料物

質の検査設備の分析設備の窒素ガスを用

いる各装置で使用する窒素ガスを供給で

きる設計とする。 

③ 評価 

ａ．窒素ガス設備は，適切な容量の窒素ガ

ス発生装置等を設ける設計とすること

で，各装置に窒素ガスを供給できる。 

他◇22  

 

(９) 水素・アルゴン混合ガス設備 

① 概要 

水素・アルゴン混合ガス設備は，水素ガ

ス設備から供給される水素ガスと，アルゴ

ンガス設備から供給されるアルゴンガスを

減圧して所定の割合（水素濃度 9.0vol％以

下）で混合し，成形施設のペレット加工工

程の焼結設備の焼結炉及び実験設備の小規

模試験設備の小規模焼結処理装置に供給す

る。 他◇21  

② 設計方針 
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スと，アルゴンガス設備から供給されるア

ルゴンガスを減圧して所定の割合（水素濃

度 9.0vol％以下）で混合し，成形施設のペ

レット加工工程の焼結設備の焼結炉及び実

験設備の小規模試験設備の小規模焼結処理

装置に供給する設計とする。

その他-他-⑧ 

ａ．水素・アルゴン混合ガス設備は，水素・

アルゴン混合ガス中の水素濃度高を検知し

た場合には，水素・アルゴン混合ガスの供

給を遮断する設計とする。

ｂ．水素・アルゴン混合ガス設備は，水素ガ

スの漏えいを検知した場合には，所定の制

御室及び中央監視室に警報を発する設計と

する。

ｃ．水素・アルゴン混合ガス設備は，燃料加

工建屋への水素・アルゴン混合ガスの供給

前に，混合ガス貯蔵容器内の水素・アルゴ

ン混合ガス中の水素濃度を測定し，水素・

アルゴン混合ガスの水素濃度が 9.0vol％以

下であることを確認できる設計とする。

ｄ．水素・アルゴン混合ガス設備は，混合ガ

ス製造装置に異常が生じた場合において

も，水素濃度が 9.0vol％を超えた水素・ア

ルゴン混合ガスを燃料加工施設に供給され

ることのないよう，混合ガス製造装置と燃

料加工施設への供給系統を物理的に分離す

る設計とする。

ｅ．燃料加工建屋への供給系統及び混合ガ

ス貯蔵容器に水素ガス貯蔵容器を誤操作によ

り接続できない設計とする。 他◇22

③ 主要設備

水素・アルゴン混合ガス設備の主要な設

備を以下に示す。 

ａ．混合ガス水素濃度高による混合ガス供

給停止回路 

ｂ．混合ガス濃度異常遮断弁（焼結炉系，

小規模焼結処理系） 

ｃ．水素ガス漏えい検知器 

ｄ．混合ガス緊急遮断弁 

ｅ．混合ガス製造装置 

ｆ．混合ガス充填装置 

ｇ．混合ガス供給装置 その他-他-⑧ 

④ 試験・検査

安全上重要な施設の混合ガス水素濃度高

による混合ガス供給停止回路及び混合ガス

濃度異常遮断弁は，運転停止時に試験及び

検査ができる設計とする。 他◇4  

⑤ 評価

ａ．水素・アルゴン混合ガス設備は，混合

ガス水素濃度高による混合ガス供給停止

回路及び混合ガス濃度異常遮断弁（焼結

炉系，小規模焼結処理系）を設置し，混

合ガス濃度異常遮断弁は，混合ガス受槽

室に設置し，混合ガス供給停止回路は，

混合ガス受槽室，混合ガス計装ラック

室，非常用制御盤Ａ室，非常用制御盤Ｂ

室及び中央監視室に設置することによ
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7.21 アルゴンガス設備 

 

アルゴンガス設備は，水素・アルゴン混

合ガス設備，成形施設のペレット加工工程

の焼結設備の焼結炉，実験設備の小規模試

験設備の小規模焼結処理装置，被覆施設の

燃料棒加工工程のスタック乾燥設備及び挿

入溶接設備，核燃料物質の検査設備の分析

設備等に用いるアルゴンガスを液化アルゴ

ン貯槽からアルゴン蒸発器で気化，減圧し

供給する設計とする。 

その他-他-⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) アルゴンガス設備 

 

アルゴンガス設備は，水素・アルゴン混

合ガス設備，成形施設のペレット加工工程

の焼結設備の焼結炉，実験設備の小規模試

験設備の小規模焼結処理装置，被覆施設の

燃料棒加工工程のスタック乾燥設備及び挿

入溶接設備，核燃料物質の検査設備の分析

設備等に用いるアルゴンガスを液化アルゴ

ン貯槽からアルゴン蒸発器で気化，減圧し

供給する設計とする。 

その他-他-⑨ 

 

 

 

 

 

り，水素・アルゴン混合ガスの供給を遮

断できる。 

ｂ．水素・アルゴン混合ガス設備は，燃料

加工建屋内の水素・アルゴン混合ガスを

使用する設備・機器を設置する室及び水

素・アルゴン混合ガスを供給する配管を

設置する経路に水素ガス漏えい検知器を

設置することにより，水素ガスの漏えい

を検知した場合には，所定の制御室及び

中央監視室に警報を発することができ

る。 

ｃ．水素・アルゴン混合ガス設備は，混合

ガス貯蔵容器内の水素・アルゴン混合ガ

ス中の水素濃度を測定できる異なる測定

方式の水素濃度計を設ける設計とするこ

とで，水素・アルゴン混合ガスの濃度が

9.0vol％以下であることを確認できる。 

ｄ．水素・アルゴン混合ガス設備は，混合

ガス製造装置にて製造した水素・アルゴ

ン混合ガスを混合ガス充填装置からフレ

キシブルホースで接続した混合ガス貯蔵

容器に充填し，充填完了後に混合ガス貯

蔵容器と接続したフレキシブルホースを

混合ガス充填装置から燃料加工建屋への

供給系統へ繋ぎ替える設計とすること

で，燃料加工建屋外の水素・アルゴン混

合ガスの製造系統と燃料加工建屋への供

給系統を分離できる。 

ｅ．燃料加工建屋への供給系統及び混合ガ

ス貯蔵容器の接続口は，一般的な接続口

とは異なる特殊な形状の接続口を選定す

ることで，水素ガス貯蔵容器の誤接続を

防止できる。 他◇22  

 

(10) アルゴンガス設備 

① 概要 

アルゴンガス設備は，水素・アルゴン混

合ガス設備，成形施設のペレット加工工程

の焼結設備の焼結炉，実験設備の小規模試

験設備の小規模焼結処理装置，被覆施設の

燃料棒加工工程のスタック乾燥設備及び挿

入溶接設備，核燃料物質の検査設備の分析

設備等に用いるアルゴンガスを液化アルゴ

ン貯槽からアルゴン蒸発器で気化，減圧し

供給する設計とする。 他◇21  

 

② 設計方針 

ａ．アルゴンガス設備は，窒素雰囲気型グ

ローブボックス並びに粉末調整工程，ペ

レット加工工程，燃料棒加工工程，燃料

集合体組立工程，梱包出荷工程及び核燃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「分析設備等」の指す内容は

許可における記載と同様であ

り、列挙した場合に煩雑とな

るため許可の記載を用いた。 
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7.22 水素ガス設備 

水素ガス設備は，水素・アルゴン混合ガ

ス設備に用いる水素ガスを第１高圧ガスト

レーラ庫に貯蔵する貯蔵容器から減圧して

供給する設計とする。

その他-他-⑩

7.23 非管理区域換気空調設備 

非管理区域換気空調設備は，燃料加工建

屋の非管理区域の換気・空調を行う設計と

する。 

その他-他-⑪ 

7.24 荷役設備 

荷役設備は，入出庫クレーン，設備搬入

用クレーン，エレベータ及び垂直搬送機で

構成し，ウラン粉末輸送容器等の搬入及び

搬出を行う設計とする。 

その他-他-⑫ 

(11) 水素ガス設備

水素ガス設備は，水素・アルゴン混合ガ

ス設備に用いる水素ガスを第１高圧ガスト

レーラ庫に貯蔵する貯蔵容器から減圧して

供給する設計とする。 

その他-他-⑩ 

(12) 非管理区域換気空調設備

非管理区域換気空調設備は，燃料加工建

屋の非管理区域の換気・空調を行う設計と

する。 

その他-他-⑪ 

(13) 荷役設備

荷役設備は，入出庫クレーン，設備搬入

用クレーン，エレベータ及び垂直搬送機で

構成する。 

その他-他-⑫ 

料物質の検査設備の分析設備のアルゴン

ガスを用いる各装置で使用するアルゴン

ガスを供給できる設計とする。 

③ 評価

ａ．アルゴンガス設備は，適切な容量のア

ルゴン蒸発器等を設ける設計とすること

で，各装置にアルゴンガスを供給でき

る。 他◇22

(11) 水素ガス設備

① 概要

水素ガス設備は，水素・アルゴン混合ガ

ス設備に用いる水素ガスを第１高圧ガスト

レーラ庫に貯蔵する貯蔵容器から減圧して

供給する設計とする。 他◇21

② 設計方針

ａ．水素ガス設備は，水素・アルゴン混合

ガス設備に用いる水素ガスを供給できる

設計とする。 

③ 評価

ａ．水素ガス設備は，第１高圧ガストレー

ラ庫に貯蔵する貯蔵容器から減圧して供

給する設計とするので，水素・アルゴン

混合ガス設備に用いる水素ガスを供給で

きる。 他◇22

(12) 非管理区域換気空調設備

① 概要

非管理区域換気空調設備は，燃料加工建

屋の非管理区域の換気・空調を行う設計と

する。 他◇21  

② 設計方針

ａ．非管理区域換気空調設備は，燃料加工

建屋の非管理区域の換気空調を適切に行

える設計とする。 

③ 評価

ａ．非管理区域換気空調設備は，非管理区

域の換気・空調を行える設計としている

ので，非管理区域の温湿度を所定の条件

に維持できる。 他◇22  

(13) 荷役設備

① 概要

荷役設備は，入出庫クレーン，設備搬入

用クレーン，エレベータ及び垂直搬送機で

構成する。 他◇21  

② 設計方針

ａ．荷役設備は，ウラン粉末輸送容器等の搬

入及び搬出を行える設計とする。 

その他-他-⑫ 

③ 主要設備

【「等」の解説】 

「ウラン粉末輸送容器等」の

指す内容は許可における記載

と同様であり、列挙した場合

に煩雑となるため許可の記載

を用いた。 
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7.25選別・保管設備 

 

選別・保管設備は，選別・保管グローブ

ボックス，選別作業室の選別エリア，廃油

保管室の選別エリア及び廃棄物保管第１室

の作業エリアで構成し，管理区域内で発生

する物品（油類を含む）を再利用する物品

と再利用しない物品に選別する設計とす

る。また，グローブボックス負圧・温度監

視設備を設置する設計とする。 

その他-他-⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内及びオープンポートボックス内の火

災を感知し警報を発する設計とする。ま

た，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内の消火のため，消火設備のグローブ

ボックス消火装置に信号を発する設計とす

る。 

また，グローブボックスの負圧を検知

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 選別・保管設備 

 

選別・保管設備は，選別・保管グローブ

ボックス，選別作業室の選別エリア，廃油

保管室の選別エリア及び廃棄物保管第１室

の作業エリアで構成する。 

その他-他-⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入出庫クレーンは，ウラン粉末缶輸送容

器等の搬入及び搬出を行う設計とする。 

設備搬入用クレーンは，設備・機器の搬入及

び搬出を行う設計とする。 他◇21  

 (ニ) その他の安全設計 

(１) 放射性物質の移動に対する考慮 

④ 落下防止等 

ｈ．エレベータは建築基準法に基づき，以下

の設計とする。 

(ａ) 昇降機耐震設計・施工指針に基づく耐震

クラス A14で設計する。 

(ｂ) 地震を検知した場合，最寄階に停止する

設計とする。また，停電を検知した場合，

動力電源を蓄電池に切り替え，最寄階に停

止する設計とする。 

(ｃ) 仮にロープが切れた場合においても，非

常止め装置によりかごを強制的に停止し，

また，昇降路の底部には緩衝器を設け，か

ご落下の影響を緩和できる設計とする。 

他◇22  

 

(14) 選別・保管設備 

① 概要 

選別・保管設備は，選別・保管グローブ

ボックス，選別作業室の選別エリア，廃油

保管室の選別エリア及び廃棄物保管第１室

の作業エリアで構成する。 他◇21 また，グ

ローブボックス負圧・温度監視設備を設け

る。 

その他-他-⑬ 

選別・保管グローブボックスは，グロー

ブボックス排気設備により，保守管理に必

要な場合及び火災時における消火ガス放出

時を除き，常時負圧に保つ設計とし，管理

区域内の作業で発生した物品（油類を含

む）の選別等の際に，放射性物質を閉じ込

める設計とする。 他◇22  

選別作業室の選別エリア，廃油保管室の

選別エリア及び廃棄物保管第１室の作業エ

リアは，管理区域内で発生する物品（油類

を含む）を再利用する物品と再利用しない

物品に選別する設計とする。 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内及びオープンポートボックス内の火

災を感知し警報を発する設計とする。ま

た，安全上重要な施設以外のグローブボッ

クス内の消火のため，消火設備のグローブ

ボックス消火装置に信号を発する設計とす

る。 

また，グローブボックスの負圧を検知

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87



別紙 1-2① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十四条 （安全機能を有する施設（第 2章 個別項目 成形施設等））（83 / 84） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し，グローブボックスの負圧に異常がある

場合に警報を発する設計とする。 

その他-他-⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.26その他設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ) その他の主要な事項 

前記「ハ．加工設備本体の構造及び設

備」から「ト．その他加工設備の附属施設

の構造及び設備」に掲げる施設に係る溢水

防護設備，冷却水設備，給排水衛生設備，

空調用冷水設備，空調用蒸気設備，燃料油

供給設備，窒素循環用冷却水設備，窒素ガ

ス設備，水素・アルゴン混合ガス設備，ア

ルゴンガス設備，水素ガス設備，非管理区

域換気空調設備，荷役設備及び選別・保管

設備の構造を以下に示す。 

し，グローブボックスの負圧に異常がある

場合に警報を発する設計とする。 

その他-他-⑬ 

② 設計方針 

ａ．選別・保管グローブボックスは，漏え

いしにくい構造とするとともに，万一放

射性物質が漏えいした場合にも工程室及

び燃料加工建屋内に保持する設計とす

る。 

また，気体廃棄物の廃棄設備で負圧を

維持することにより，閉じ込め機能を確

保できる設計とする。 他◇22  

③ 主要設備の仕様 

ａ．選別・保管グローブボックス その他-他

-⑬ 

(ａ) 設置場所 

選別作業室 

(ｂ) 個数 

１基 他◇3  

ｂ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

(ａ) 個数 

１式 

ｃ．選別作業室の選別エリア 

(ａ) 設置場所 

選別作業室 

ｄ．廃油保管室の選別エリア 

(ａ) 設置場所 

廃油保管室 

ｅ．廃棄物保管第１室の作業エリア 

(ａ) 設置場所 

廃棄物保管第１室 その他-他-⑬ 

④ 評価 

ａ．選別・保管グローブボックスは，漏え

いしにくい構造とするとともに，万一放

射性物質が漏えいした場合にも工程室及

び燃料加工建屋内に保持できる。 

また，気体廃棄物の廃棄設備で負圧を

維持することなどにより，閉じ込め機能

を確保できる。 他◇17  
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ＭＯＸ燃料加工施設の主要な設備のほか，

ＭＯＸ燃料加工施設を操業するために必要な

設備・機器として，ヘリウムガス設備，酸素

ガス設備，圧縮空気供給設備を設置する設計

とする。 

その他-他-⑭ 

なお， 他□4 ＭＯＸ燃料加工施設の主要

な設備のほか，ＭＯＸ燃料加工施設を操業

するために必要な設備・機器として，ヘリ

ウムガス設備，酸素ガス設備，圧縮空気供

給設備等を設ける。 

その他-他-⑭ 

 

【許可からの変更点等】 

「圧縮空気供給設備等」につ

いて対象を明確にした。 
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第 14条（安全機能を有する施設）（第 2章 個別項目 成形施設等） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

その他

-成-① 
成形施設の概要 許可事項の展開 - - f 

その他

-成-② 
原料粉末工程の構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-成-③ 
粉末調整工程の構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-成-④ 
ペレット加工工程の構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-成-⑤ 
成形施設の最大処理能力 許可事項の展開 - - f 

その他

-被-① 
被覆施設の概要 許可事項の展開 - - f 

その他

-被-② 
燃料棒加工工程の構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-被-③ 
被覆施設の最大処理能力 許可事項の展開 - - f 

その他

-組-① 
組立施設の概要 許可事項の展開 - - f 

その他

-組-② 
燃料集合体組立工程の構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-組-③ 
梱包出荷工程の構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-組-④ 
組立施設の最大処理能力 許可事項の展開 - - f 

その他

-検-① 
検査設備の概要 許可事項の展開 - - f 

その他

-検-② 
検査設備の構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-計-① 
計量設備の概要 許可事項の展開 - - f 

その他

-計-② 
計量設備の構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-実-① 
実験設備の概要 許可事項の展開 - - f 
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2 

その他

-実-②
実験設備の構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-他-①
冷却水設備の概要及び構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-他-②
給排水衛生設備の概要及び構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-他-③
空調用冷水設備の概要及び構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-他-④
空調用蒸気設備の概要及び構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-他-⑤
燃料油供給設備の概要及び構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-他-⑥

窒素循環用冷却水設備の概要及び

構成 
許可事項の展開 - - f 

その他

-他-⑦
窒素ガス設備の概要及び構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-他-⑧

水素・アルゴン混合ガス設備の概要

及び構成 
許可事項の展開 - - f 

その他

-他-⑨
アルゴンガス設備の概要及び構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-他-⑩ 水素ガス設備の概要及び構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-他-⑪
非管理区域換気空調設備の概要及

び構成 
許可事項の展開 - - f 

その他

-他-⑫ 荷役設備の概要及び構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-他-⑬ 選別・保管設備の概要及び構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-他-⑭
その他設備の概要及び構成 許可事項の展開 - - f 

その他

-共-①
14条 4項からの要求による記載 

（安全機能を有する施設） 

第 14条 4項「安全機能を有する

施設」共用に係る要求を受けて

いる内容 

14条 

4項 
- f 
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２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

他□1  加工施設の位置 加工施設の位置については、加工施設の位置の概

要を示したものであることから、記載しない。 

- 

他□2  設備仕様 仕様表にて記載する。 a 

他□3  接続目的 燃料加工建屋と再処理施設を接続した目的である

ため，基本設計方針として記載しない。 

- 

他□4  一般事項 一般事項であるため、基本設計方針に記載しない。

（図面の呼び込み、記載箇所の呼び込み等） 

- 

他□5  他条文との重複記載 

（設計方針の概要） 

第１０条（閉じ込め）、第１１条（火災）、３０条

（重大事故等対処施設）に関する設計方針である

ため本条文に記載しない。 

e,g,f 

他□6  他条文との重複記載 

（MOX質量等） 

第４条（核燃料物質の臨界防止）に記載する事項で

あるため、本条文に記載しない。 

b 

他□7  他条文との重複記載 

（グローブボックスに内包する潤

滑油量） 

第 11条（火災等による損傷の防止）に記載する事

項であるため、本条文に記載しない。 

g 

他□8  他条文との重複記載 

（核的制限値） 

第４条（核燃料物質の臨界防止）に記載する事項で

あるため、本条文に記載しない。 

b 

他□9  他条文との重複記載 

（熱的制限値） 

第 11条（火災等による損傷の防止）に記載する事

項であるため、本条文に記載しない。 

g 

他□10 他条文との重複記載 

（容器の構成） 

第 17条（核燃料物質の貯蔵施設）に記載する事項

であるため、本条文に記載しない。 

f 

他□11 重複記載 事業変更許可申請書（添付書類）にも同様の記載が

あり，14条の基本設計方針に記載している。 

- 

他□12 他条文との重複記載（非常用電源設

備の設計方針） 

第 24条 非常用電源設備に関する設計方針である

ため、本条文で記載しない。 

k 

３．事業変更許可申請書の添五のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

他◇1  加工施設の位置 加工施設の位置に関する概要説明であるため、基

本方針に記載しない。 

- 

他◇2  一般事項 一般事項であるため、基本設計方針に記載しな

い。（図面の呼び込み、記載箇所の呼び込み等） 

- 

他◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 a 

他◇4  試験・検査の設計方針 試験・検査の設計方針については，添付書類に記載

する。 

f 

他◇5  他条文との重複記載 第 5 条安全機能を有する施設の地盤に関する設計 d 
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（地盤に対する設計方針） 方針であるため，本条文で記載しない。 

他◇6  他条文との重複記載 

（安全避難通路の設計方針） 

第 13条安全避難通路等に関する設計方針であるた

め、本条文で記載しない。 

h 

他◇7  他条文との重複記載 

（緊急時対策建屋の概要） 

第 38条 緊急時対策所に関する記載であるた

め、本条文で記載しない。 

j 

他◇8  他条文との重複記載 

（水供給設備の概要） 

第 35条 重大事故等への対処に必要となる水の

供給設備に関する記載であるため、本条文で記載

しない。 

f 

他◇9  他条文との重複記載 

（臨界に関する設計方針） 

第４条 核燃料物質の臨界防止に関する設計方針

であるため、本条文で記載しない。 

b 

他◇10 他条文との重複記載 

（搬送設備の設計方針） 

第 16条 搬送設備に関する設計方針であるた

め、本条文で記載しない。 

i 

他◇11 他条文との重複記載 

（閉じ込めに関する設計方針） 

第 10条 閉じ込めの機能に関する設計方針であ

るため、本条文で記載しない。 

e 

他◇12 他条文との重複記載 

（火災等の防止に係る設計方針） 

第 11条 火災等による損傷の防止に関する設計

方針であるため、本条文で記載しない。 

g 

他◇13 他条文との重複記載 

（重大事故に対する設計方針） 

第 30条 重大事故等対処施設に関する設計方針

であるため、本条文で記載しない。 

f 

他◇14 

 

他条文との重複記載 

（非常用電源設備の設計方針） 

第 24条 非常用電源設備に関する設計方針であ

るため、本条文で記載しない。 

k 

他◇15 他条文との重複記載 

（MOX質量等） 

第４条（核燃料物質の臨界防止）に記載する事項

であるため、本条文に記載しない。 

b 

他◇16 

 

他条文との重複記載 

（グローブボックスに内包する潤

滑油量） 

第 11条（火災等による損傷の防止）に記載する

事項であるため、本条文に記載しない。 

g 

他◇17 設計方針との重複記載 設計方針と記載が重複するため記載しない。 - 

他◇18 分析装置の分析作業 分析装置の分析作業であるため、記載しない。 - 

他◇19 分析済液処理装置の処理作業 分析済液処理装置の処理作業であるため、記載し

ない。 

- 

他◇20 他条文との重複記載 

（容器の構成） 

第 17条（核燃料物質の貯蔵施設）に記載する事

項であるため、本条文に記載しない。 

f 

他◇21 重複記載 事業変更許可申請書（本文）にも同様の記載があ

り，14条の基本設計方針に記載している。 

- 

他◇22 その他の主要な事項（冷却水設備

等）の設計方針及び評価 

添付書類に詳細を記載するため、記載しない。 f 

他◇23 他条文との重複記載（安全機能を有

する施設に対する設計方針） 

第 14条 安全機能を有する施設に関する設計方

針であるため、本条文で記載しない。 

f 
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４．添付書類等 

№ 書類名 

a 仕様表（設計条件及び仕様） 

b 添付Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

c 添付Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 

d 添付Ⅲ 耐震性に関する説明書 

e 添付Ⅴ-1-1-2 加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

f 添付Ⅴ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書 

g 添付Ⅴ-1-1-6 火災及び爆発の防止に関する説明書 

h 添付Ⅴ-1-1-10 安全避難通路に関する説明書 

i 添付Ⅴ-1-1-12 搬送設備に関する説明書 

j 添付Ⅴ-1-2 緊急時対策所に関する説明書 

k 添付Ⅴ-1-5-1 所内電源設備に関する説明書 

 

 

 

94
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別紙２－２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の

記載及び申請回次の展開 

（第 2章 個別項目 成形施設等） 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第2章　個別項目
1.成形施設
成形施設は，原料粉末受入工程，粉末調整工程及びペレット加工工程
で構成し，燃料加工建屋に収納する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
・成形施設の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

Ⅲ－１－１
耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針　2.1 基本方針】
・安全機能を有する施設の建物・構築物につい
ては，耐震重要度に応じて算定する地震力が作
用した場合においても，接地圧に対する十分な
支持力を有する地盤に設置する。

○ 燃料加工建屋 －

Ⅲ－１－１
耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針　2.1
基本方針】
・安全機能を有する施設の建物・
構築物については，耐震重要度に
応じて算定する地震力が作用した
場合においても，接地圧に対する
十分な支持力を有する地盤に設置
する。

－ － － － － －

Ⅴ－１－１－６
火災及び爆発の防止に関する説明書
2.1 火災及び爆発の発生防止

【2.1 火災及び爆発の発生防止】
〇不燃性材料又は難燃性材料の使用
・MOX燃料加工施設の建物は，耐火構造又は不
燃性材料で造られた設計とする。

○ 燃料加工建屋 －

Ⅴ－１－１－６
火災及び爆発の防止に関する説明
書
2.1 火災及び爆発の発生防止

【2.1 火災及び爆発の発生防止】
〇不燃性材料又は難燃性材料の使
用
・MOX燃料加工施設の建物は，耐
火構造又は不燃性材料で造られた
設計とする。

－ － － － － －

Ⅴ-1-1-1-1-1　加工施設の自然現象等による損
傷の防止に関する基本方針
3. 外部からの衝撃への配慮
3.1 自然現象
3.1.1  自然現象に対する具体的な設計上の考
慮

【3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の考
慮】
【3.1.1(5) 降水】
・燃料加工建屋は，建屋貫通部の止水処理をす
ること等により，安全機能を有する施設の安全
機能を損なわない設計とする。

○ 燃料加工建屋 －

Ⅴ-1-1-1-1-1　加工施設の自然現
象等による損傷の防止に関する基
本方針
3. 外部からの衝撃への配慮
3.1 自然現象
3.1.1  自然現象に対する具体的
な設計上の考慮

【3.1.1 自然現象に対する具体的
な設計上の考慮】
【3.1.1(5) 降水】
・燃料加工建屋は，建屋貫通部の
止水処理をすること等により，安
全機能を有する施設の安全機能を
損なわない設計とする。

－ － － － － －

Ⅴ－２－２－１
燃料加工建屋の平面図及び断面図

・燃料加工建屋の地上２階から地下３階の平面
図及び断面図

○ 燃料加工建屋 －
Ⅴ－２－２－１
燃料加工建屋の平面図及び断面図

・燃料加工建屋の地上２階から地
下３階の平面図及び断面図

－ － － － － －

3
貯蔵容器搬送用洞道は，燃料加工建屋と地下３階中２階において，エ
キスパンションジョイントにより接続する設計とする。

設置要求 貯蔵容器搬送用洞道 基本方針 添付Ⅲ　耐震性に関する説明書

○エキスパンションジョイントによる接続
・貯蔵容器搬送用洞道は，燃料加工建屋と地下
３階中２階において，エキスパンションジョイ
ントにより接続する設計とする。

－ － － － － 〇 貯蔵容器搬送用洞道 － － 添付Ⅲ　耐震性に関する説明書

○貯蔵容器搬送用洞道は，再処理
施設のウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋とエキスパンショ
ンジョイントにより接続する設計
とする。

4
貯蔵容器搬送用洞道は，再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋とエキスパンションジョイントにより接続する設計とす
る。

設置要求 貯蔵容器搬送用洞道 基本方針 添付Ⅲ　耐震性に関する説明書

○エキスパンションジョイントによる接続
・貯蔵容器搬送用洞道は，再処理施設のウラ
ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋とエキス
パンションジョイントにより接続する設計とす
る。

－ － － － － 〇 貯蔵容器搬送用洞道 － － 添付Ⅲ　耐震性に関する説明書

○貯蔵容器搬送用洞道は，再処理
施設のウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋とエキスパンショ
ンジョイントにより接続する設計
とする。

6

成形施設は，原料ＭＯＸ粉末又は原料ウラン粉末を受け入れ，所定の
粉末調整，圧縮成形，焼結，研削及び検査を行い，製品ペレットに加
工することができる設計とする。また，各工程から発生する規格外品
等のスクラップ処理も併せて行うことができる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
・成形施設の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

7
原料粉末受入工程は，制御第１室にて施設の状態監視，運転操作及び
工程停止操作を行うことができる設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
・成形施設の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

8
粉末調整工程は，制御第１室，制御第４室及び現場監視第１室にて施
設の状態監視，運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計と
する。

設置要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
・成形施設の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

9
ペレット加工工程は，制御第１室，制御第３室及び現場監視第２室に
て施設の状態監視，運転操作及び工程停止操作を行うことができる設
計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
・成形施設の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

10

1.1 原料粉末受入工程
1.1.1 原料粉末受入工程の構成
原料粉末受入工程は，ウランとプルトニウムの質量混合比が１対１で
ある原料ＭＯＸ粉末を混合酸化物貯蔵容器に収納した状態で，再処理
施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋から貯蔵容器搬送用
洞道を通じて燃料加工建屋に受け入れる設計とする。
原料ＭＯＸ粉末取出し後の混合酸化物貯蔵容器は，貯蔵容器搬送用洞
道を通じて再処理施設へ返却する設計とする。なお，原料ウラン粉末
は，外部から受け入れる。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
原料粉末受入工程の構成

－ － － － － － － － － － －

11

1.1.2．主要設備の系統構成
原料粉末受入工程は，貯蔵容器受入設備，ウラン受入設備及び原料粉
末受払設備で構成する。また，グローブボックス負圧・温度監視設備
を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
原料粉末受入工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

12

(1)　貯蔵容器受入設備
貯蔵容器受入設備は，混合酸化物貯蔵容器を再処理施設のウラン・プ
ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋から貯蔵容器搬送用洞道を通じて燃料
加工建屋へ受け入れ，原料粉末受払設備へ払い出し，貯蔵容器搬送用
洞道を通じて原料ＭＯＸ粉末を取り出した後の混合酸化物貯蔵容器を
再処理施設へ返却する設計とする。
貯蔵容器受入設備は，洞道搬送台車，受渡天井クレーン，受渡ピッ
ト，保管室クレーン及び貯蔵容器検査装置で構成する。

設置要求 貯蔵容器受入設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
原料粉末受入工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

－ － 〇

燃料加工建屋※
貯蔵容器搬送用洞道

※燃料加工建屋については、第1回申
請対象ではあるが、本基本設計方針
については、貯蔵容器搬送用洞道の
共用に付随するものであることか
ら、第2回申請対象として整理。

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
〇悪影響防止
〇共用
・貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部
は，負圧管理の境界として再処理施設と共用す
る。共用の範囲には，再処理施設境界の扉及び
MOX燃料加工施設境界の扉を含む。
・貯蔵容器搬送用洞道は，MOX燃料加工施設境
界の扉開放時には，MOX燃料加工施設の気体廃
棄物の廃棄設備により負圧に維持する設計と
し，再処理施設境界の扉開放時には，再処理施
設の気体廃棄物の廃棄施設により貯蔵容器搬送
用洞道を負圧に維持する設計とすること，ま
た，MOX燃料加工施設境界の扉及び再処理施設
境界の扉は，同時に開放しない設計とすること
で，共用によってMOX燃料加工施設の安全性を
損なわない設計とする。

－ － －5

再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬
送用洞道との接続に伴い，貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一
部は，負圧管理の境界として再処理施設と共用する。共用の範囲に
は，再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容
器搬送用洞道との境界に設置する扉（以下「再処理施設境界の扉」と
いう。）及び貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界に設置する
扉（以下「加工施設境界の扉」という。）を含む。貯蔵容器搬送用洞
道は，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉開放時には，ＭＯＸ燃料加工施設
の気体廃棄物の廃棄設備により負圧に維持する設計とし，再処理施設
境界の扉開放時には，再処理施設の気体廃棄物の廃棄施設により貯蔵
容器搬送用洞道を負圧に維持する設計とすること，また，ＭＯＸ燃料
加工施設境界の扉及び再処理施設境界の扉は，同時に開放しない設計
とすることで，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわな
い設計とする。

機能要求①

燃料加工建屋※
貯蔵容器搬送用洞道

※燃料加工建屋については、第1回申
請対象ではあるが、本基本設計方針
については、貯蔵容器搬送用洞道の
共用に付随するものであることか
ら、第2回申請対象として整理。

設計方針（共用） －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
〇悪影響防止
〇共用
・貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加
工建屋の一部は，負圧管理の境界
として再処理施設と共用する。共
用の範囲には，再処理施設境界の
扉及びMOX燃料加工施設境界の扉
を含む。
・貯蔵容器搬送用洞道は，MOX燃
料加工施設境界の扉開放時には，
MOX燃料加工施設の気体廃棄物の
廃棄設備により負圧に維持する設
計とし，再処理施設境界の扉開放
時には，再処理施設の気体廃棄物
の廃棄施設により貯蔵容器搬送用
洞道を負圧に維持する設計とする
こと，また，MOX燃料加工施設境
界の扉及び再処理施設境界の扉
は，同時に開放しない設計とする
ことで，共用によってMOX燃料加
工施設の安全性を損なわない設計

第２回申請
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

2

燃料加工建屋の主要構造は，地上２階，地下３階の耐火建築物であ
り，堅固な基礎盤上に設置する設計とする。
また，燃料加工建屋の屋根，壁等は，漏水のおそれのない構造とす
る。

燃料加工建屋

添付書類　説明内容
第１回申請

基本方針設置要求
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

1

第2章　個別項目
1.成形施設
成形施設は，原料粉末受入工程，粉末調整工程及びペレット加工工程
で構成し，燃料加工建屋に収納する設計とする。

冒頭宣言

3
貯蔵容器搬送用洞道は，燃料加工建屋と地下３階中２階において，エ
キスパンションジョイントにより接続する設計とする。

設置要求

4
貯蔵容器搬送用洞道は，再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋とエキスパンションジョイントにより接続する設計とす
る。

設置要求

6

成形施設は，原料ＭＯＸ粉末又は原料ウラン粉末を受け入れ，所定の
粉末調整，圧縮成形，焼結，研削及び検査を行い，製品ペレットに加
工することができる設計とする。また，各工程から発生する規格外品
等のスクラップ処理も併せて行うことができる設計とする。

冒頭宣言

7
原料粉末受入工程は，制御第１室にて施設の状態監視，運転操作及び
工程停止操作を行うことができる設計とする。

設置要求

8
粉末調整工程は，制御第１室，制御第４室及び現場監視第１室にて施
設の状態監視，運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計と
する。

設置要求

9
ペレット加工工程は，制御第１室，制御第３室及び現場監視第２室に
て施設の状態監視，運転操作及び工程停止操作を行うことができる設
計とする。

設置要求

10

1.1 原料粉末受入工程
1.1.1 原料粉末受入工程の構成
原料粉末受入工程は，ウランとプルトニウムの質量混合比が１対１で
ある原料ＭＯＸ粉末を混合酸化物貯蔵容器に収納した状態で，再処理
施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋から貯蔵容器搬送用
洞道を通じて燃料加工建屋に受け入れる設計とする。
原料ＭＯＸ粉末取出し後の混合酸化物貯蔵容器は，貯蔵容器搬送用洞
道を通じて再処理施設へ返却する設計とする。なお，原料ウラン粉末
は，外部から受け入れる。

冒頭宣言

11

1.1.2．主要設備の系統構成
原料粉末受入工程は，貯蔵容器受入設備，ウラン受入設備及び原料粉
末受払設備で構成する。また，グローブボックス負圧・温度監視設備
を設置する設計とする。

冒頭宣言

12

(1) 貯蔵容器受入設備
貯蔵容器受入設備は，混合酸化物貯蔵容器を再処理施設のウラン・プ
ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋から貯蔵容器搬送用洞道を通じて燃料
加工建屋へ受け入れ，原料粉末受払設備へ払い出し，貯蔵容器搬送用
洞道を通じて原料ＭＯＸ粉末を取り出した後の混合酸化物貯蔵容器を
再処理施設へ返却する設計とする。
貯蔵容器受入設備は，洞道搬送台車，受渡天井クレーン，受渡ピッ
ト，保管室クレーン及び貯蔵容器検査装置で構成する。

設置要求

5

再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬
送用洞道との接続に伴い，貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一
部は，負圧管理の境界として再処理施設と共用する。共用の範囲に
は，再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容
器搬送用洞道との境界に設置する扉（以下「再処理施設境界の扉」と
いう。）及び貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界に設置する
扉（以下「加工施設境界の扉」という。）を含む。貯蔵容器搬送用洞
道は，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉開放時には，ＭＯＸ燃料加工施設
の気体廃棄物の廃棄設備により負圧に維持する設計とし，再処理施設
境界の扉開放時には，再処理施設の気体廃棄物の廃棄施設により貯蔵
容器搬送用洞道を負圧に維持する設計とすること，また，ＭＯＸ燃料
加工施設境界の扉及び再処理施設境界の扉は，同時に開放しない設計
とすることで，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわな
い設計とする。

機能要求①

項目
番号

基本設計方針 要求種別

2

燃料加工建屋の主要構造は，地上２階，地下３階の耐火建築物であ
り，堅固な基礎盤上に設置する設計とする。
また，燃料加工建屋の屋根，壁等は，漏水のおそれのない構造とす
る。

設置要求

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 基本方針 基本方針 －
【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
・成形施設の構成及び設計

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
・成形施設の構成及び設計

－ － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
・成形施設の構成及び設計

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
・成形施設の構成及び設計

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
・成形施設の構成及び設計

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
・成形施設の構成及び設計

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
原料粉末受入工程の構成

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
原料粉末受入工程の主要設備の系
統構成

－ － － － － －

〇

受渡天井クレーン
受渡ピット
保管室クレーン
貯蔵容器検査装置

洞道搬送台車 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
原料粉末受入工程の主要設備の系
統構成

－ － － － － －

－ － － － －－ －

第４回申請

－ － － －－

第３回申請

97



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

第２回申請
項目

第１回申請

13

洞道搬送台車は，再処理施設と共用する。共用の範囲には，洞道搬送
台車の運転に必要な再処理施設の貯蔵容器台車からの信号並びに再処
理施設の貯蔵容器台車の運転に必要な洞道搬送台車からの信号を含
む。洞道搬送台車は，共用による設備の仕様，臨界安全設計，遮蔽設
計及び閉じ込めの機能に変更がないこと並びに衝突防止のインター
ロックを設ける設計とすることからＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損
なわない設計とする。

機能要求① 洞道搬送台車 設計方針（共用）

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施設
悪影響防止】
〇悪影響防止
〇共用
・洞道搬送台車は，再処理施設と共用する。共
用の範囲には，洞道搬送台車の運転に必要な再
処理施設の貯蔵容器台車からの信号並びに再処
理施設の貯蔵容器台車の運転に必要な洞道搬送
台車からの信号を含む。
・洞道搬送台車は，共用による設備の仕様，臨
界安全設計，遮蔽設計及び閉じ込めの機能に変
更がないこと並びに衝突防止のインターロック
を設ける設計とすることから ＭＯＸ燃料加工
施設の安全性を損なわない設計とする。

－ － － － － － － － － － －

14

(2) ウラン受入設備
ウラン受入設備は，ＭＯＸ燃料加工施設外から入出庫室を経由して受
け入れたウラン粉末缶輸送容器から原料ウラン粉末入りのウラン粉末
缶を取り出し，ウラン貯蔵設備へ払い出す設計とする。また，ウラン
貯蔵設備から受け入れたウラン粉末缶を原料粉末受払設備へ払い出す
設計とする。さらに，ウラン粉末缶に収納したウラン合金ボールをウ
ラン貯蔵設備へ払い出し，粉末調整工程の一次混合設備の一次混合装
置，スクラップ処理設備の回収粉末微粉砕装置又は小規模試験設備の
小規模粉末混合装置へ払い出す設計とする。
ウラン受入設備は，ウラン粉末缶受払移載装置及びウラン粉末缶受払
搬送装置で構成する。

設置要求 ウラン受入設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
原料粉末受入工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

15

(3) 原料粉末受払設備
原料粉末受払設備は，混合酸化物貯蔵容器を貯蔵容器受入設備から受
け入れ，原料ＭＯＸ粉末缶取出設備へ払い出し，粉末缶を取り出した
後の混合酸化物貯蔵容器を貯蔵容器受入設備へ払い出す設計とする。
また，ウラン受入設備から受け入れたウラン粉末缶を開缶し，原料ウ
ラン粉末を取り出し，一次混合設備又は二次混合設備へ原料ウラン粉
末を払い出す設計とする。
原料粉末受払設備は，外蓋着脱装置オープンポートボックス，外蓋着
脱装置，貯蔵容器受払装置オープンポートボックス，貯蔵容器受払装
置，ウラン粉末払出装置オープンポートボックス及びウラン粉末払出
装置で構成する。

設置要求 原料粉末受払設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
原料粉末受入工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

16

(4) グローブボックス負圧・温度監視設備
グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。
グローブボックス負圧・温度監視設備は，各グローブボックスに設置
する設計とする。

設置要求
グローブボックス負圧・温度監視設
備

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
原料粉末受入工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

17

1.2　粉末調整工程
1.2.1　粉末調整工程の構成
粉末調整工程では，原料ＭＯＸ粉末に原料ウラン粉末及び回収粉末を
加えることにより，一次混合で33％以下，二次混合で18％以下のプル
トニウム富化度にするとともに圧縮成形に適した原料ＭＯＸ粉末に調
整することができる設計とする。
また，各工程から発生する規格外品等を収集し，必要に応じて焼結，
微粉砕等のスクラップ処理を行い，回収粉末として再使用することが
できる設計とする。なお，不純物が混入して再使用できないものは，
再生スクラップとして貯蔵する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
粉末調整工程の構成

－ － － － － － － － － － －

18

1.2.2　主要設備の系統構成
粉末調整工程は，原料ＭＯＸ粉末缶取出設備，一次混合設備，二次混
合設備，分析試料採取設備，スクラップ処理設備及び粉末調整工程搬
送設備で構成する。また，グローブボックス負圧・温度監視設備を設
置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
粉末調整工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

19

(1) 原料ＭＯＸ粉末缶取出設備
原料ＭＯＸ粉末缶取出設備は，混合酸化物貯蔵容器から原料ＭＯＸ粉
末入りの粉末缶を取り出し，粉末調整工程搬送設備を経由して，一次
混合設備，貯蔵施設の原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備又は分析試料採
取設備へ払い出す設計とする。また，原料ＭＯＸ粉末を取り出した後
の粉末缶を混合酸化物貯蔵容器へ収納する設計とする。
原料ＭＯＸ粉末缶取出設備は，原料ＭＯＸ粉末缶取出装置グローブ
ボックス及び原料ＭＯＸ粉末缶取出装置で構成する。

設置要求 原料ＭＯＸ粉末缶取出設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
粉末調整工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

20

(2) 一次混合設備
一次混合設備は，原料ＭＯＸ粉末，原料ウラン粉末又は回収粉末を秤
量及び分取した後に，予備混合及び一次混合を行う設計とする。
回収粉末とは，各工程で発生したスクラップのうち，再利用可能な粉
末（以下「ＣＳ粉末」という。)又はペレット（以下「ＣＳペレット」
という。）を，原料粉末の一部として再利用するための処理（以下
「スクラップ処理(ＣＳ)」という。）を行った粉末をいう。
一次混合設備は，原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブボックス，
原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置，ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装
置グローブボックス，ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置，予備混
合装置グローブボックス，予備混合装置及び一次混合装置グローブ
ボックス及び一次混合装置で構成する。
一次混合設備は，容器(J18，J40)を取り扱う設計とする。

設置要求 一次混合設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
粉末調整工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

21

(3) 二次混合設備
二次混合設備は，一次混合した粉末又は原料ウラン粉末を各々秤量及
び分取し，これらの粉末を均一に混合した後，圧縮成形に適した粉末
性状に調整するため，造粒又は添加剤混合を行う設計とする。
二次混合設備は，一次混合粉末秤量・分取装置グローブボックス，一
次混合粉末秤量・分取装置，ウラン粉末秤量・分取装置グローブボッ
クス，ウラン粉末秤量・分取装置，均一化混合装置グローブボック
ス，均一化混合装置，造粒装置グローブボックス，造粒装置，添加剤
混合装置グローブボックス及び添加剤混合装置で構成する。

設置要求 二次混合設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
粉末調整工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

22

(4) 分析試料採取設備
分析試料採取設備は，分析試料の採取を行う設計とする。また，各装
置のグローブボックスより回収されたＣＳ粉末を容器へ詰め替える設
計とする。
分析試料採取設備は，原料ＭＯＸ分析試料採取装置グローブボック
ス，原料ＭＯＸ分析試料採取装置，分析試料採取・詰替装置グローブ
ボックス及び分析試料採取・詰替装置で構成する。

設置要求 分析試料採取設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
粉末調整工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

23

(5) スクラップ処理設備
スクラップ処理設備は，スクラップ処理(ＣＳ)又はスクラップ処理(Ｒ
Ｓ)を行う設計とする。
スクラップ処理(ＲＳ)とは，各工程で発生したスクラップのうち，不
純物を多く含むなどにより原料粉末としての再利用に適さない粉末
（以下「ＲＳ(リサイクルスクラップ)粉末」という。）又はペレット
（以下「ＲＳペレット」という。）について，長期の貯蔵に適した形
態とするための処理をいう。
スクラップ処理設備は，回収粉末処理・詰替装置グローブボックス，
回収粉末処理・詰替装置，回収粉末微粉砕装置グローブボックス，回
収粉末微粉砕装置，回収粉末処理・混合装置グローブボックス，回収
粉末処理・混合装置，再生スクラップ焙焼処理装置グローブボック
ス，再生スクラップ焙焼処理装置，再生スクラップ受払装置グローブ
ボックス，再生スクラップ受払装置，容器移送装置グローブボックス
及び容器移送装置で構成する。

設置要求 スクラップ処理設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
粉末調整工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

98



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

項目

13

洞道搬送台車は，再処理施設と共用する。共用の範囲には，洞道搬送
台車の運転に必要な再処理施設の貯蔵容器台車からの信号並びに再処
理施設の貯蔵容器台車の運転に必要な洞道搬送台車からの信号を含
む。洞道搬送台車は，共用による設備の仕様，臨界安全設計，遮蔽設
計及び閉じ込めの機能に変更がないこと並びに衝突防止のインター
ロックを設ける設計とすることからＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損
なわない設計とする。

機能要求①

14

(2)　ウラン受入設備
ウラン受入設備は，ＭＯＸ燃料加工施設外から入出庫室を経由して受
け入れたウラン粉末缶輸送容器から原料ウラン粉末入りのウラン粉末
缶を取り出し，ウラン貯蔵設備へ払い出す設計とする。また，ウラン
貯蔵設備から受け入れたウラン粉末缶を原料粉末受払設備へ払い出す
設計とする。さらに，ウラン粉末缶に収納したウラン合金ボールをウ
ラン貯蔵設備へ払い出し，粉末調整工程の一次混合設備の一次混合装
置，スクラップ処理設備の回収粉末微粉砕装置又は小規模試験設備の
小規模粉末混合装置へ払い出す設計とする。
ウラン受入設備は，ウラン粉末缶受払移載装置及びウラン粉末缶受払
搬送装置で構成する。

設置要求

15

(3)　原料粉末受払設備
原料粉末受払設備は，混合酸化物貯蔵容器を貯蔵容器受入設備から受
け入れ，原料ＭＯＸ粉末缶取出設備へ払い出し，粉末缶を取り出した
後の混合酸化物貯蔵容器を貯蔵容器受入設備へ払い出す設計とする。
また，ウラン受入設備から受け入れたウラン粉末缶を開缶し，原料ウ
ラン粉末を取り出し，一次混合設備又は二次混合設備へ原料ウラン粉
末を払い出す設計とする。
原料粉末受払設備は，外蓋着脱装置オープンポートボックス，外蓋着
脱装置，貯蔵容器受払装置オープンポートボックス，貯蔵容器受払装
置，ウラン粉末払出装置オープンポートボックス及びウラン粉末払出
装置で構成する。

設置要求

16

(4)　グローブボックス負圧・温度監視設備
グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。
グローブボックス負圧・温度監視設備は，各グローブボックスに設置
する設計とする。

設置要求

17

1.2　粉末調整工程
1.2.1　粉末調整工程の構成
粉末調整工程では，原料ＭＯＸ粉末に原料ウラン粉末及び回収粉末を
加えることにより，一次混合で33％以下，二次混合で18％以下のプル
トニウム富化度にするとともに圧縮成形に適した原料ＭＯＸ粉末に調
整することができる設計とする。
また，各工程から発生する規格外品等を収集し，必要に応じて焼結，
微粉砕等のスクラップ処理を行い，回収粉末として再使用することが
できる設計とする。なお，不純物が混入して再使用できないものは，
再生スクラップとして貯蔵する。

冒頭宣言

18

1.2.2　主要設備の系統構成
粉末調整工程は，原料ＭＯＸ粉末缶取出設備，一次混合設備，二次混
合設備，分析試料採取設備，スクラップ処理設備及び粉末調整工程搬
送設備で構成する。また，グローブボックス負圧・温度監視設備を設
置する設計とする。

冒頭宣言

19

(1)　原料ＭＯＸ粉末缶取出設備
原料ＭＯＸ粉末缶取出設備は，混合酸化物貯蔵容器から原料ＭＯＸ粉
末入りの粉末缶を取り出し，粉末調整工程搬送設備を経由して，一次
混合設備，貯蔵施設の原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備又は分析試料採
取設備へ払い出す設計とする。また，原料ＭＯＸ粉末を取り出した後
の粉末缶を混合酸化物貯蔵容器へ収納する設計とする。
原料ＭＯＸ粉末缶取出設備は，原料ＭＯＸ粉末缶取出装置グローブ
ボックス及び原料ＭＯＸ粉末缶取出装置で構成する。

設置要求

20

(2)　一次混合設備
一次混合設備は，原料ＭＯＸ粉末，原料ウラン粉末又は回収粉末を秤
量及び分取した後に，予備混合及び一次混合を行う設計とする。
回収粉末とは，各工程で発生したスクラップのうち，再利用可能な粉
末（以下「ＣＳ粉末」という。)又はペレット（以下「ＣＳペレット」
という。）を，原料粉末の一部として再利用するための処理（以下
「スクラップ処理(ＣＳ)」という。）を行った粉末をいう。
一次混合設備は，原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブボックス，
原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置，ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装
置グローブボックス，ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置，予備混
合装置グローブボックス，予備混合装置及び一次混合装置グローブ
ボックス及び一次混合装置で構成する。
一次混合設備は，容器(J18，J40)を取り扱う設計とする。

設置要求

21

(3)　二次混合設備
二次混合設備は，一次混合した粉末又は原料ウラン粉末を各々秤量及
び分取し，これらの粉末を均一に混合した後，圧縮成形に適した粉末
性状に調整するため，造粒又は添加剤混合を行う設計とする。
二次混合設備は，一次混合粉末秤量・分取装置グローブボックス，一
次混合粉末秤量・分取装置，ウラン粉末秤量・分取装置グローブボッ
クス，ウラン粉末秤量・分取装置，均一化混合装置グローブボック
ス，均一化混合装置，造粒装置グローブボックス，造粒装置，添加剤
混合装置グローブボックス及び添加剤混合装置で構成する。

設置要求

22

(4)　分析試料採取設備
分析試料採取設備は，分析試料の採取を行う設計とする。また，各装
置のグローブボックスより回収されたＣＳ粉末を容器へ詰め替える設
計とする。
分析試料採取設備は，原料ＭＯＸ分析試料採取装置グローブボック
ス，原料ＭＯＸ分析試料採取装置，分析試料採取・詰替装置グローブ
ボックス及び分析試料採取・詰替装置で構成する。

設置要求

23

(5) スクラップ処理設備
スクラップ処理設備は，スクラップ処理(ＣＳ)又はスクラップ処理(Ｒ
Ｓ)を行う設計とする。
スクラップ処理(ＲＳ)とは，各工程で発生したスクラップのうち，不
純物を多く含むなどにより原料粉末としての再利用に適さない粉末
（以下「ＲＳ(リサイクルスクラップ)粉末」という。）又はペレット
（以下「ＲＳペレット」という。）について，長期の貯蔵に適した形
態とするための処理をいう。
スクラップ処理設備は，回収粉末処理・詰替装置グローブボックス，
回収粉末処理・詰替装置，回収粉末微粉砕装置グローブボックス，回
収粉末微粉砕装置，回収粉末処理・混合装置グローブボックス，回収
粉末処理・混合装置，再生スクラップ焙焼処理装置グローブボック
ス，再生スクラップ焙焼処理装置，再生スクラップ受払装置グローブ
ボックス，再生スクラップ受払装置，容器移送装置グローブボックス
及び容器移送装置で構成する。

設置要求

第４回申請第３回申請

〇 － 洞道搬送台車 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設　悪影響防止】
〇悪影響防止
〇共用
・洞道搬送台車は，再処理施設と
共用する。共用の範囲には，洞道
搬送台車の運転に必要な再処理施
設の貯蔵容器台車からの信号並び
に再処理施設の貯蔵容器台車の運
転に必要な洞道搬送台車からの信
号を含む。
・洞道搬送台車は，共用による設
備の仕様，臨界安全設計，遮蔽設
計及び閉じ込めの機能に変更がな
いこと並びに衝突防止のインター
ロックを設ける設計とすることか
ら ＭＯＸ燃料加工施設の安全性
を損なわない設計とする。

－ － － － － －

〇 －
ウラン粉末缶受払移載装置
ウラン粉末缶受払搬送装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
原料粉末受入工程の主要設備の系
統構成

－ － － － － －

〇 －

外蓋着脱装置オープンポートボック
ス
外蓋着脱装置
貯蔵容器受払装置オープンポート
ボックス
貯蔵容器受払装置
ウラン粉末払出装置オープンポート
ボックス
ウラン粉末払出装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
原料粉末受入工程の主要設備の系
統構成

－ － － － － －

〇 －
グローブボックス負圧・温度監視設
備

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
原料粉末受入工程の主要設備の系
統構成

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
粉末調整工程の構成

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
粉末調整工程の主要設備の系統構
成

－ － － － － －

〇 －
原料MOX粉末缶取出装置グローブボッ
クス
原料MOX粉末缶取出装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
粉末調整工程の主要設備の系統構
成

－ － － － － －

〇

原料MOX粉末秤量･分取装置グローブ
ボックス
原料MOX粉末秤量･分取装置
ウラン粉末･回収粉末秤量･分取装置
グローブボックス
ウラン粉末･回収粉末秤量･分取装置
予備混合装置グローブボックス
予備混合装置
一次混合装置グローブボックス
一次混合装置

容器(J18)
容器(J40)

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
粉末調整工程の主要設備の系統構
成

－ － － － － －

〇

一次混合粉末秤量･分取装置グローブ
ボックス
一次混合粉末秤量･分取装置
ウラン粉末秤量･分取装置グローブ
ボックス
ウラン粉末秤量･分取装置添加剤混合
装置グローブボックス
添加剤混合装置

均一化混合装置グローブボックス
均一化混合装置
造粒装置グローブボックス
造粒装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
粉末調整工程の主要設備の系統構
成

－ － － － － －

〇

原料ＭＯＸ分析試料採取装置グロー
ブボックス
原料ＭＯＸ分析試料採取装置
分析試料採取・詰替装置グローブ
ボックス
分析試料採取・詰替装置

－ －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
粉末調整工程の主要設備の系統構
成

－ － － － － －

〇

回収粉末処理・混合装置グローブ
ボックス
回収粉末処理・混合装置
再生スクラップ受払装置グローブ
ボックス
再生スクラップ受払装置
容器移送装置グローブボックス
容器移送装置

回収粉末処理・詰替装置グローブ
ボックス
回収粉末処理・詰替装置
回収粉末微粉砕装置グローブボック
ス
回収粉末微粉砕装置
再生スクラップ焙焼処理装置グロー
ブボックス
再生スクラップ焙焼処理装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
粉末調整工程の主要設備の系統構
成

－ － － － － －

99



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

第２回申請
項目

第１回申請

24

(6)　粉末調整工程搬送設備
粉末調整工程搬送設備は，貯蔵施設の原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備
と原料ＭＯＸ粉末缶取出設備等との間及び粉末一時保管設備と一次混
合設備等との間で容器の搬送を行う設計とする。
粉末調整工程搬送設備は，原料粉末搬送装置グローブボックス，原料
粉末搬送装置，再生スクラップ搬送装置グローブボックス，再生スク
ラップ搬送装置，添加剤混合粉末搬送装置グローブボックス，添加剤
混合粉末搬送装置，調整粉末搬送装置グローブボックス及び調整粉末
搬送装置で構成する。

設置要求 粉末調整工程搬送設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
粉末調整工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

25

(7) グローブボックス負圧・温度監視設備
グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。
グローブボックス負圧・温度監視設備は，各グローブボックスに設置
する設計とする。

設置要求
グローブボックス負圧・温度監視設
備

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
粉末調整工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

26

1.3ペレット加工工程
1.3.1ペレット加工工程の構成
ペレット加工工程では，粉末を圧縮成形し，グリーンペレットに加工
する設計とする。
圧縮成型後のグリーンペレットは水素・アルゴン混合ガス中で焼結
し，焼結ペレットとし，研削した後，外観検査等所定の検査を行い製
品ペレットに加工する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
ペレット加工工程の構成

－ － － － － － － － － － －

27

1.3.2　主要設備の系統構成
ペレット加工工程は，圧縮成形設備，焼結設備，研削設備，ペレット
検査設備及びペレット加工工程搬送設備で構成する。また，グローブ
ボックス負圧・温度監視設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
ペレット加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

28

(1)　圧縮成形設備
圧縮成形設備は，粉末調整工程で調整した粉末を圧縮成形し，成形し
たグリーンペレットを焼結ボート又はスクラップ焼結ボートへ積載す
る設計とする。
圧縮成形設備は，プレス装置(粉末取扱部)グローブボックス，プレス
装置(粉末取扱部)，プレス装置(プレス部)グローブボックス，プレス
装置(プレス部)，空焼結ボート取扱装置グローブボックス，空焼結
ボート取扱装置，グリーンペレット積込装置グローブボックス及びグ
リーンペレット積込装置で構成する。

設置要求 圧縮成形設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
ペレット加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

29

(2)　焼結設備
焼結設備は，水素・アルゴン混合ガス雰囲気にてグリーンペレット又
はペレットを焼結する設計とする。
焼結設備は，焼結ボート供給装置グローブボックス，焼結ボート供給
装置，焼結炉，焼結ボート取出装置グローブボックス，焼結ボート取
出装置，排ガス処理装置グローブボックス(上部)，排ガス処理装置グ
ローブボックス(下部)及び排ガス処理装置で構成する。

設置要求 焼結設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
ペレット加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

30

(3)　研削設備
研削設備は，焼結したペレットを受け入れ，所定の外径に研削する設
計とする。また，研削により発生する研削粉を回収する設計とする。
研削設備は，焼結ペレット供給装置グローブボックス，焼結ペレット
供給装置，研削装置グローブボックス，研削装置，研削粉回収装置グ
ローブボックス及び研削粉回収装置で構成する。

設置要求 研削設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
ペレット加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

31

(4)　ペレット検査設備
ペレット検査設備は，研削したペレットを受け入れ，外観，寸法，形
状及び密度の検査を行い，検査したペレットをペレット保管容器又は
規格外ペレット保管容器に収納する設計とする。
ペレット検査設備は，ペレット検査設備グローブボックス，外観検査
装置，寸法・形状・密度検査装置，仕上がりペレット収容装置，ペ
レット立会検査装置グローブボックス及びペレット立会検査装置で構
成する。

設置要求 ペレット検査設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
ペレット加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

32

(5)　ペレット加工工程搬送設備
ペレット加工工程搬送設備は，圧縮成形設備と貯蔵施設のペレット一
時保管設備等との間で容器の搬送を行う設計とする。
ペレット加工工程搬送設備は，焼結ボート搬送装置グローブボック
ス，焼結ボート搬送装置，ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス，ペレット保管容器搬送装置，回収粉末容器搬送装置グローブボッ
クス及び回収粉末容器搬送装置で構成する。

設置要求 ペレット加工工程搬送設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
ペレット加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

33

(6)　グローブボックス負圧・温度監視設備
グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。
グローブボックス負圧・温度監視設備は，各グローブボックスに設置
する設計とする。

設置要求
グローブボックス負圧・温度監視設
備

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
ペレット加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

34
1.4　 大処理能力
成形施設は， 大処理能力155t･HM/年(t･HMは金属ウランと金属プルト
ニウムの換算質量の合計を表す。以下同じ。)を有する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.1成型施
設】
成形施設の 大処理能力

－ － － － － － － － － － －

35
2.被覆施設
被覆施設は，燃料棒加工工程で構成し，燃料加工建屋に収納する設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
被覆施設の構成及び設計

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
被覆施設の構成及び設計

36
被覆施設は，製品ペレットを被覆管に挿入した後，密封溶接及び検査
を行い，ＭＯＸ燃料棒に加工することができる設計とする。また，必
要に応じ，ウラン燃料棒の検査も行うことができる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
被覆施設の構成及び設計

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
被覆施設の構成及び設計

37
燃料棒加工工程は，制御第３室にて施設の状態監視，運転操作及び工
程停止操作を行うことができる設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
被覆施設の構成及び設計

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
被覆施設の構成及び設計

38

2.1　燃料棒加工工程
2.1.1　燃料棒加工工程の構成
燃料棒加工工程は，製品ペレットを所定の長さのスタックに編成し，
乾燥した後，下部端栓付被覆管に挿入する設計とする。また，上部端
栓を溶接して密封し，ＢＷＲ燃料棒で17％以下，ＰＷＲ燃料棒で18％
以下のプルトニウム富化度のＭＯＸ燃料棒に加工する設計とする。
燃料棒加工工程は，ＭＯＸ燃料棒について，ヘリウムリーク検査等所
定の検査を実施する設計とする。
燃料棒加工工程は，規格外のＭＯＸ燃料棒を解体し，取り出したペ
レットを再使用のためペレット加工工程へ搬送する設計とする，又は
スクラップ処理のため粉末調整工程へ搬送する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
燃料棒加工工程の構成

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
燃料棒加工工程の構成

39

2.1.2 主要設備の系統構成
燃料棒加工工程は，スタック編成設備，スタック乾燥設備，挿入溶接
設備，燃料棒検査設備，燃料棒収容設備，燃料棒解体設備及び燃料棒
加工工程搬送設備で構成する。また，グローブボックス負圧・温度監
視設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統
構成

100



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

項目

24

(6)　粉末調整工程搬送設備
粉末調整工程搬送設備は，貯蔵施設の原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備
と原料ＭＯＸ粉末缶取出設備等との間及び粉末一時保管設備と一次混
合設備等との間で容器の搬送を行う設計とする。
粉末調整工程搬送設備は，原料粉末搬送装置グローブボックス，原料
粉末搬送装置，再生スクラップ搬送装置グローブボックス，再生スク
ラップ搬送装置，添加剤混合粉末搬送装置グローブボックス，添加剤
混合粉末搬送装置，調整粉末搬送装置グローブボックス及び調整粉末
搬送装置で構成する。

設置要求

25

(7) グローブボックス負圧・温度監視設備
グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。
グローブボックス負圧・温度監視設備は，各グローブボックスに設置
する設計とする。

設置要求

26

1.3ペレット加工工程
1.3.1ペレット加工工程の構成
ペレット加工工程では，粉末を圧縮成形し，グリーンペレットに加工
する設計とする。
圧縮成型後のグリーンペレットは水素・アルゴン混合ガス中で焼結
し，焼結ペレットとし，研削した後，外観検査等所定の検査を行い製
品ペレットに加工する設計とする。

冒頭宣言

27

1.3.2　主要設備の系統構成
ペレット加工工程は，圧縮成形設備，焼結設備，研削設備，ペレット
検査設備及びペレット加工工程搬送設備で構成する。また，グローブ
ボックス負圧・温度監視設備を設置する設計とする。

冒頭宣言

28

(1)　圧縮成形設備
圧縮成形設備は，粉末調整工程で調整した粉末を圧縮成形し，成形し
たグリーンペレットを焼結ボート又はスクラップ焼結ボートへ積載す
る設計とする。
圧縮成形設備は，プレス装置(粉末取扱部)グローブボックス，プレス
装置(粉末取扱部)，プレス装置(プレス部)グローブボックス，プレス
装置(プレス部)，空焼結ボート取扱装置グローブボックス，空焼結
ボート取扱装置，グリーンペレット積込装置グローブボックス及びグ
リーンペレット積込装置で構成する。

設置要求

29

(2)　焼結設備
焼結設備は，水素・アルゴン混合ガス雰囲気にてグリーンペレット又
はペレットを焼結する設計とする。
焼結設備は，焼結ボート供給装置グローブボックス，焼結ボート供給
装置，焼結炉，焼結ボート取出装置グローブボックス，焼結ボート取
出装置，排ガス処理装置グローブボックス(上部)，排ガス処理装置グ
ローブボックス(下部)及び排ガス処理装置で構成する。

設置要求

30

(3)　研削設備
研削設備は，焼結したペレットを受け入れ，所定の外径に研削する設
計とする。また，研削により発生する研削粉を回収する設計とする。
研削設備は，焼結ペレット供給装置グローブボックス，焼結ペレット
供給装置，研削装置グローブボックス，研削装置，研削粉回収装置グ
ローブボックス及び研削粉回収装置で構成する。

設置要求

31

(4)　ペレット検査設備
ペレット検査設備は，研削したペレットを受け入れ，外観，寸法，形
状及び密度の検査を行い，検査したペレットをペレット保管容器又は
規格外ペレット保管容器に収納する設計とする。
ペレット検査設備は，ペレット検査設備グローブボックス，外観検査
装置，寸法・形状・密度検査装置，仕上がりペレット収容装置，ペ
レット立会検査装置グローブボックス及びペレット立会検査装置で構
成する。

設置要求

32

(5)　ペレット加工工程搬送設備
ペレット加工工程搬送設備は，圧縮成形設備と貯蔵施設のペレット一
時保管設備等との間で容器の搬送を行う設計とする。
ペレット加工工程搬送設備は，焼結ボート搬送装置グローブボック
ス，焼結ボート搬送装置，ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス，ペレット保管容器搬送装置，回収粉末容器搬送装置グローブボッ
クス及び回収粉末容器搬送装置で構成する。

設置要求

33

(6)　グローブボックス負圧・温度監視設備
グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。
グローブボックス負圧・温度監視設備は，各グローブボックスに設置
する設計とする。

設置要求

34
1.4　 大処理能力
成形施設は， 大処理能力155t･HM/年(t･HMは金属ウランと金属プルト
ニウムの換算質量の合計を表す。以下同じ。)を有する設計とする。

冒頭宣言

35
2.被覆施設
被覆施設は，燃料棒加工工程で構成し，燃料加工建屋に収納する設計
とする。

冒頭宣言

36
被覆施設は，製品ペレットを被覆管に挿入した後，密封溶接及び検査
を行い，ＭＯＸ燃料棒に加工することができる設計とする。また，必
要に応じ，ウラン燃料棒の検査も行うことができる設計とする。

冒頭宣言

37
燃料棒加工工程は，制御第３室にて施設の状態監視，運転操作及び工
程停止操作を行うことができる設計とする。

設置要求

38

2.1　燃料棒加工工程
2.1.1　燃料棒加工工程の構成
燃料棒加工工程は，製品ペレットを所定の長さのスタックに編成し，
乾燥した後，下部端栓付被覆管に挿入する設計とする。また，上部端
栓を溶接して密封し，ＢＷＲ燃料棒で17％以下，ＰＷＲ燃料棒で18％
以下のプルトニウム富化度のＭＯＸ燃料棒に加工する設計とする。
燃料棒加工工程は，ＭＯＸ燃料棒について，ヘリウムリーク検査等所
定の検査を実施する設計とする。
燃料棒加工工程は，規格外のＭＯＸ燃料棒を解体し，取り出したペ
レットを再使用のためペレット加工工程へ搬送する設計とする，又は
スクラップ処理のため粉末調整工程へ搬送する設計とする。

冒頭宣言

39

2.1.2 主要設備の系統構成
燃料棒加工工程は，スタック編成設備，スタック乾燥設備，挿入溶接
設備，燃料棒検査設備，燃料棒収容設備，燃料棒解体設備及び燃料棒
加工工程搬送設備で構成する。また，グローブボックス負圧・温度監
視設備を設置する設計とする。

冒頭宣言

第４回申請第３回申請

〇

再生スクラップ搬送装置グローブ
ボックス
再生スクラップ搬送装置
添加剤混合粉末搬送装置グローブ
ボックス
添加剤混合粉末搬送装置
調整粉末搬送装置グローブボックス
調整粉末搬送装置

原料粉末搬送装置グローブボックス
原料粉末搬送装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
粉末調整工程の主要設備の系統構
成

－ － － － － －

〇 －
グローブボックス負圧・温度監視設
備

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
粉末調整工程の主要設備の系統構
成

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
ペレット加工工程の構成

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
ペレット加工工程の主要設備の系
統構成

－ － － － － －

〇
空焼結ボート取扱装置グローブボッ
クス
空焼結ボート取扱装置

プレス装置(粉末取扱部)グローブ
ボックス
プレス装置(粉末取扱部)
プレス装置(プレス部)グローブボッ
クス
プレス装置(プレス部)
グリーンペレット積込装置グローブ
ボックス
グリーンペレット積込装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
ペレット加工工程の主要設備の系
統構成

－ － － － － －

〇 －

焼結ボート供給装置グローブボック
ス
焼結ボート供給装置
焼結炉
焼結ボート取出装置グローブボック
ス
焼結ボート取出装置
排ガス処理装置グローブボックス(上
部)
排ガス処理装置グローブボックス(下
部)
排ガス処理装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
ペレット加工工程の主要設備の系
統構成

－ － － － － －

〇

焼結ペレット供給装置グローブボッ
クス
焼結ペレット供給装置
研削装置グローブボックス
研削装置
研削粉回収装置グローブボックス
研削粉回収装置

－ －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
ペレット加工工程の主要設備の系
統構成

－ － － － － －

〇

ペレット検査設備グローブボックス
外観検査装置
寸法・形状・密度検査装置
仕上がりペレット収容装置

ペレット立会検査装置グローブボッ
クス
ペレット立会検査装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
ペレット加工工程の主要設備の系
統構成

－ － － － － －

〇

焼結ボート搬送装置グローブボック
ス
焼結ボート搬送装置
回収粉末容器搬送装置グローブボッ
クス
回収粉末容器搬送装置

ペレット保管容器搬送装置グローブ
ボックス
ペレット保管容器搬送装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
ペレット加工工程の主要設備の系
統構成

－ － － － － －

〇 －
グローブボックス負圧・温度監視設
備

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
ペレット加工工程の主要設備の系
統構成

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.1成型施設】
成形施設の 大処理能力

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

第２回申請
項目

第１回申請

40

(1)　スタック編成設備
スタック編成設備は，ペレットをＭＯＸ燃料棒１本分の長さに編成す
る設計とする。
スタック編成設備は，スタック編成設備グローブボックス，波板トレ
イ取出装置，スタック編成装置，スタック収容装置，空乾燥ボート取
扱装置グローブボックス及び空乾燥ボート取扱装置で構成する。

設置要求 スタック編成設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇

スタック編成設備グローブボックス
波板トレイ取出装置
スタック編成装置
スタック収容装置
空乾燥ボート取扱装置グローブボッ
クス
空乾燥ボート取扱装置

－ －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統
構成
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(2)  スタック乾燥設備
スタック乾燥設備は，ペレットをアルゴンガス雰囲気にて乾燥する設
計とする。
スタック乾燥設備は，乾燥ボート供給装置グローブボックス，乾燥
ボート供給装置，スタック乾燥装置，乾燥ボート取出装置グローブ
ボックス及び乾燥ボート取出装置で構成する。

設置要求 スタック乾燥設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇

乾燥ボート供給装置グローブボック
ス
乾燥ボート供給装置
スタック乾燥装置
乾燥ボート取出装置グローブボック
ス
乾燥ボート取出装置

－ －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統
構成
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(3)  挿入溶接設備
挿入溶接設備は，被覆管に乾燥したペレット及びプレナムスプリング
を挿入し，上部端栓を取り付け，ヘリウムガス雰囲気で溶接を行う設
計とする。溶接後のＭＯＸ燃料棒は，除染及び汚染検査を行い，燃料
棒検査設備へ払い出す設計とする。
挿入溶接設備は，被覆管乾燥装置被覆管供給装置オープンポートボッ
クス，被覆管供給装置，スタック供給装置グローブボックス，スタッ
ク供給装置，部材供給装置（部材供給部）オープンポートボックス，
部材供給装置（部材供給部），部材供給装置（部材搬送部）オープン
ポートボックス，部材供給装置（部材搬送部），挿入溶接装置（被覆
管取扱部）グローブボックス，挿入溶接装置（被覆管取扱部），挿入
溶接装置（スタック取扱部）グローブボックス，挿入溶接装置（ス
タック取扱部），挿入溶接装置（燃料棒溶接部）グローブボックス，
挿入溶接装置（燃料棒溶接部），除染装置グローブボックス，除染装
置，汚染検査装置オープンポートボックス及び汚染検査装置で構成す
る。挿入溶接設備のうち，被覆管乾燥装置を2台，被覆管供給装置を2
台，部材供給装置（部材供給部）を2台，部材供給装置（部材搬送部）
を2台，挿入溶接装置（被覆管取扱部）を2台，挿入溶接装置（スタッ
ク取扱部）を2台，挿入溶接装置（燃料棒溶接部）を2台設置する設計
とする。

設置要求 挿入溶接設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 －

被覆管乾燥装置被覆管供給装置オー
プンポートボックス
被覆管供給装置
スタック供給装置グローブボックス
スタック供給装置
部材供給装置（部材供給部）オープ
ンポートボックス
部材供給装置（部材供給部）
部材供給装置（部材搬送部）オープ
ンポートボックス
部材供給装置（部材搬送部）
挿入溶接装置（被覆管取扱部）グ
ローブボックス
挿入溶接装置（被覆管取扱部）
挿入溶接装置（スタック取扱部）グ
ローブボックス
挿入溶接装置（スタック取扱部）
挿入溶接装置（燃料棒溶接部）グ
ローブボックス
挿入溶接装置（燃料棒溶接部）グ
ローブボックス
除染装置グローブボックス
除染装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統
構成
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(4)  燃料棒検査設備
燃料棒検査設備は，ＭＯＸ燃料棒の各種検査を行う設計とする。
燃料棒検査設備は，ヘリウムリーク検査装置，Ｘ線検査装置，ロッド
スキャニング装置，外観寸法検査装置，燃料棒移載装置及び燃料棒立
会検査装置で構成する。

設置要求 燃料棒検査設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 燃料棒移載装置

ヘリウムリーク検査装置
Ｘ線検査装置
ロッドスキャニング装置
外観寸法検査装置
燃料棒立会検査装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統
構成
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(5)  燃料棒収容設備
燃料棒収容設備は，ＭＯＸ燃料棒を貯蔵マガジンに収納する設計とす
る。
また，再検査，立会検査又は解体するためのＭＯＸ燃料棒を貯蔵マガ
ジンから取り出し，燃料棒検査設備又は燃料棒解体設備へ払い出す設
計とする。再検査又は立会検査後に返送されたＭＯＸ燃料棒を貯蔵マ
ガジンに収納する設計とする。
さらに，部材として使用する被覆管を貯蔵マガジンから取り出し，挿
入溶接設備への払出しを行う設計とする。ＭＯＸ燃料棒又は被覆管を
収納した貯蔵マガジンを，燃料棒貯蔵設備へ払い出す設計とする。
燃料棒収容設備は，貯蔵マガジン，燃料棒収容装置，燃料棒供給装置
及び貯蔵マガジン移載装置で構成する。

設置要求 燃料棒収容設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇

貯蔵マガジン
燃料棒収容装置
燃料棒供給装置
貯蔵マガジン移載装置

－ －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統
構成

45

(6)  燃料棒解体設備
燃料棒解体設備は，ＭＯＸ燃料棒を解体する設計とする。燃料棒解体
設備は，解体によりＭＯＸ燃料棒から取り出されたペレットを燃料棒
加工工程搬送設備に払い出し，ペレット加工工程へ搬送する設計とす
る。
燃料棒解体設備は，燃料棒搬入オープンポートボックス，燃料棒解体
装置グローブボックス，燃料棒解体装置，溶接試料前処理装置オープ
ンポートボックス，溶接試料前処理装置グローブボックス及び溶接試
料前処理装置で構成する。燃料棒解体設備のうち，溶接試料前処理装
置を1台設置する設計とする。

設置要求 燃料棒解体設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 －

燃料棒搬入オープンポートボックス
燃料棒解体装置グローブボックス
燃料棒解体装置
溶接試料前処理装置オープンポート
ボックス
溶接試料前処理装置グローブボック
ス
溶接試料前処理装置

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統
構成
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(7)  燃料棒加工工程搬送設備
燃料棒加工工程搬送設備は，ペレット保管容器，規格外ペレット保管
容器，ペレット保存試料保管容器，乾燥ボート，ＭＯＸ燃料棒，被覆
管又は校正用燃料棒の搬送を行う設計とする。
燃料棒加工工程搬送設備は，ペレット保管容器搬送装置グローブボッ
クス，ペレット保管容器搬送装置，乾燥ボート搬送装置グローブボッ
クス，乾燥ボート搬送装置及び燃料棒搬送装置で構成する。

設置要求 燃料棒加工工程搬送設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇

ペレット保管容器搬送装置グローブ
ボックス
ペレット保管容器搬送装置
乾燥ボート搬送装置グローブボック
ス
乾燥ボート搬送装置
燃料棒搬送装置

－ －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統
構成
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(8)  グローブボックス負圧・温度監視設備
グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。
グローブボックス負圧・温度監視設備は，各グローブボックスに設置
する設計とする。

設置要求
グローブボックス負圧・温度監視設
備

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －
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2.2　 大処理能力
被覆施設は， 大処理能力130t･HM/年を有する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.2被覆施
設】
被覆施設の 大処理能力

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
被覆施設の 大処理能力
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3.組立施設
組立施設は，燃料集合体組立工程及び梱包出荷工程で構成し，燃料加
工建屋に収納する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
組立施設の構成及び設計

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
組立施設の構成及び設計

50
組立施設は，ＭＯＸ燃料棒，燃料集合体部材及びウラン燃料棒を組み
合わせて，ＢＷＲ型又はＰＷＲ型の燃料集合体とし，さらに燃料集合
体を梱包し，出荷することができる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
組立施設の構成及び設計

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
組立施設の構成及び設計

51
燃料集合体組立工程は，制御第５室及び制御第６室にて施設の状態監
視，運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
組立施設の構成及び設計

－ － － － － 〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
組立施設の構成及び設計

52
梱包出荷工程は，制御第６室にて施設の状態監視，運転操作及び工程
停止操作を行うことができる設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
組立施設の構成及び設計

－ － － － － 〇 － 施設共通　基本設計方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
組立施設の構成及び設計

53

3.1  燃料集合体組立工程
3.1.1  燃料集合体組立工程の構成
燃料集合体組立工程は，ＭＯＸ燃料棒と支持格子等の部材を組み合わ
せて，燃料集合体平均のプルトニウム富化度をＢＷＲ燃料集合体では
11％以下，ＰＷＲ燃料集合体では14％以下で燃料集合体を組み立てる
設計とする。なお，ＢＷＲ燃料集合体については，外部からウラン中
のウラン－235 含有率が５％以下のウラン燃料棒を受け入れ，組み合
わせる。
燃料集合体組立工程は，組み立てた燃料集合体を洗浄し，外観検査等
所定の検査を実施する設計とする。
燃料集合体組立工程は，規格外の燃料集合体は解体し，取り出した燃
料棒を再使用又は解体のため燃料棒加工工程へ搬送する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
燃料集合体組立工程の構成

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
燃料集合体組立工程の構成

54
3.1.2 主要設備の系統構成
燃料集合体組立工程は，燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設備，
燃料集合体検査設備及び燃料集合体組立工程搬送設備で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
燃料集合体組立工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
燃料集合体組立工程の主要設備の
系統構成
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

項目

40

(1)　スタック編成設備
スタック編成設備は，ペレットをＭＯＸ燃料棒１本分の長さに編成す
る設計とする。
スタック編成設備は，スタック編成設備グローブボックス，波板トレ
イ取出装置，スタック編成装置，スタック収容装置，空乾燥ボート取
扱装置グローブボックス及び空乾燥ボート取扱装置で構成する。

設置要求

41

(2)  スタック乾燥設備
スタック乾燥設備は，ペレットをアルゴンガス雰囲気にて乾燥する設
計とする。
スタック乾燥設備は，乾燥ボート供給装置グローブボックス，乾燥
ボート供給装置，スタック乾燥装置，乾燥ボート取出装置グローブ
ボックス及び乾燥ボート取出装置で構成する。

設置要求

42

(3)  挿入溶接設備
挿入溶接設備は，被覆管に乾燥したペレット及びプレナムスプリング
を挿入し，上部端栓を取り付け，ヘリウムガス雰囲気で溶接を行う設
計とする。溶接後のＭＯＸ燃料棒は，除染及び汚染検査を行い，燃料
棒検査設備へ払い出す設計とする。
挿入溶接設備は，被覆管乾燥装置被覆管供給装置オープンポートボッ
クス，被覆管供給装置，スタック供給装置グローブボックス，スタッ
ク供給装置，部材供給装置（部材供給部）オープンポートボックス，
部材供給装置（部材供給部），部材供給装置（部材搬送部）オープン
ポートボックス，部材供給装置（部材搬送部），挿入溶接装置（被覆
管取扱部）グローブボックス，挿入溶接装置（被覆管取扱部），挿入
溶接装置（スタック取扱部）グローブボックス，挿入溶接装置（ス
タック取扱部），挿入溶接装置（燃料棒溶接部）グローブボックス，
挿入溶接装置（燃料棒溶接部），除染装置グローブボックス，除染装
置，汚染検査装置オープンポートボックス及び汚染検査装置で構成す
る。挿入溶接設備のうち，被覆管乾燥装置を2台，被覆管供給装置を2
台，部材供給装置（部材供給部）を2台，部材供給装置（部材搬送部）
を2台，挿入溶接装置（被覆管取扱部）を2台，挿入溶接装置（スタッ
ク取扱部）を2台，挿入溶接装置（燃料棒溶接部）を2台設置する設計
とする。

設置要求

43

(4)  燃料棒検査設備
燃料棒検査設備は，ＭＯＸ燃料棒の各種検査を行う設計とする。
燃料棒検査設備は，ヘリウムリーク検査装置，Ｘ線検査装置，ロッド
スキャニング装置，外観寸法検査装置，燃料棒移載装置及び燃料棒立
会検査装置で構成する。

設置要求

44

(5)  燃料棒収容設備
燃料棒収容設備は，ＭＯＸ燃料棒を貯蔵マガジンに収納する設計とす
る。
また，再検査，立会検査又は解体するためのＭＯＸ燃料棒を貯蔵マガ
ジンから取り出し，燃料棒検査設備又は燃料棒解体設備へ払い出す設
計とする。再検査又は立会検査後に返送されたＭＯＸ燃料棒を貯蔵マ
ガジンに収納する設計とする。
さらに，部材として使用する被覆管を貯蔵マガジンから取り出し，挿
入溶接設備への払出しを行う設計とする。ＭＯＸ燃料棒又は被覆管を
収納した貯蔵マガジンを，燃料棒貯蔵設備へ払い出す設計とする。
燃料棒収容設備は，貯蔵マガジン，燃料棒収容装置，燃料棒供給装置
及び貯蔵マガジン移載装置で構成する。

設置要求

45

(6)  燃料棒解体設備
燃料棒解体設備は，ＭＯＸ燃料棒を解体する設計とする。燃料棒解体
設備は，解体によりＭＯＸ燃料棒から取り出されたペレットを燃料棒
加工工程搬送設備に払い出し，ペレット加工工程へ搬送する設計とす
る。
燃料棒解体設備は，燃料棒搬入オープンポートボックス，燃料棒解体
装置グローブボックス，燃料棒解体装置，溶接試料前処理装置オープ
ンポートボックス，溶接試料前処理装置グローブボックス及び溶接試
料前処理装置で構成する。燃料棒解体設備のうち，溶接試料前処理装
置を1台設置する設計とする。

設置要求

46

(7)  燃料棒加工工程搬送設備
燃料棒加工工程搬送設備は，ペレット保管容器，規格外ペレット保管
容器，ペレット保存試料保管容器，乾燥ボート，ＭＯＸ燃料棒，被覆
管又は校正用燃料棒の搬送を行う設計とする。
燃料棒加工工程搬送設備は，ペレット保管容器搬送装置グローブボッ
クス，ペレット保管容器搬送装置，乾燥ボート搬送装置グローブボッ
クス，乾燥ボート搬送装置及び燃料棒搬送装置で構成する。

設置要求

47

(8)  グローブボックス負圧・温度監視設備
グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。
グローブボックス負圧・温度監視設備は，各グローブボックスに設置
する設計とする。

設置要求

48
2.2　 大処理能力
被覆施設は， 大処理能力130t･HM/年を有する設計とする。

冒頭宣言

49
3.組立施設
組立施設は，燃料集合体組立工程及び梱包出荷工程で構成し，燃料加
工建屋に収納する設計とする。

冒頭宣言

50
組立施設は，ＭＯＸ燃料棒，燃料集合体部材及びウラン燃料棒を組み
合わせて，ＢＷＲ型又はＰＷＲ型の燃料集合体とし，さらに燃料集合
体を梱包し，出荷することができる設計とする。

冒頭宣言

51
燃料集合体組立工程は，制御第５室及び制御第６室にて施設の状態監
視，運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。

設置要求

52
梱包出荷工程は，制御第６室にて施設の状態監視，運転操作及び工程
停止操作を行うことができる設計とする。

設置要求

53

3.1  燃料集合体組立工程
3.1.1  燃料集合体組立工程の構成
燃料集合体組立工程は，ＭＯＸ燃料棒と支持格子等の部材を組み合わ
せて，燃料集合体平均のプルトニウム富化度をＢＷＲ燃料集合体では
11％以下，ＰＷＲ燃料集合体では14％以下で燃料集合体を組み立てる
設計とする。なお，ＢＷＲ燃料集合体については，外部からウラン中
のウラン－235 含有率が５％以下のウラン燃料棒を受け入れ，組み合
わせる。
燃料集合体組立工程は，組み立てた燃料集合体を洗浄し，外観検査等
所定の検査を実施する設計とする。
燃料集合体組立工程は，規格外の燃料集合体は解体し，取り出した燃
料棒を再使用又は解体のため燃料棒加工工程へ搬送する設計とする。

冒頭宣言

54
3.1.2 主要設備の系統構成
燃料集合体組立工程は，燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設備，
燃料集合体検査設備及び燃料集合体組立工程搬送設備で構成する。

冒頭宣言

第４回申請第３回申請

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

〇 －
グローブボックス負圧・温度監視設
備

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.2被覆施設】
燃料棒加工工程の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

第２回申請
項目

第１回申請

55

(1)  燃料集合体組立設備
燃料集合体組立設備は，ＭＯＸ燃料棒及びウラン燃料棒を燃料集合体
部材と組み合わせて燃料集合体に組み立てる設計とする。燃料集合体
は燃料集合体洗浄設備へ払い出す設計とする。
燃料集合体組立設備は，マガジン編成装置，組立マガジン，スケルト
ン組立装置及び燃料集合体組立装置で構成する。燃料集合体組立設備
のうち，スケルトン組立装置を1台設置する設計とする。

設置要求 燃料集合体組立設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
燃料集合体組立工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇

マガジン編成装置
組立マガジン
スケルトン組立装置
燃料集合体組立装置

－ －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
燃料集合体組立工程の主要設備の
系統構成
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(2)  燃料集合体洗浄設備
燃料集合体洗浄設備は，燃料集合体組立設備にて組み立てた燃料集合
体を洗浄する設計とする。燃料集合体洗浄設備は，洗浄後の燃料集合
体を燃料集合体検査設備へ払い出す設計とする。
燃料集合体洗浄設備は，燃料集合体洗浄装置で構成する。

設置要求 燃料集合体洗浄設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
燃料集合体組立工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 － 燃料集合体洗浄装置 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
燃料集合体組立工程の主要設備の
系統構成
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(3)  燃料集合体検査設備
燃料集合体検査設備は，燃料集合体洗浄設備にて洗浄した燃料集合体
の寸法，外観等を検査する設計とする。燃料集合体検査設備は，検査
後の燃料集合体を貯蔵施設の燃料集合体貯蔵設備へ払い出す設計とす
る。
燃料集合体検査設備は，燃料集合体第１検査装置，燃料集合体第２検
査装置，燃料集合体仮置台及び燃料集合体立会検査装置で構成する。

設置要求 燃料集合体検査設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
燃料集合体組立工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 －

燃料集合体第１検査装置
燃料集合体第２検査装置
燃料集合体仮置台
燃料集合体立会検査装

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
燃料集合体組立工程の主要設備の
系統構成
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(4)  燃料集合体組立工程搬送設備
燃料集合体組立工程搬送設備は，燃料集合体組立工程において燃料集
合体の搬送を行う設計とする。
燃料集合体組立工程搬送設備は，組立クレーン及びリフタで構成す
る。

設置要求 燃料集合体組立工程搬送設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
燃料集合体組立工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 組立クレーン リフタ －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
燃料集合体組立工程の主要設備の
系統構成
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3.2  梱包出荷工程
3.2.1 梱包出荷工程の構成
梱包出荷工程は，燃料集合体を輸送容器へ梱包し，出荷する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
梱包出荷工程の構成

－ － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
梱包出荷工程の構成
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3.2.2  主要設備の系統構成
梱包出荷工程は，梱包・出荷設備で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
梱包出荷工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
梱包出荷工程の主要設備の系統構
成
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(1)  梱包・出荷設備
梱包・出荷設備は，燃料集合体の梱包及び出荷を行う設計とする。
梱包・出荷設備は，貯蔵梱包クレーン，燃料ホルダ取付装置，容器蓋
取付装置，梱包天井クレーン，容器移載装置及び保管室天井クレーン
で構成する。

設置要求 梱包・出荷設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
梱包出荷工程の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 －

貯蔵梱包クレーン
燃料ホルダ取付装置
容器蓋取付装置
梱包天井クレーン
容器移載装置
保管室天井クレーン

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
梱包出荷工程の主要設備の系統構
成
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3.3  大処理能力
組立施設は， 大処理能力218t･HM/年を有する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.3組立施設
】
組立施設の 大処理能力

－ － － － － 〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.3組立施設
】
組立施設の 大処理能力
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7.3　所内電源設備
東北電力ネットワーク株式会社電力系統の154kＶ送電線２回線から再
処理施設の受電開閉設備で受電し，再処理施設の受電変圧器を通して
再処理施設に給電を行っているが，当該設備のうち，受電開閉設備，
第２ユーティリティ建屋の３号受電変圧器及び４号受電変圧器，高圧
母線並びに第２運転予備用ディーゼル発電機を再処理施設と共用し，
MOX燃料加工施設への給電を行う設計とする。なお，第２運転予備用
ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備は，再処理施設と共用する。

機能要求①

受電開閉設備
第２ユーティリティ建屋の３号受電
変圧器
４号受電変圧器
高圧母線
第２運転予備用ディーゼル発電機
第２運転予備用ディーゼル発電機の
燃料貯蔵設備

設計方針（共用）

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他加工施設の附属施設
6.7.3所内電源設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他加
工施設の附属施設
6.7.3所内電源設備】
〇悪影響防止
〇共用
・東北電力ネットワーク株式会社電力系統の
154kＶ送電線２回線から再処理施設の受電開閉
設備で受電し，再処理施設の受電変圧器を通し
て再処理施設に給電を行っているが，当該設備
のうち，受電開閉設備，第２ユーティリティ建
屋の３号受電変圧器及び４号受電変圧器，高圧
母線並びに第２運転予備用ディーゼル発電機を
再処理施設と共用し，MOX燃料加工施設への給
電を行う設計とする。
・第２運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵
設備は，再処理施設と共用する。

－ － － － － － － － － － －
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7.9 核燃料物質の検査設備
検査設備は，各工程で取り扱う核燃料物質を検査する分析設備で構成
し，燃料加工建屋に収納する設計とする。また，グローブボックス及
びオープンポートボックスを設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
検査設備の構成及び設計

－ － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
検査設備の構成及び設計
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分析装置グローブボックスは，標準試料（核分裂性Ｐｕ割合が83％を
超えるプルトニウム，ウラン中のウラン－235含有率が1.6％を超える
ウラン，ウラン－233を含むウランなど）として，少量の金属プルトニ
ウム，金属ウラン等を保管することができる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6 7 10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
検査設備の構成及び設計

－ － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6 7 10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
検査設備の構成及び設計
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核燃料物質の検査設備は，制御第２室にて施設の状態監視，運転操作
及び工程停止操作を行うことができる設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
検査設備の構成及び設計

－ － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
検査設備の構成及び設計

67
7.9.1  核燃料物質の検査設備の構成
分析設備は，ＭＯＸ燃料加工施設内の各工程から少量の核燃料物質で
ある分析試料の移送及び分析する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の構成

－ － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の構成
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7.9.2  主要設備の系統構成
分析設備は，気送装置，受払装置グローブボックス，受払装置，分析
装置オープンポートボックス，分析装置フード，分析装置グローブ
ボックス，分析装置，分析済液処理装置グローブボックス，分析済液
処理装置及び運搬台車で構成する。また，グローブボックス負圧・温
度監視設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

69
(1)  気送装置
気送装置は，分析設備と成形施設のペレット加工工程のペレット検査
設備等との間で，核燃料物質を搬送する設計とする。

設置要求 気送装置 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 － 気送装置 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

70

(2)  受払装置グローブボックス
受払装置グローブボックスは，その内部に受払装置を設置する設計と
する。
また，工程室とグローブボックス内の差圧異常の検知及びグローブ
ボックス内の火災を感知するグローブボックス負圧・温度監視設備を
設置する設計とする。

設置要求 受払装置グローブボックス 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 － 受払装置グローブボックス －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

項目

55

(1)  燃料集合体組立設備
燃料集合体組立設備は，ＭＯＸ燃料棒及びウラン燃料棒を燃料集合体
部材と組み合わせて燃料集合体に組み立てる設計とする。燃料集合体
は燃料集合体洗浄設備へ払い出す設計とする。
燃料集合体組立設備は，マガジン編成装置，組立マガジン，スケルト
ン組立装置及び燃料集合体組立装置で構成する。燃料集合体組立設備
のうち，スケルトン組立装置を1台設置する設計とする。

設置要求

56

(2)  燃料集合体洗浄設備
燃料集合体洗浄設備は，燃料集合体組立設備にて組み立てた燃料集合
体を洗浄する設計とする。燃料集合体洗浄設備は，洗浄後の燃料集合
体を燃料集合体検査設備へ払い出す設計とする。
燃料集合体洗浄設備は，燃料集合体洗浄装置で構成する。

設置要求

57

(3)  燃料集合体検査設備
燃料集合体検査設備は，燃料集合体洗浄設備にて洗浄した燃料集合体
の寸法，外観等を検査する設計とする。燃料集合体検査設備は，検査
後の燃料集合体を貯蔵施設の燃料集合体貯蔵設備へ払い出す設計とす
る。
燃料集合体検査設備は，燃料集合体第１検査装置，燃料集合体第２検
査装置，燃料集合体仮置台及び燃料集合体立会検査装置で構成する。

設置要求

58

(4)  燃料集合体組立工程搬送設備
燃料集合体組立工程搬送設備は，燃料集合体組立工程において燃料集
合体の搬送を行う設計とする。
燃料集合体組立工程搬送設備は，組立クレーン及びリフタで構成す
る。

設置要求

59

3.2  梱包出荷工程
3.2.1 梱包出荷工程の構成
梱包出荷工程は，燃料集合体を輸送容器へ梱包し，出荷する設計とす
る。

冒頭宣言

60
3.2.2  主要設備の系統構成
梱包出荷工程は，梱包・出荷設備で構成する。

冒頭宣言

61

(1)  梱包・出荷設備
梱包・出荷設備は，燃料集合体の梱包及び出荷を行う設計とする。
梱包・出荷設備は，貯蔵梱包クレーン，燃料ホルダ取付装置，容器蓋
取付装置，梱包天井クレーン，容器移載装置及び保管室天井クレーン
で構成する。

設置要求

62
3.3  大処理能力
組立施設は， 大処理能力218t･HM/年を有する設計とする。

冒頭宣言

63

7.3　所内電源設備
東北電力ネットワーク株式会社電力系統の154kＶ送電線２回線から再
処理施設の受電開閉設備で受電し，再処理施設の受電変圧器を通して
再処理施設に給電を行っているが，当該設備のうち，受電開閉設備，
第２ユーティリティ建屋の３号受電変圧器及び４号受電変圧器，高圧
母線並びに第２運転予備用ディーゼル発電機を再処理施設と共用し，
MOX燃料加工施設への給電を行う設計とする。なお，第２運転予備用
ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備は，再処理施設と共用する。

機能要求①

64

7.9 核燃料物質の検査設備
検査設備は，各工程で取り扱う核燃料物質を検査する分析設備で構成
し，燃料加工建屋に収納する設計とする。また，グローブボックス及
びオープンポートボックスを設置する設計とする。

冒頭宣言

65

分析装置グローブボックスは，標準試料（核分裂性Ｐｕ割合が83％を
超えるプルトニウム，ウラン中のウラン－235含有率が1.6％を超える
ウラン，ウラン－233を含むウランなど）として，少量の金属プルトニ
ウム，金属ウラン等を保管することができる設計とする。

冒頭宣言

66
核燃料物質の検査設備は，制御第２室にて施設の状態監視，運転操作
及び工程停止操作を行うことができる設計とする。

設置要求

67
7.9.1  核燃料物質の検査設備の構成
分析設備は，ＭＯＸ燃料加工施設内の各工程から少量の核燃料物質で
ある分析試料の移送及び分析する設計とする。

冒頭宣言

68

7.9.2  主要設備の系統構成
分析設備は，気送装置，受払装置グローブボックス，受払装置，分析
装置オープンポートボックス，分析装置フード，分析装置グローブ
ボックス，分析装置，分析済液処理装置グローブボックス，分析済液
処理装置及び運搬台車で構成する。また，グローブボックス負圧・温
度監視設備を設置する設計とする。

冒頭宣言

69
(1)  気送装置
気送装置は，分析設備と成形施設のペレット加工工程のペレット検査
設備等との間で，核燃料物質を搬送する設計とする。

設置要求

70

(2)  受払装置グローブボックス
受払装置グローブボックスは，その内部に受払装置を設置する設計と
する。
また，工程室とグローブボックス内の差圧異常の検知及びグローブ
ボックス内の火災を感知するグローブボックス負圧・温度監視設備を
設置する設計とする。

設置要求

第４回申請第３回申請

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － 〇 －

受電開閉設備
第２ユーティリティ建屋の３号受電
変圧器
４号受電変圧器
高圧母線
第２運転予備用ディーゼル発電機
第２運転予備用ディーゼル発電機の
燃料貯蔵設備

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他加工施設の附属施設
6.7.3所内電源設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他加工施設の附属施設
6.7.3所内電源設備】
〇悪影響防止
〇共用
東北電力ネットワーク株式会社電
力系統の154kＶ送電線２回線から
再処理施設の受電開閉設備で受電
し，再処理施設の受電変圧器を通
して再処理施設に給電を行ってい
るが，当該設備のうち，受電開閉
設備，第２ユーティリティ建屋の
３号受電変圧器及び４号受電変圧
器，高圧母線並びに第２運転予備
用ディーゼル発電機を再処理施設
と共用し，MOX燃料加工施設への
給電を行う設計とする。なお，第
２運転予備用ディーゼル発電機の
燃料貯蔵設備は，再処理施設と共
用する。

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

第２回申請
項目

第１回申請

71
(3) 受払装置
受払装置は，本装置と分析装置との間で核燃料物質の搬送を行う設計
とし，1台設置する設計とする。

設置要求 受払装置 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 － 受払装置 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

72

(4) 分析装置オープンポートボックス
分析装置オープンポートボックスは，室内の空気を開口部から吸引
し，排気ダクトを介してグローブボックス排風機の連続運転によって
排気することで，開口部の空気流入風速を設定値以上に維持できる設
計とし，汚染のおそれのある物品の汚染検査を行う際に，オープン
ポートボックス外への汚染の拡大を防ぐ設計とする。
また，オープンポートボックス内の火災を感知するグローブボックス
負圧・温度監視設備を設置する設計とする。

設置要求 分析装置オープンポートボックス 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 － 分析装置オープンポートボックス －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

73

(5) 分析装置フード
分析装置フードは，室内の空気を開口部から吸引し，排気ダクトを介
してグローブボックス排風機の連続運転によって排気することで，開
口部の空気流入風速を設定値以上に維持する設計とし，汚染のおそれ
のある物品の汚染検査を行う際に，フード外への汚染の拡大を防ぐ設
計とする。

設置要求 分析装置フード 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 － 分析装置フード －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

74

(6) 分析装置グローブボックス
分析装置グローブボックスは，その内部に分析装置を設置する設計と
する。
また，分析装置グローブボックスは，標準試料として，少量の金属プ
ルトニウム，金属ウラン等を保管する設計とする。工程室とグローブ
ボックス内の差圧異常の検知及びグローブボックス内の火災を感知す
るグローブボックス負圧・温度監視設備を設置する設計とする。

設置要求 分析装置グローブボックス 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 － 分析装置グローブボックス －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

75

(7) 分析装置
分析装置は，プルトニウム・ウラン分析，不純物分析及び物性測定を
行う設計とする。また，保障措置検査用の核燃料物質の処理を行う設
計とする。
分析装置は，標準試料として，少量の金属プルトニウム，金属ウラン
等を使用又は保管する設計とする。また，スクラップの容器待機を実
施する設計とする。
分析装置は，分析装置間で核燃料物質の搬送を行う設計とする。

設置要求 分析装置 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 － 分析装置 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

76

(8) 分析済液処理装置グローブボックス
分析済液処理装置グローブボックスは，その内部に分析済液処理装置
を設置する設計とする。
また，工程室とグローブボックス内の差圧異常の検知及びグローブ
ボックス内の火災を感知するグローブボックス負圧・温度監視設備を
設置する設計とする。

設置要求 分析済液処理装置グローブボックス 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 － 分析済液処理装置グローブボックス －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

77

(9) 分析済液処理装置
分析済液処理装置は，分析済液からウラン及びプルトニウムをＲＳ粉
末として回収し，成形施設の粉末調整工程のスクラップ処理設備の再
生スクラップ受払装置又は低レベル廃液処理設備へ払い出す設計とす
る。また，スクラップの容器の払い出しまでの一時的な保管を行う設
計とする。
分析済液を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接続
する構造とし，放射性物質が漏えいしにくい設計とする。

設置要求 分析済液処理装置 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － 〇 － 分析済液処理装置 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

78

(10) 運搬台車
運搬台車は，分析設備と実験設備の小規模試験設備等との間で，バッ
グアウトしたＭＯＸを搬送する設計とする。また，分析装置と分析済
液処理装置との間で，バッグアウトした分析済液を搬送する設計とす
る。

設置要求 運搬台車 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

79

(11) グローブボックス負圧・温度監視設備
グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。
グローブボックス負圧・温度監視設備は，各グローブボックスに設置
する設計とする。

設置要求
グローブボックス負圧・温度監視設
備

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.10核燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

80

7.10核燃料物質の計量設備
核燃料物質の計量設備は，核燃料物質を計量するため，加工施設内の
各施設において核燃料物質の秤量等を行う計量設備で構成し，燃料加
工建屋に収納する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.11核燃料物質の計量設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.11核燃料物質の計量設備
】
核燃料物質の計量設備の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

81
7.10.1  核燃料物質の計量設備の構成
核燃料物質の計量設備は，核燃料物質の所在，形態及び量を管理でき
る機能を有する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.11核燃料物質の計量設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.11核燃料物質の計量設備
】
核燃料物質の計量設備の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

82
7.10.2  主要設備の系統構成
核燃料物質の計量設備は，ID番号読取機，秤量器，運転管理用計算機
及び臨界管理用計算機で構成する。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.11核燃料物質の計量設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.11核燃料物質の計量設備
】
核燃料物質の計量設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

83

7.11 実験設備

実験設備は，粉末混合条件等の調査・評価等を行う小規模試験設備で
構成し，燃料加工建屋に収納する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
実験設備の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

84
小規模試験設備には，小規模焼結処理装置，小規模焼結炉排ガス処理
装置等を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
実験設備の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

85
小規模試験設備は，制御第１室及び制御第４室にて施設の状態監視，
運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
実験設備の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

86
7.11.1  実験設備の構成
実験設備の小規模試験設備は，小規模試験，再焼結試験，先行試験，
各装置より回収された回収粉末の希釈混合等を行う設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6 7その他の加工施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の構成

－ － － － － － － － － － －

106



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

項目

71
(3)  受払装置
受払装置は，本装置と分析装置との間で核燃料物質の搬送を行う設計
とし，1台設置する設計とする。

設置要求

72

(4)  分析装置オープンポートボックス
分析装置オープンポートボックスは，室内の空気を開口部から吸引
し，排気ダクトを介してグローブボックス排風機の連続運転によって
排気することで，開口部の空気流入風速を設定値以上に維持できる設
計とし，汚染のおそれのある物品の汚染検査を行う際に，オープン
ポートボックス外への汚染の拡大を防ぐ設計とする。
また，オープンポートボックス内の火災を感知するグローブボックス
負圧・温度監視設備を設置する設計とする。

設置要求

73

(5)  分析装置フード
分析装置フードは，室内の空気を開口部から吸引し，排気ダクトを介
してグローブボックス排風機の連続運転によって排気することで，開
口部の空気流入風速を設定値以上に維持する設計とし，汚染のおそれ
のある物品の汚染検査を行う際に，フード外への汚染の拡大を防ぐ設
計とする。

設置要求

74

(6)  分析装置グローブボックス
分析装置グローブボックスは，その内部に分析装置を設置する設計と
する。
また，分析装置グローブボックスは，標準試料として，少量の金属プ
ルトニウム，金属ウラン等を保管する設計とする。工程室とグローブ
ボックス内の差圧異常の検知及びグローブボックス内の火災を感知す
るグローブボックス負圧・温度監視設備を設置する設計とする。

設置要求

75

(7)  分析装置
分析装置は，プルトニウム・ウラン分析，不純物分析及び物性測定を
行う設計とする。また，保障措置検査用の核燃料物質の処理を行う設
計とする。
分析装置は，標準試料として，少量の金属プルトニウム，金属ウラン
等を使用又は保管する設計とする。また，スクラップの容器待機を実
施する設計とする。
分析装置は，分析装置間で核燃料物質の搬送を行う設計とする。

設置要求

76

(8)  分析済液処理装置グローブボックス
分析済液処理装置グローブボックスは，その内部に分析済液処理装置
を設置する設計とする。
また，工程室とグローブボックス内の差圧異常の検知及びグローブ
ボックス内の火災を感知するグローブボックス負圧・温度監視設備を
設置する設計とする。

設置要求

77

(9)  分析済液処理装置
分析済液処理装置は，分析済液からウラン及びプルトニウムをＲＳ粉
末として回収し，成形施設の粉末調整工程のスクラップ処理設備の再
生スクラップ受払装置又は低レベル廃液処理設備へ払い出す設計とす
る。また，スクラップの容器の払い出しまでの一時的な保管を行う設
計とする。
分析済液を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接続
する構造とし，放射性物質が漏えいしにくい設計とする。

設置要求

78

(10)  運搬台車
運搬台車は，分析設備と実験設備の小規模試験設備等との間で，バッ
グアウトしたＭＯＸを搬送する設計とする。また，分析装置と分析済
液処理装置との間で，バッグアウトした分析済液を搬送する設計とす
る。

設置要求

79

(11)  グローブボックス負圧・温度監視設備
グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。
グローブボックス負圧・温度監視設備は，各グローブボックスに設置
する設計とする。

設置要求

80

7.10核燃料物質の計量設備
核燃料物質の計量設備は，核燃料物質を計量するため，加工施設内の
各施設において核燃料物質の秤量等を行う計量設備で構成し，燃料加
工建屋に収納する設計とする。

冒頭宣言

81
7.10.1  核燃料物質の計量設備の構成
核燃料物質の計量設備は，核燃料物質の所在，形態及び量を管理でき
る機能を有する設計とする。

設置要求

82
7.10.2  主要設備の系統構成
核燃料物質の計量設備は，ID番号読取機，秤量器，運転管理用計算機
及び臨界管理用計算機で構成する。

設置要求

83

7.11 実験設備

実験設備は，粉末混合条件等の調査・評価等を行う小規模試験設備で
構成し，燃料加工建屋に収納する設計とする。

冒頭宣言

84
小規模試験設備には，小規模焼結処理装置，小規模焼結炉排ガス処理
装置等を設置する設計とする。

冒頭宣言

85
小規模試験設備は，制御第１室及び制御第４室にて施設の状態監視，
運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。

設置要求

86
7.11.1  実験設備の構成
実験設備の小規模試験設備は，小規模試験，再焼結試験，先行試験，
各装置より回収された回収粉末の希釈混合等を行う設計とする。

冒頭宣言

第４回申請第３回申請

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － 〇 － 運搬台車 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

〇 －
グローブボックス負圧・温度監視設
備

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.10核燃料物質の検査設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.10核
燃料物質の検査設備】
分析設備の主要設備の系統構成

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.11核燃料物質の計量設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.11核
燃料物質の計量設備
】
核燃料物質の計量設備の構成及び
設計

－ － － － － －

〇 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.11核燃料物質の計量設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.11核
燃料物質の計量設備
】
核燃料物質の計量設備の構成及び
設計

－ － － － － －

〇
基本方針
ID番号読取機
秤量器

基本方針
運転管理用計算機
臨界管理用計算機

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.11核燃料物質の計量設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.11核
燃料物質の計量設備
】
核燃料物質の計量設備の主要設備
の系統構成

－ － － － － －

〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
実験設備の構成及び設計

－ － － － － －

〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
実験設備の構成及び設計

－ － － － － －

〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
実験設備の構成及び設計

－ － － － － －

〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6 7その他の加工施設

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の構成

－ － － － － －

107
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項目

第１回申請

87

7.11.2  主要設備の系統構成
小規模試験設備は，小規模粉末混合装置グローブボックス，小規模粉
末混合装置，小規模プレス装置グローブボックス，小規模プレス装
置，小規模焼結処理装置グローブボックス，小規模焼結処理装置，小
規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックス，小規模焼結炉排ガス処
理装置，小規模研削検査装置グローブボックス，小規模研削検査装
置，資材保管装置グローブボックス，容器（原料ＭＯＸポット，ウラ
ンポット，試験ペレット焼結トレイ及び試験用波板トレイ）及び資材
保管装置で構成する。また，グローブボックス負圧・温度監視設備を
設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

88
(1)  小規模粉末混合装置グローブボックス
小規模粉末混合装置グローブボックスは，その内部に小規模粉末混合
装置を設置する設計とする。

設置要求
小規模粉末混合装置グローブボック
ス

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

89

(2)  小規模粉末混合装置
小規模粉末混合装置は，スクラップ処理（ＣＳ）及び小規模試験とし
て粉末混合，微粉砕混合，強制篩分及び物性測定を行う設計とする。
小規模粉末混合装置では，ウラン合金ボールを用いる設計とする。

設置要求 小規模粉末混合装置 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

90
(3)  小規模プレス装置グローブボックス
小規模プレス装置グローブボックスは，その内部に小規模プレス装置
を設置する設計とする。

設置要求 小規模プレス装置グローブボックス 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

91

(4)  小規模プレス装置
小規模プレス装置は，スクラップ処理（ＣＳ），小規模試験，試験及
び再焼結試験として粉末混合，圧縮成形及びペレット検査を行う設計
とする。

設置要求 小規模プレス装置 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

92
(5)  小規模焼結処理装置グローブボックス
小規模焼結処理装置グローブボックスは，その内部に小規模焼結処理
装置を設置する設計とする。

設置要求
小規模焼結処理装置グローブボック
ス

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

93

(6)  小規模焼結処理装置
小規模焼結処理装置は，水素・アルゴン混合ガス雰囲気又はアルゴン
ガス雰囲気で小規模試験におけるグリーンペレットの焼結及び再焼結
試験ペレットの再焼結を行う設計とする。

設置要求 小規模焼結処理装置 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

94
(7) 小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックス
小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックスは，その内部に小規模
焼結炉排ガス処理装置を設置する設計とする。

設置要求
小規模焼結炉排ガス処理装置グロー
ブボックス

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

95

(8) 小規模焼結炉排ガス処理装置
小規模焼結炉排ガス処理装置は，小規模焼結処理装置の小規模焼結炉
から排出されるガスの冷却及び有機物の除去を行い，小規模焼結炉の
負圧を維持する設計とする。

設置要求 小規模焼結炉排ガス処理装置 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

96

(9) 小規模研削検査装置グローブボックス
小規模研削検査装置グローブボックスは，その内部に小規模研削検査
装置を設置する設計とする。また，小規模研削検査装置グローブボッ
クスは，グローブボックス排気設備により，保守管理に必要な場合及
び火災時における消火ガス放出時を除き，常時負圧に保つ設計とし，
グローブボックス外への核燃料物質の飛散又は漏えいを防ぐ設計とす
る。

設置要求
小規模研削検査装置グローブボック
ス

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

97
(10) 小規模研削検査装置
小規模研削検査装置は，先行試験，再焼結試験又は小規模試験として
研削，ペレット検査及び粗粉砕を行う設計とする。

設置要求 小規模研削検査装置 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

98

(11) 資材保管装置グローブボックス
資材保管装置グローブボックスは，その内部に資材保管装置を設置す
る設計とする。

設置要求 資材保管装置グローブボックス 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

99

(12) 資材保管装置
資材保管装置は，ＣＳ・ＲＳ回収ポット，原料ＭＯＸポット，先行試
験ポット又は試験ペレット焼結トレイを一時的に保管する設計とす
る。また，分析試料を核燃料物質の検査設備の分析設備の気送装置で
分析設備の受払装置又は受払・分配装置へ払い出し，分析設備から気
送装置により返却されたＣＳ粉末，ＣＳペレット，ＲＳ粉末又はＲＳ
ペレットを受け入れる設計とする。

設置要求 資材保管装置 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －

100

(13) 容器（原料ＭＯＸポット，ウランポット，試験ペレット焼結トレ
イ及び試験用波板トレイ）
容器（原料ＭＯＸポット，ウランポット，試験ペレット焼結トレイ及
び試験用波板トレイ）は，小規模試験設備で取り扱う核燃料物質を収
納する設計とする。

設置要求
容器（原料ＭＯＸポット，ウラン
ポット，試験ペレット焼結トレイ及
び試験用波板トレイ）

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －
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(14) グローブボックス負圧・温度監視設備
グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。
グローブボックス負圧・温度監視設備は，各グローブボックスに設置
する設計とする。

設置要求
グローブボックス負圧・温度監視設
備

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.12 実験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統構成

－ － － － － － － － － － －
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7.13 冷却水設備
冷却水設備は，成形施設のペレット加工工程の焼結設備の焼結炉及び
排ガス処理装置並びに実験設備の小規模試験設備の小規模焼結処理装
置及び小規模焼結炉排ガス処理装置の冷却を行う設計とする。

設置要求 冷却水設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.14冷却水設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.14冷却水設備】
冷却水設備の設計

－ － － － － 〇 － 冷却水設備 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.14冷却水設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.14冷
却水設備】
冷却水設備の設計

108



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））

別紙２-2

項目

87

7.11.2  主要設備の系統構成
小規模試験設備は，小規模粉末混合装置グローブボックス，小規模粉
末混合装置，小規模プレス装置グローブボックス，小規模プレス装
置，小規模焼結処理装置グローブボックス，小規模焼結処理装置，小
規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックス，小規模焼結炉排ガス処
理装置，小規模研削検査装置グローブボックス，小規模研削検査装
置，資材保管装置グローブボックス，容器（原料ＭＯＸポット，ウラ
ンポット，試験ペレット焼結トレイ及び試験用波板トレイ）及び資材
保管装置で構成する。また，グローブボックス負圧・温度監視設備を
設置する設計とする。

冒頭宣言

88
(1) 小規模粉末混合装置グローブボックス
小規模粉末混合装置グローブボックスは，その内部に小規模粉末混合
装置を設置する設計とする。

設置要求

89

(2) 小規模粉末混合装置
小規模粉末混合装置は，スクラップ処理（ＣＳ）及び小規模試験とし
て粉末混合，微粉砕混合，強制篩分及び物性測定を行う設計とする。
小規模粉末混合装置では，ウラン合金ボールを用いる設計とする。

設置要求

90
(3) 小規模プレス装置グローブボックス
小規模プレス装置グローブボックスは，その内部に小規模プレス装置
を設置する設計とする。

設置要求

91

(4) 小規模プレス装置
小規模プレス装置は，スクラップ処理（ＣＳ），小規模試験，試験及
び再焼結試験として粉末混合，圧縮成形及びペレット検査を行う設計
とする。

設置要求

92
(5) 小規模焼結処理装置グローブボックス
小規模焼結処理装置グローブボックスは，その内部に小規模焼結処理
装置を設置する設計とする。

設置要求

93

(6) 小規模焼結処理装置
小規模焼結処理装置は，水素・アルゴン混合ガス雰囲気又はアルゴン
ガス雰囲気で小規模試験におけるグリーンペレットの焼結及び再焼結
試験ペレットの再焼結を行う設計とする。

設置要求

94
(7) 小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックス
小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックスは，その内部に小規模
焼結炉排ガス処理装置を設置する設計とする。

設置要求

95

(8) 小規模焼結炉排ガス処理装置
小規模焼結炉排ガス処理装置は，小規模焼結処理装置の小規模焼結炉
から排出されるガスの冷却及び有機物の除去を行い，小規模焼結炉の
負圧を維持する設計とする。

設置要求

96

(9) 小規模研削検査装置グローブボックス
小規模研削検査装置グローブボックスは，その内部に小規模研削検査
装置を設置する設計とする。また，小規模研削検査装置グローブボッ
クスは，グローブボックス排気設備により，保守管理に必要な場合及
び火災時における消火ガス放出時を除き，常時負圧に保つ設計とし，
グローブボックス外への核燃料物質の飛散又は漏えいを防ぐ設計とす
る。

設置要求

97
(10) 小規模研削検査装置
小規模研削検査装置は，先行試験，再焼結試験又は小規模試験として
研削，ペレット検査及び粗粉砕を行う設計とする。

設置要求

98

(11) 資材保管装置グローブボックス
資材保管装置グローブボックスは，その内部に資材保管装置を設置す
る設計とする。

設置要求

99

(12) 資材保管装置
資材保管装置は，ＣＳ・ＲＳ回収ポット，原料ＭＯＸポット，先行試
験ポット又は試験ペレット焼結トレイを一時的に保管する設計とす
る。また，分析試料を核燃料物質の検査設備の分析設備の気送装置で
分析設備の受払装置又は受払・分配装置へ払い出し，分析設備から気
送装置により返却されたＣＳ粉末，ＣＳペレット，ＲＳ粉末又はＲＳ
ペレットを受け入れる設計とする。

設置要求

100

(13) 容器（原料ＭＯＸポット，ウランポット，試験ペレット焼結トレ
イ及び試験用波板トレイ）
容器（原料ＭＯＸポット，ウランポット，試験ペレット焼結トレイ及
び試験用波板トレイ）は，小規模試験設備で取り扱う核燃料物質を収
納する設計とする。

設置要求

101

(14) グローブボックス負圧・温度監視設備
グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。
グローブボックス負圧・温度監視設備は，各グローブボックスに設置
する設計とする。

設置要求

102

7.13 冷却水設備
冷却水設備は，成形施設のペレット加工工程の焼結設備の焼結炉及び
排ガス処理装置並びに実験設備の小規模試験設備の小規模焼結処理装
置及び小規模焼結炉排ガス処理装置の冷却を行う設計とする。

設置要求

第４回申請第３回申請

〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 －
小規模粉末混合装置グローブボック
ス

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 － 小規模粉末混合装置 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 － 小規模プレス装置グローブボックス －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 － 小規模プレス装置 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 －
小規模焼結処理装置グローブボック
ス

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 － 小規模焼結処理装置 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 －
小規模焼結炉排ガス処理装置グロー
ブボックス

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 － 小規模焼結炉排ガス処理装置 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 －
小規模研削検査装置グローブボック
ス

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 － 小規模研削検査装置 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 － 資材保管装置グローブボックス －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 － 資材保管装置 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 －

容器（原料ＭＯＸポット）
容器（ウランポット）
容器（試験ペレット焼結トレイ）
容器（試験用波板トレイ）

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

〇 －
グローブボックス負圧・温度監視設
備

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.12小規模試験設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.12 実
験設備】
小規模試験設備の主要設備の系統
構成

－ － － － － －

－ － － － － － － － － － － －
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7.14 給排水衛生設備
給排水衛生設備は，工業用水設備，飲料水設備及び共用する再処理施
設の給水処理設備で構成し，ＭＯＸ燃料加工施設の運転に必要な工業
用水及び飲料水を確保及び供給する設計とする。

設置要求
工業用水設備
飲料水設備
給水処理設備

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.15給排水衛生設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.15給排水衛生設備】
給排水衛生設備の構成及び設計

－ － － － － 〇 －
工業用水設備
給水処理設備

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.15給排水衛生設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.15給
排水衛生設備】
給排水衛生設備の構成及び設計
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7.14.1  工業用水設備
工業用水設備は，成形施設のペレット加工工程の焼結設備の焼結炉等
の湿分添加水，核燃料物質の検査設備の分析設備の分析済液処理装置
及び低レベル廃液処理設備の機器洗浄用水，廃液希釈用水等として工
業用水を供給する設計とする。

設置要求 工業用水設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.15給排水衛生設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.15給排水衛生設備】
工業用水設備の設計

－ － － － － 〇 － 工業用水設備 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.15給排水衛生設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.15給
排水衛生設備】
工業用水設備の設計
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7.14.2  飲料水設備
飲料水設備は，管理区域外の便所，手洗い，管理区域内の機器洗浄等
の用水を供給する設計とする。

設置要求 飲料水設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.15給排水衛生設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.15給排水衛生設備】
飲料水設備の設計

－ － － － － － － － － － －
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7.15　空調用冷水設備
空調用冷水設備は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備によって燃料加
工建屋内に取り込んだ外気を給気系の冷却コイルで冷却する設計とす
る。また，空調用冷水は，空調用冷凍機と給気系の冷却コイルとの間
で循環及び冷却する設計とする。

設置要求 空調用冷水設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.16空調用冷水設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.16空調用冷水設備】
空調用冷水設備の設計

－ － － － － 〇 － 空調用冷水設備 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.16空調用冷水設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.16空
調用冷水設備】
空調用冷水設備の設計
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7.16 空調用蒸気設備
空調用蒸気設備は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備によって燃料加
工建屋内に取り込んだ外気を給気系の加熱コイルで加熱する設計とす
る。

設置要求 空調用蒸気設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.17空調用蒸気設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.17空調用蒸気設備】
空調用蒸気設備の設計

－ － － － － 〇 － 空調用蒸気設備 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.17空調用蒸気設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.17空
調用蒸気設備】
空調用蒸気設備の設計
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7.17 燃料油供給設備（蒸気供給設備）
燃料油供給設備は，空調用蒸気設備で用いる燃料油を貯蔵するために
地下ピット内にボイラ用燃料受槽を設置する設計とする。

設置要求 燃料油供給設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.18燃料油供給設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.18燃料油供給設備】
燃料油供給設備の設計

－ － － － － － － － － － －
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再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備は，ＭＯＸ燃料加工施設の燃
料油供給設備へ燃料油を供給する設計とする。

設置要求 燃料油供給設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.18燃料油供給設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.18燃料油供給設備】
燃料油供給設備の設計

－ － － － － － － － － － －
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再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備を，再処理施設と共用する
が，再処理施設における使用を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設に十
分な燃料を供給できる容量を確保し，故障その他の異常が発生し，再
処理施設から燃料油の供給が停止したとしても，共用によってＭＯＸ
燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 燃料油供給設備（蒸気供給設備） 設計方針（共用）

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.18燃料油供給設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.18燃料油供給設備】
〇悪影響防止
〇共用
・再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備を，
再処理施設と共用するが，再処理施設における
使用を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設に十分
な燃料を供給できる容量を確保する。
・故障その他の異常が発生し，再処理施設から
燃料油の供給が停止したとしても，共用によっ
てＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない設
計とする。

－ － － － － － － － － － －
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7.18 窒素循環用冷却水設備
窒素循環用冷却水設備は，燃料加工建屋内に設置するローカルクーラ
及び循環窒素冷却用冷凍機の空調用機械に冷却水を供給し，循環及び
冷却する設計とする。

設置要求 窒素循環用冷却水設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.19窒素循環用冷却水設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.19窒素循環用冷却水設備】
窒素循環用冷却水設備の設計

－ － － － － 〇 － 窒素循環用冷却水設備 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.19窒素循環用冷却水設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.19窒
素循環用冷却水設備】
窒素循環用冷却水設備の設計
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7.19 窒素ガス設備
窒素ガス設備は，空気から窒素を抽出する窒素ガス発生装置により，
窒素雰囲気型グローブボックス並びに粉末調整工程，ペレット加工工
程，燃料棒加工工程，燃料集合体組立工程，梱包出荷工程及び核燃料
物質の検査設備の分析設備の窒素ガスを用いる各装置に，窒素ガスを
供給する設計とする。

設置要求 窒素ガス設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.20窒素ガス設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.20 窒素ガス設備】
窒素ガス設備の設計

－ － － － － 〇 － 窒素ガス設備 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.20窒素ガス設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.20 窒
素ガス設備】
窒素ガス設備の設計
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7.20　水素・アルゴン混合ガス設備
水素・アルゴン混合ガス設備は，エネルギー管理建屋に設置する設計
とする。水素・アルゴン混合ガス設備は，混合ガス水素濃度高による
混合ガス供給停止回路，混合ガス濃度異常遮断弁（焼結炉系，小規模
焼結処理系），水素ガス漏えい検知器，混合ガス緊急遮断弁，混合ガ
ス製造装置，混合ガス充填装置及び混合ガス供給装置で構成し，水素
ガス設備から供給される水素ガスと，アルゴンガス設備から供給され
るアルゴンガスを減圧して所定の割合（水素濃度9.0vol％以下）で混
合し，成形施設のペレット加工工程の焼結設備の焼結炉及び実験設備
の小規模試験設備の小規模焼結処理装置に供給する設計とする。

設置要求 水素・アルゴン混合ガス設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.21水素・アルゴン混合ガス設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.21水素・アルゴン混合ガス設
備】
水素・アルゴン混合ガス設備の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －
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7.21 アルゴンガス設備
アルゴンガス設備は，水素・アルゴン混合ガス設備，成形施設のペ
レット加工工程の焼結設備の焼結炉，実験設備の小規模試験設備の小
規模焼結処理装置，被覆施設の燃料棒加工工程のスタック乾燥設備及
び挿入溶接設備，核燃料物質の検査設備の分析設備等に用いるアルゴ
ンガスを液化アルゴン貯槽からアルゴン蒸発器で気化，減圧し供給す
る設計とする。

設置要求 アルゴンガス設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.22アルゴンガス設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.22アルゴンガス設備】
アルゴンガス設備の設計

－ － － － － － － － － － －

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他加工施設の附属施設
6.7.15給排水衛生設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他加工施設の附属施設
6.7.14給排水衛生設備】
〇悪影響防止
〇共用
再処理施設の給水処理設備は，飲
料水設備に飲料水及び工業用水設
備に工業用水を供給できる設計と
し，飲料水設備に飲料水及び工業
用水設備に工業用水を供給する系
統を再処理施設及び廃棄物管理施
設と共用するが，再処理施設及び
廃棄物管理施設における使用を想
定しても，ＭＯＸ燃料加工施設に
十分なろ過水を供給できる容量を
確保できる。
・故障その他異常が発生し，再処
理施設からろ過水の供給が停止し
たとしても，共用によってＭＯＸ
燃料加工施設の安全性を損なわな
い設計とする。

－ － 〇 － 給水処理設備

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.15給排水衛生設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他加
工施設の附属施設　6.7.15給排水衛生設備】
〇悪影響防止
〇共用
再処理施設の給水処理設備は，飲料水設備に飲
料水及び工業用水設備に工業用水を供給できる
設計とし，飲料水設備に飲料水及び工業用水設
備に工業用水を供給する系統を再処理施設及び
廃棄物管理施設と共用するが，再処理施設及び
廃棄物管理施設における使用を想定しても，Ｍ
ＯＸ燃料加工施設に十分なろ過水を供給できる
容量を確保できる。
・故障その他異常が発生し，再処理施設からろ
過水の供給が停止したとしても，共用によって
ＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない設計
とする。

－ － －106

7.14.3  給水処理設備
再処理施設の給水処理設備は，飲料水設備に飲料水及び工業用水設備
に工業用水を供給できる設計とし，飲料水設備に飲料水及び工業用水
設備に工業用水を供給する系統を再処理施設及び廃棄物管理施設と共
用するが，再処理施設及び廃棄物管理施設における使用を想定して
も，ＭＯＸ燃料加工施設に十分なろ過水を供給できる容量を確保でき
る。また，故障その他異常が発生し，再処理施設からろ過水の供給が
停止したとしても，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損な
わない設計とする。

機能要求① 給水処理設備 設計方針（共用）

110



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第14条 安全機能を有する施設（第2章　個別項目　成形施設等））
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項目

103

7.14 給排水衛生設備
給排水衛生設備は，工業用水設備，飲料水設備及び共用する再処理施
設の給水処理設備で構成し，ＭＯＸ燃料加工施設の運転に必要な工業
用水及び飲料水を確保及び供給する設計とする。

設置要求

104

7.14.1  工業用水設備
工業用水設備は，成形施設のペレット加工工程の焼結設備の焼結炉等
の湿分添加水，核燃料物質の検査設備の分析設備の分析済液処理装置
及び低レベル廃液処理設備の機器洗浄用水，廃液希釈用水等として工
業用水を供給する設計とする。

設置要求

105
7.14.2  飲料水設備
飲料水設備は，管理区域外の便所，手洗い，管理区域内の機器洗浄等
の用水を供給する設計とする。

設置要求

107

7.15　空調用冷水設備
空調用冷水設備は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備によって燃料加
工建屋内に取り込んだ外気を給気系の冷却コイルで冷却する設計とす
る。また，空調用冷水は，空調用冷凍機と給気系の冷却コイルとの間
で循環及び冷却する設計とする。

設置要求

108

7.16 空調用蒸気設備
空調用蒸気設備は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備によって燃料加
工建屋内に取り込んだ外気を給気系の加熱コイルで加熱する設計とす
る。

設置要求

109
7.17 燃料油供給設備（蒸気供給設備）
燃料油供給設備は，空調用蒸気設備で用いる燃料油を貯蔵するために
地下ピット内にボイラ用燃料受槽を設置する設計とする。

設置要求

110
再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備は，ＭＯＸ燃料加工施設の燃
料油供給設備へ燃料油を供給する設計とする。

設置要求

111

再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備を，再処理施設と共用する
が，再処理施設における使用を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設に十
分な燃料を供給できる容量を確保し，故障その他の異常が発生し，再
処理施設から燃料油の供給が停止したとしても，共用によってＭＯＸ
燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①

112

7.18 窒素循環用冷却水設備
窒素循環用冷却水設備は，燃料加工建屋内に設置するローカルクーラ
及び循環窒素冷却用冷凍機の空調用機械に冷却水を供給し，循環及び
冷却する設計とする。

設置要求

113

7.19 窒素ガス設備
窒素ガス設備は，空気から窒素を抽出する窒素ガス発生装置により，
窒素雰囲気型グローブボックス並びに粉末調整工程，ペレット加工工
程，燃料棒加工工程，燃料集合体組立工程，梱包出荷工程及び核燃料
物質の検査設備の分析設備の窒素ガスを用いる各装置に，窒素ガスを
供給する設計とする。

設置要求

114

7.20　水素・アルゴン混合ガス設備
水素・アルゴン混合ガス設備は，エネルギー管理建屋に設置する設計
とする。水素・アルゴン混合ガス設備は，混合ガス水素濃度高による
混合ガス供給停止回路，混合ガス濃度異常遮断弁（焼結炉系，小規模
焼結処理系），水素ガス漏えい検知器，混合ガス緊急遮断弁，混合ガ
ス製造装置，混合ガス充填装置及び混合ガス供給装置で構成し，水素
ガス設備から供給される水素ガスと，アルゴンガス設備から供給され
るアルゴンガスを減圧して所定の割合（水素濃度9.0vol％以下）で混
合し，成形施設のペレット加工工程の焼結設備の焼結炉及び実験設備
の小規模試験設備の小規模焼結処理装置に供給する設計とする。

設置要求

115

7.21 アルゴンガス設備
アルゴンガス設備は，水素・アルゴン混合ガス設備，成形施設のペ
レット加工工程の焼結設備の焼結炉，実験設備の小規模試験設備の小
規模焼結処理装置，被覆施設の燃料棒加工工程のスタック乾燥設備及
び挿入溶接設備，核燃料物質の検査設備の分析設備等に用いるアルゴ
ンガスを液化アルゴン貯槽からアルゴン蒸発器で気化，減圧し供給す
る設計とする。

設置要求

106

7.14.3  給水処理設備
再処理施設の給水処理設備は，飲料水設備に飲料水及び工業用水設備
に工業用水を供給できる設計とし，飲料水設備に飲料水及び工業用水
設備に工業用水を供給する系統を再処理施設及び廃棄物管理施設と共
用するが，再処理施設及び廃棄物管理施設における使用を想定して
も，ＭＯＸ燃料加工施設に十分なろ過水を供給できる容量を確保でき
る。また，故障その他異常が発生し，再処理施設からろ過水の供給が
停止したとしても，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損な
わない設計とする。

機能要求①

第４回申請第３回申請

〇 － 飲料水設備 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.15給排水衛生設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.15給
排水衛生設備】
給排水衛生設備の構成及び設計

－ － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

〇 － 飲料水設備 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.15給排水衛生設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.15給
排水衛生設備】
飲料水設備の設計

－ － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

〇 － 燃料油供給設備 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.18燃料油供給設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.18燃
料油供給設備】
燃料油供給設備の設計

－ － － － － －

〇 － 燃料油供給設備（蒸気供給設備） －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他加工施設の附属施設
6.7.18燃料油供給設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.18燃
料油供給設備】
燃料油供給設備の設計

－ － － － － －

〇 － 燃料油供給設備（蒸気供給設備） －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他加工施設の附属施設
6.7.18燃料油供給設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他加工施設の附属施設
6.7.17燃料油供給設備】
〇悪影響防止
〇共用
・再処理施設の一般蒸気系の燃料
貯蔵設備を，再処理施設と共用す
るが，再処理施設における使用を
想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設
に十分な燃料を供給できる容量を
確保する。
・故障その他の異常が発生し，再
処理施設から燃料油の供給が停止
したとしても，共用によってＭＯ
Ｘ燃料加工施設の安全性を損なわ
ない設計とする。

－ － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

〇 － 水素・アルゴン混合ガス設備 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.21水素・アルゴン混合ガス設
備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.21水
素・アルゴン混合ガス設備】
水素・アルゴン混合ガス設備の構
成及び設計

－ － － － － －

〇 アルゴンガス設備 － －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.22アルゴンガス設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.22ア
ルゴンガス設備】
アルゴンガス設備の設計

－ － － － － －

－ － －－ － － － －－ － － －
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第２回申請
項目

第１回申請

116

7.22 水素ガス設備
水素ガス設備は，水素・アルゴン混合ガス設備に用いる水素ガスを第
１高圧ガストレーラ庫に貯蔵する貯蔵容器から減圧して供給する設計
とする。

設置要求 水素ガス設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.23水素ガス設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.23水素ガス設備】
水素ガス設備の設計

－ － － － － － － － － － －

117
7.23 非管理区域換気空調設備
非管理区域換気空調設備は，燃料加工建屋の非管理区域の換気・空調
を行う設計とする。

設置要求 非管理区域換気空調設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.24非管理区域換気空調設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.24非管理区域換気空調設備】
非管理区域換気空調設備の設計

－ － － － － 〇 － 非管理区域換気空調設備 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.24非管理区域換気空調設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.24非
管理区域換気空調設備】
非管理区域換気空調設備の設計

118

7.24 荷役設備
荷役設備は，入出庫クレーン，設備搬入用クレーン，エレベータ及び
垂直搬送機で構成し，ウラン粉末輸送容器等の搬入及び搬出を行う設
計とする。

設置要求 荷役設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.25荷役設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.25荷役設備】
荷役設備の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

119

7.25選別・保管設備
選別・保管設備は，選別・保管グローブボックス，選別作業室の選別
エリア，廃油保管室の選別エリア及び廃棄物保管第１室の作業エリア
で構成し，管理区域内で発生する物品（油類を含む）を再利用する物
品と再利用しない物品に選別する設計とする。また，グローブボック
ス負圧・温度監視設備を設置する設計とする。

設置要求 選別・保管設備 基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.26選別・保管設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.26選別・保管設備】
選別・保管設備の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

120

グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。

設置要求
グローブボックス負圧・温度監視設
備

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.26選別・保管設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.26選別・保管設備】
選別・保管設備の構成及び設計

－ － － － － － － － － － －

121

7.26その他設備
ＭＯＸ燃料加工施設の主要な設備のほか，ＭＯＸ燃料加工施設を操業
するために必要な設備・機器として，ヘリウムガス設備，酸素ガス設
備，圧縮空気供給設備を設置する設計とする。

設置要求
ヘリウムガス設備
酸素ガス設備
圧縮空気供給設備

基本方針

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.27その他設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮　6.7その他の
加工施設　6.7.27その他設備】
その他設備の構成

－ － － － － 〇
ヘリウムガス設備
圧縮空気供給設備

酸素ガス設備 －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.27その他設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.27そ
の他設備】
その他設備の構成

112



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２-2

項目

116

7.22 水素ガス設備
水素ガス設備は，水素・アルゴン混合ガス設備に用いる水素ガスを第
１高圧ガストレーラ庫に貯蔵する貯蔵容器から減圧して供給する設計
とする。

設置要求

117
7.23 非管理区域換気空調設備
非管理区域換気空調設備は，燃料加工建屋の非管理区域の換気・空調
を行う設計とする。

設置要求

118

7.24 荷役設備
荷役設備は，入出庫クレーン，設備搬入用クレーン，エレベータ及び
垂直搬送機で構成し，ウラン粉末輸送容器等の搬入及び搬出を行う設
計とする。

設置要求

119

7.25選別・保管設備
選別・保管設備は，選別・保管グローブボックス，選別作業室の選別
エリア，廃油保管室の選別エリア及び廃棄物保管第１室の作業エリア
で構成し，管理区域内で発生する物品（油類を含む）を再利用する物
品と再利用しない物品に選別する設計とする。また，グローブボック
ス負圧・温度監視設備を設置する設計とする。

設置要求

120

グローブボックス負圧・温度監視設備は，安全上重要な施設以外のグ
ローブボックス内及びオープンポートボックス内の火災を感知し警報
を発する設計とする。また，安全上重要な施設以外のグローブボック
ス内の消火のため，消火設備のグローブボックス消火装置に信号を発
する設計とする。
また，グローブボックスの負圧を検知し，グローブボックスの負圧に
異常がある場合に警報を発する設計とする。

設置要求

121

7.26その他設備
ＭＯＸ燃料加工施設の主要な設備のほか，ＭＯＸ燃料加工施設を操業
するために必要な設備・機器として，ヘリウムガス設備，酸素ガス設
備，圧縮空気供給設備を設置する設計とする。

設置要求

第４回申請第３回申請

〇 水素ガス設備 － －

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.23水素ガス設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.23水
素ガス設備】
水素ガス設備の設計

－ － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

〇 －

入出庫クレーン
設備搬入用クレーン
エレベータ
垂直搬送機

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.25荷役設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.25荷
役設備】
荷役設備の構成及び設計

－ － － － － －

〇 －

選別・保管グローブボックス
グローブボックス負圧・温度監視設
備

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.26選別・保管設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.26選
別・保管設備】
選別・保管設備の構成及び設計

〇 －
選別・保管グローブボックス
選別作業室の選別エリア
廃油保管室の選別エリア

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.26選別・保管設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.26選
別・保管設備】
選別・保管設備の構成及び設計

〇 －
グローブボックス負圧・温度監視設
備

－

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設
6.7.26選別・保管設備

【6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7その他の加工施設　6.7.26選
別・保管設備】
選別・保管設備の構成及び設計

－ － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

凡例

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

・「説明対象」について

113




